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②
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］

　柳田
国
男
の
“
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
う
主
張
は
、
後
に
、
幼
児
の
生
ま
れ
直
り
説
と
結
び
　
　
　
　
二
章
で
は
、
古
代
・
中
世
で
は
、
社
会
の
維
持
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
神
事
の
挙
行
が
、
近

つ
い
て

民
俗
学
の

通
説と
な
り
、
現
在
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
、
古
代
か
ら
そ
う
し
た
観
念
が
　
　
　
世
で
は
、
そ
の
役
割
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
、
幼
児
に
対
す
る
意
識
を
も
変
化
さ
せ
、
「
無

存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
表
現
は
、
近
代
に
な
っ
て
ご
く
一
部
　
　
　
　
服
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
種
の
特
権
視
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
、
武
家
の
服
忌
令
が
本
来
は
武
士
を
対

地

域
で
いわ
れ
た
俗
説
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
で
は
、
右
の
こ
と
を
実
証
す
る
た
め
、
幼
児
へ
の
ま
な
　
　
　
　
象
に
し
な
が
ら
、
庶
民
に
も
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
幼
児
が
近
世
社
会
で
ど
の
よ
う

ざ
し
が
古
代
以
降
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
社
会
意
識
の
問
題
と
し
て
試
　
　
　
　
に
み
ら
れ
て
い
た
か
を
具
体
的
に
検
証
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
庶
民
の
家
が
確
立
し
、
「
子
宝
」
意

論的
に
考
察
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
識
が
一
般
化
す
る
な
か
で
、
幼
児
保
護
の
観
念
が
地
域
社
会
に
成
立
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う
し

　
一
章
で
は
、
律
令
に
あ
る
、
七
歳
以
下
の
幼
児
は
絶
対
責
任
無
能
力
者
だ
と
す
る
規
定
と
、
幼
児
　
　
　
　
た
保
護
観
念
は
、
］
般
の
幼
児
だ
け
で
な
く
、
捨
子
に
対
し
て
も
み
ら
れ
た
こ
と
を
、
捨
子
禁
令
が

の

死
去時
、
親
は
服
喪
の
必
要
な
し
と
い
う
規
定
が
、
十
世
紀
前
半
の
明
法
家
に
よ
る
新
た
な
法
解
　
　
　
　
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
で
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。

釈
の

提
示
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
幼
児
は
親
の
死
去
や
自
身
の
死
去
い
ず
れ
の
場
合
に
も
「
無
服
」
　
　
　
　
右
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
最
後
に
、
”
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
の
四
つ
の
具
体
例
を
検
討
し
、
そ

と
し
て
、
服
忌
の
対
象
か
ら
疎
外
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
神
事
の
挙
行
と
い
う
貴
族
社
会
に
と
っ
　
　
　
の
い
ず
れ
も
が
、
右
の
歴
史
過
程
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
成
立
し
た
俗
説
に
す

て最
重
要
な
儀
礼
が
円
滑
に
実
施
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
た
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
　
　
　
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

ゆ
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は
じ
め
に

　
柳

田
国
男
は
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
の
「
神
に
代
り
て
来
る
」
の
最
終
部
分
で
、

「
七
歳

に
な
る
迄
は
子
供
は
神
さ
ま
だ
と
謂
っ
て
居
る
地
方
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

．

七

つ
前
は
神
の
う
ち
”
説
を
主
張
し
た
。
だ
が
、
柳
田
は
こ
の
段
階
で
具
体
的
な

事
例
を
あ
げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
に
な
っ
て
、
能
田
多
代
子
が
「
七
つ
前
は

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

神
様
」
と
い
う
小
論
で
、
青
森
県
五
戸
地
方
で
の
事
例
を
紹
介
し
、
翌
月
に
は
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

間
知
篤
三
が
「
七
ツ
前
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
小
論
で
、
常
陸
多
賀
郡
高
岡
村
で
の

事
例
を
紹
介
し
た
。
こ
の
二
つ
の
事
例
紹
介
を
う
け
て
か
、
柳
田
は
昭
和
二
十
年
に
、

「
先
祖
の

話
」
の
な
か
で
、
再
度
「
七
歳
ま
で
は
子
供
は
神
だ
と
い
ふ
諺
が
今
も
ほ
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

全
国
に
行
わ
れ
居
る
」
と
強
調
し
た
。
た
だ
、
こ
の
時
も
具
体
的
事
例
は
提
示
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
“
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
説
は
、
そ
の
後
、
柳
田
の
教
え
を
踏
襲
し
た

　
　
　
（
5
）

大
藤

ゆ
き
を
は
じ
め
と
す
る
民
俗
学
の
分
野
で
主
流
と
な
り
、
や
が
て
、
歴
史
学
や

教
育
学
な
ど
他
分
野
で
も
無
批
判
に
受
容
さ
れ
、
こ
の
言
葉
が
一
人
歩
き
し
て
頻
繁

に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
同
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
民
俗
学
の
内
部
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
（
7
）

よ
う
や
く
批
判
的
言
辞
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
岩
本
通
弥
、
塩
野
雅
代
、
福

　
　
　
（
8
）

田
ア
ジ
オ
ら
の
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
塩
野
は
、
柳
田
の
子
供
論
を
詳
細
に

検
討

し
た
う
え
で
、
能
田
や
大
間
知
ら
は
「
七
歳
以
前
の
子
ど
も
が
死
ん
だ
と
し
て

も
、
『
生
ま
れ
直
し
て
来
る
こ
と
』
と
、
誰
も
結
び
つ
け
て
は
考
え
て
は
い
な
い
」

と
述
べ
、
「
七
歳
迄
の
子
ど
も
が
『
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
』
が
強
調
さ
れ
て
く
る
」

「
先
祖
の
話
」
に
よ
っ
て
、
「
戦
争
で
死
ん
で
い
っ
た
若
者
も
、
七
つ
前
の
『
子
ど
も
』

も
す
べ
て
、
柳
田
国
男
の
願
望
で
あ
る
、
生
ま
れ
変
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
志

の

も
と
に
、
重
ね
合
わ
さ
れ
、
『
七
歳
ま
で
の
子
供
は
神
』
が
で
き
上
が
っ
て
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
福
田
は
、
能
田
や
大
間
知
の
事
例
紹
介
に

つ
い

て
、
「
そ
の
表
現
は
、
子
供
は
神
で
あ
る
と
か
、
子
供
は
神
の
管
理
下
に
置
か

れ
て

い

る
と
か
、
あ
る
い
は
子
供
は
未
だ
他
界
に
属
す
る
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
ほ

ど
の
内
容
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
子
供
を
神
と
考
え
た
り
、
子
供
の

霊
魂
は
七
歳
ま
で
は
他
界
に
属
し
、
こ
の
世
に
魂
が
確
定
し
て
い
な
い
と
い
う
解
釈

に
な
っ
た
の
は
明
ら
か
に
柳
田
国
男
の
先
の
『
神
に
代
り
て
来
る
』
に
結
び
つ
け
て

理
解

さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
決
定
づ
け
た
の
は
『
先
祖
の
話
』
で
の
生
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

変
わ
り
の
問
題
で
の
記
述
と
言
え
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
右
の
塩
野
や
福
田
ら
の
議
論
は
、
民
俗
学
内
部
か
ら
出
さ
れ
た
批
判
と
し
て
妥
当

な
も
の
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
そ
の
後
も
あ
い
か
わ
ら
ず
“
七
つ
前
は

神
の
う
ち
”
と
い
っ
た
表
現
が
消
え
る
こ
と
な
く
、
と
い
う
よ
り
は
、
さ
ら
に
広
範

囲
な
分
野
で
あ
た
り
ま
え
の
常
識
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
た
れ
流
さ
れ
て
い
く
。
例

え
ば
、
「
そ
こ
に
聖
性
が
あ
り
、
神
性
を
見
る
こ
と
で
、
子
ど
も
は
よ
り
神
に
近
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

存
在
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
は
自
然
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
「
聖
性
」
と
か
「
神
性
」

で
語

ら
れ
た
り
、
さ
ら
に
は
、
「
の
ち
の
『
七
つ
ま
で
は
神
の
う
ち
』
と
い
う
、
日

本
人
独
特
の

幼
児
観
の
芽
生
え
が
、
す
で
に
縄
文
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
」

　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
い
う
よ
う
に
、
“
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
っ
た
観
念
が
、
あ
た
か
も
縄
文
時

代
か

ら
連
綿
と
し
て
続
い
て
い
た
か
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
の
塩
野
や
福
田
の
批
判
が
あ
る
程
度
説
得
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の

後
、
相
変
わ
ら
ず
”
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
っ
た
表
現
が
一
人
歩
き
し
つ
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

け
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
塩
野
や
福
田
の
議
論
は
、
柳
田
批
判
が

主
眼

で
、
”
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
う
表
現
が
い
つ
ど
う
い
う
過
程
で
成
立
し

た
の
か
と
か
、
そ
う
し
た
観
念
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
点
に
ま
で
踏
み
込

ん

で

い

な
か
っ
た
た
め
、
柳
田
の
議
論
に
対
す
る
対
案
と
し
て
は
有
効
性
を
欠
い
て

い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
七
歳
が
幼
児
と
子
供
の
境
界
年
齢
だ
と
す
る
考
え
方

は
一
般
的
だ
が
、
七
歳
が
な
ぜ
境
界
年
齢
と
し
て
一
般
的
に
認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ

た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
全
く
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
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柴田純［“七つ前は神のうち”は本当か］

で
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
を
課
題
と
し
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
な
お
、
”
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
う
表
現
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
近
代
以
降

に

ご

く
］
部
の
地
域
で
い
わ
れ
た
俗
説
的
観
念
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
右
の

こ
と
を
実
証
し
て
い
く
た
め
に
、
子
供
へ
の
ま
な
ざ
し
が
古
代
以
降
ど
の
よ
う
に
変

化

し
て
い
っ
た
の
か
を
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
や
や
試
論
的
に
考
察
し
て
い
く
。
そ

の

際
、
親
子
の
情
愛
と
い
っ
た
私
情
と
、
社
会
意
識
と
し
て
の
子
供
観
と
を
明
確
に

区
別
し
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
意
識
の
問
題
と
し
て
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。
ま
た
、

当
面
は
議
論
の
便
宜
上
、
七
歳
以
下
の
子
ど
も
を
「
幼
児
」
と
表
現
し
て
論
を
進
め

て

い
く
。

0
服
忌
令
と
幼
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
服
忌
令
の
起
源
は
、
林
由
紀
子
に
よ
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
中
国
で
発
達
し

た
喪
礼
が
日
本
の
令
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、
令
の
規
定
は
、
中
国

か

ら
受
け
つ
い
だ
服
と
、
服
の
期
間
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
假
と
の
二
制
度
を
並
存

さ
せ
、
令
制
定
時
は
、
假
は
あ
く
ま
で
哀
悼
の
た
め
与
え
ら
れ
る
休
暇
で
、
稜
を
避

け
て
忌
み
こ
も
り
す
る
期
間
と
い
う
性
格
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代

に
な
っ
て
、
伝
染
性
の
触
藏
観
念
が
強
ま
る
な
か
で
、
假
は
穣
を
忌
む
期
間
だ
と
す

る
観
念
が
生
じ
、
や
が
て
平
安
末
期
に
な
っ
て
、
「
簾
中
抄
」
や
「
法
曹
至
要
抄
」

な
ど
の
儀
式
書
や
明
法
家
の
書
物
に
服
忌
令
の
先
駆
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ほ

ぼ

同
じ
頃
、
神
社
に
お
い
て
服
忌
令
と
題
す
る
書
物
が
作
成
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
し

て
、
江
戸
幕
府
の
服
忌
令
は
、
こ
う
し
た
中
世
服
忌
令
の
影
響
を
強
く
う
け
て
成
立

し
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
服
忌
令
と
い
う
言
葉
は
、
平
安
末
期
に
成
立
し
、
や
が
て
江
戸
幕

府

に
よ
る
服
忌
令
の
公
布
で
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
幕
府
の
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

初
の
服
忌
令
に
「
七
歳
未
満
小
児
、
自
他
共
に
無
服
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
本
章

で

は
、
こ
の
規
定
が
成
立
し
て
く
る
背
景
を
考
察
す
る
た
め
、
七
歳
以
下
の
幼
児
が

文
献
上
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
律
令
の
時
期
か
ら
論
を
始
め
て
い
き
た
い
。

1
　
疎
外
さ
れ
る
幼
児

　
法
令
上
に
「
七
歳
」
の
言
葉
が
意
味
を
も
っ
て
登
場
す
る
の
は
養
老
律
令
が
初
見

で

あ
る
。
ま
ず
「
名
例
律
」
三
十
条
に
は
、
「
九
十
以
上
、
七
歳
以
下
、
難
レ
有
二
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

罪
一
、
不
レ
加
レ
刑
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
「
九
十
以
上
、
七
歳
以
下
」
を
絶
対
責
任

無
能
力
者
と
す
る
考
え
方
は
、
中
国
で
は
「
周
礼
に
お
け
る
三
赦
之
法
そ
の
他
に
も

　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

見
出
さ
れ
る
法
思
想
」
で
、
唐
名
例
律
に
明
文
化
さ
れ
、
日
本
で
も
そ
の
ま
ま
踏
襲

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
「
假
寧
令
」
四
条
に
は
、
「
凡
無
服
之
膓
、
生
三
月
至
二
七
歳
一
、
本
服
三
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

給
二
假
三
日
一
、
一
月
服
二
日
、
七
日
服
一
日
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
七
歳
以
下
の
幼

児
が
死
去
し
た
際
、
親
が
そ
の
幼
児
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
日
数
假
に
服
す
る
か
を

規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
假
寧
令
」
で
は
、
幼
児
が
そ
の
親
の
死
去
に

際
し
て
喪
に
服
す
べ
き
か
ど
う
か
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
平
安

朝
に
入
っ
て
、
伝
染
性
の
触
稜
観
が
強
ま
っ
て
く
る
と
、
神
事
な
ど
の
儀
式
挙
行
に

あ
た
っ
て
、
こ
の
点
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
一
条
兼
良
の
「
源
語
秘
訣
」
に
は
、
延
喜
七
（
九
〇
七
）
年
の
次
の
よ
う
な
勘
文

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
無
服
の

瘍
の
事
は
、
令
条
の
文
に
見
え
た
れ
と
、
七
歳
以
下
の
人
の
、
親
の
喪

　
　
に
あ
ひ
て
服
仮
の
事
は
、
法
令
に
み
え
さ
る
に
よ
て
、
延
喜
七
年
二
月
保
明
太

　
　
子
五
歳
の
時
、
嬢
の
服
あ
り
し
時
、
法
家
に
尋
仰
ら
れ
し
か
は
、
七
歳
以
下
は
、

　
　
服
仮
有
へ
か
ら
さ
る
由
勘
申
　
其
詞
云

　
　
勘
申
　
東
宮
聞
二
食
嬢
喪
一
錐
レ
未
成
人
可
レ
有
二
御
服
一
以
否
　
又
仮
令
無
二
御
服

　
　
者
例
行
神
事
不
二
停
止
一
否
事

　
　
右
蒙
二
上
宣
一
侮
、
上
件
両
事
、
臨
時
有
レ
疑
、
宜
二
勘
申
一
者
、
喪
葬
令
云
、
媛

　
　
服
一
月
、
假
寧
令
云
、
職
事
官
遭
一
二
月
喪
一
、
給
二
假
十
日
一
、
又
条
云
、
無

　
　
服
之
膓
、
一
月
服
給
二
假
二
日
一
者
、
今
案
二
件
文
一
、
七
歳
以
下
、
服
親
死
日
給
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假
法
也
、
七
歳
以
下
不
レ
可
レ
着
二
親
服
一
、
令
条
無
レ
文
、
名
刑
律
云
、
七
歳
以

　
　
下
、
難
レ
有
二
死
罪
一
不
レ
加
レ
刑
、
又
職
制
律
云
、
可
レ
着
レ
服
人
、
聞
レ
喪
匿
不
レ

　
　
挙
レ
哀
者
、
其
徒
罪
以
下
也
、
由
是
案
レ
之
、
死
罪
之
重
不
レ
可
レ
加
レ
刑
、
何
況

　
　
徒
罪
以
下
、
無
レ
可
二
更
論
一
、
既
無
レ
罪
者
不
レ
可
レ
有
レ
御
服
、
又
神
砥
令
云
、

　
　
散
斎
之
内
、
不
レ
得
二
弔
レ
喪
問
F
病
者
、
拠
二
検
此
文
一
、
弔
レ
喪
問
レ
病
為
レ
稜
、

　
　
然
則
既
無
一
御
服
一
、
行
二
諸
神
事
一
有
二
何
妨
一
哉
、
伍
勘
申
、

　
　
　
　
延
喜
七
年
二
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
判
事
兼
明
法
博
士
惟
宗
朝
臣
善
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主

計
頭
兼
明
法
博
士
惟
宗
朝
臣
真
本

　
右
の

勘
文
は
、
当
時
五
歳
で
あ
っ
た
東
宮
の
保
明
太
子
が
、
嬢
の
喪
に
あ
っ
た
と

き
、
太
子
が
そ
の
喪
に
服
す
べ
き
か
ど
う
か
と
、
喪
に
服
す
こ
と
が
な
い
場
合
、
神

事
を
停
止
し
な
く
て
も
よ
い
か
ど
う
か
を
明
法
家
に
尋
ね
た
際
の
も
の
で
あ
る
。

　
右

に
対
し
て
明
法
家
は
次
の
よ
う
に
勘
申
し
た
。
す
な
わ
ち
、
幼
児
が
親
の
死
去

に

際
し
て
喪
に
服
す
べ
き
か
ど
う
か
の
規
定
が
「
令
条
」
に
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、

幼
児
は
絶
対
責
任
無
能
力
者
で
あ
り
、
か
つ
、
職
制
律
三
十
条
に
よ
れ
ば
、
喪
に
服

す
べ
き
人
が
親
族
の
喪
を
聞
き
な
が
ら
、
秘
匿
し
て
挙
哀
し
な
か
っ
た
場
合
、
「
徒

罪
以

下
」
の
罪
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
幼
児
が
喪
に
服
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
当
然

無
罪
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
う
え
で
、
神
砥
令
十
一
条
を
引
用
し
て
、
喪
に
服

す
る
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
、
神
事
の
挙
行
に
何
の
差
支
え
も
な
い
と
結
論
づ
け
て

い

る
。
律
令
の
規
定
が
巧
妙
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
新
た
な
法
解
釈
が
な
さ
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
「
源
語
秘
訣
」
は
ま
た
、
ひ
き
つ
づ
い
て
延
長
四
（
九
二
六
）
年
の
次
の
よ
う
な

勘
文
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
　
勘
申
岐
　
七
歳
以
下
人
遭
二
親
喪
一
井
件
親
遭
一
七
歳
以
下
人
喪
一
之
間
各
行
二
神

　
　
事
一
以
否
事

　
　
右
検
二
仮
寧
令
一
云
、
無
服
之
瘍
、
本
服
三
月
暇
三
日
、
一
月
服
二
日
、
七
日

　
　
服
一
日
、
注
云
生
三
月
至
二
七
歳
一
、
或
云
、
縁
二
無
服
之
膓
一
請
レ
假
者
限
日

　
　
未
レ
満
被
召
参
入
、
不
レ
得
レ
預
レ
祭
者
、
拠
二
此
等
文
一
、
除
レ
暇
之
外
無
レ
疑
二
神

　
　
事
一
、
又
七
歳
以
下
之
人
無
二
可
レ
着
レ
服
之
由
｝
、
然
則
於
レ
行
二
神
事
一
有
二
何
妨
一

　
　
哉
、
伍
勘
申
、

　
　
　
　
延
長
四

年
十
一
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
法
博
士
兼
左
衛
門
佐
惟
宗
朝
臣
公
方

　
右
の

勘
文
は
、
幼
児
が
親
の
喪
に
あ
っ
た
場
合
、
お
よ
び
親
が
幼
児
の
喪
に
あ
っ

た

場
合
、
神
事
挙
行
に
差
支
え
が
な
い
か
ど
う
か
尋
ね
た
も
の
で
あ
る
。

　
右

に
対
し
て
惟
宗
公
方
は
、
假
寧
令
四
条
の
「
無
服
之
瘍
」
の
語
と
そ
の
本
注
、

お
よ
び
式
の
文
の
み
を
引
用
し
て
、
次
の
結
論
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
親
は

假

に
あ
た
る
だ
け
で
、
神
事
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
幼
児
は
服
喪
の

義
務
が
な
い
の
だ
か
ら
、
神
事
の
挙
行
に
何
の
差
支
え
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
右
の

よ
う
な
勘
文
の
解
釈
を
う
け
て
、
平
安
後
期
・
鎌
倉
前
期
に
成
立
し
た
「
法

　
　
　
　
　
（
2
1
）

曹
至
要
抄
」
は
、
假
寧
令
本
文
や
そ
の
注
、
お
よ
び
令
義
解
の
文
か
ら
、
直
ち
に
「
七

歳
以
下
者
、
無
服
之
膓
也
、
伍
父
母
以
下
有
服
之
等
親
、
錐
レ
令
一
死
去
一
、
不
レ
可

レ
有
一
・
服
假
一
也
」
と
、
幼
児
は
父
母
以
下
の
喪
に
服
さ
な
い
と
い
う
結
論
を
示
し
た

の

で
あ
る
。

　
右
の
事
実
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
十
世
紀
前
半
に
な
っ
て
、
幼
児
の
服
喪
問
題
と

神
事
挙
行
問
題
と
が
関
連
づ
け
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
が

幼
児
の
喪
に
服
さ
な
い
だ
け
で
な
く
、
幼
児
も
親
の
喪
に
服
す
る
必
要
が
な
い
と
結

論
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
親
が
幼
児
の
死
去
に

際

し
て
、
服
喪
の
必
要
が
な
い
こ
と
は
律
令
の
規
定
か
ら
い
っ
て
妥
当
な
判
断
だ
が
、

幼
児
が
親
の
喪
に
服
す
る
義
務
が
な
い
と
い
う
規
定
は
、
律
令
に
は
な
く
、
唐
の
律

令

な
ど
に
も
規
定
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
孝
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
子
が
親
の
喪
に

服
す
る
こ
と
は
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
十
世
紀
前
半
の

貴
族
社
会
で
、
右
の
よ
う
な
法
解
釈
を
な
ぜ
成
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
先
の
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
幼
児
の
存
在
自
体
が
、
神
事
の
円

滑
な
挙
行
を
不
安
定
に
さ
せ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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平
安
朝
の
貴
族
社
会
で
は
、
神
事
な
ど
諸
儀
礼
の
呪
術
性
が
強
く
意
識
さ
れ
、
そ

の

有
効
性
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
神
事
な
ど
諸
儀
礼
の
円
滑
な
運
営
が
社
会
的
に
強

く
要
請
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
伝
染

性
の
触
稜
観
が
広
ま
る
な
か
で
、
死
亡
率
の
高
い
幼
児
の
存
在
自
体
が
、
諸
儀
礼
の

円
滑
な
挙
行
を
阻
害
す
る
恐
れ
が
高
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
幼
児
を

服
忌
の
規
定
か
ら
完
全
に
除
く
こ
と
で
、
大
人
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
諸
儀
礼
の
挙

行
を
確
実
な
も
の
と
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
大
人
社

会
の
安
全
な
維
持
の
た
め
に
、
幼
児
が
大
人
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
の
だ
と
い
っ
て

も
よ
い
。

　

し
か
し
他
面
で
、
幼
児
が
大
人
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
こ
と
は
、
逆
説
的
に
な
る

が
、
幼
児
の
存
在
が
大
人
社
会
の
視
野
に
入
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
律

令
で

は
、
捨
子
に
対
す
る
特
別
な
罰
則
規
定
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
幼
児
へ
の
関
心

は
も
と
も
と
大
人
社
会
に
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
幼

児
へ
の
視
線
が
大
人
社
会
の
な
か
に
よ
う
や
く
成
立
し
て
き
た
と
も
い
え
る
の
で
あ

る
。

　

延
喜
七
年
や
延
長
四
年
の
勘
文
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
要
請
に
十
分
答
え
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
に
認
知
さ
れ
、
十
五
世
紀
後
半
に
成
立
し
た

「源
語
秘
訣
」
で
、
「
こ
れ
に
よ
り
て
今
の
世
に
及
ま
て
、
七
歳
以
下
人
は
、
父
母
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

喪
に
も
着
服
の
事
は
な
き
也
」
と
記
さ
れ
、
い
わ
ば
定
説
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。　

さ
て
、
大
人
社
会
の
要
請
の
た
め
、
幼
児
の
存
在
が
神
事
な
ど
諸
儀
礼
の
挙
行
に

差

支
え
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
措
置
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
同

様
な
事
例
を
次
に
も
う
少
し
み
て
お
こ
う
。

　
「
小
右
記
」
の
正
暦
元
（
九
九
〇
）
年
七
月
の
記
事
は
、
実
資
の
娘
が
同
月
十
一

日
に
死
去
し
た
際
、
実
資
が
翌
日
に
、
「
七
歳
以
下
」
は
葬
送
を
「
更
不
可
厳
重
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
穀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
裏
）

と
い
わ
れ
、
遺
骸
を
「
以
穀
為
衣
、
又
納
手
作
萎
、
又
納
桶
」
め
て
、
十
三
日
に
「
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鋸
）

坂
東
方
平
山
」
に
置
か
せ
た
と
記
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
「
水
左
記
」
の
承
保
四
（
一
〇
七
七
）
年
九
月
の
記
事
は
、
同
月
六
日
に
、

白
河
天
皇
の
皇
子
敦
文
親
王
が
四
歳
で
死
去
し
た
際
、
延
命
供
を
修
し
て
い
た
源
俊

房

が
、
死
去
と
同
時
に
「
予
依
不
可
触
穣
公
心
退
出
」
し
た
こ
と
を
記
し
た
う
え
で
、

翌
七
日
の
条
に
、

　
　
晩
頭
参
殿
、
麟
山
殿
被
仰
云
、
今
夕
相
具
僧
等
奉
送
若
宮
者
如
何
、
又
奉
送
置
之

　
　

後
、
暫
付
人
於
近
辺
可
令
守
護
也
、
若
是
有
厭
魅
之
者
、
即
近
過
間
者
為
令
防

　
　

禦
也
、
予
申
云
、
令
相
具
僧
給
之
事
不
可
候
者
也
、
七
歳
之
中
尊
卑
只
同
事
也
、

　
　
別
事
不
可
候
欺
者
、
良
久
退
出
、

　
　
（
2
4
）

と
記
す
。
華
山
院
が
若
宮
の
野
辺
送
り
に
「
僧
等
」
を
伴
な
わ
し
た
り
、
「
送
置
之

後
」
に
「
付
人
」
を
お
い
て
「
守
護
」
さ
せ
て
は
と
提
案
し
た
の
に
対
し
て
、
俊
房

は
「
七
歳
之
中
尊
卑
ロ
ハ
同
事
也
」
と
述
べ
、
こ
の
提
案
を
否
定
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

幼
児
の
世
界
で
は
、
大
人
社
会
の
「
尊
卑
」
の
観
念
は
通
用
せ
ず
、
す
べ
て
の
幼
児

が

「
同
事
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
幼
児
が
大
人
社
会
か
ら
全
く
区
別
さ
れ
た
存
在

と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
幼
児
は
、
大
人
社
会
の
秩

序
か
ら
疎
外
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
「
仲
資
王
記
」
の
承
元
元
（
一
二
〇
七
）
年
七
月
の
記
事
は
、
同
月

二
十
八
日
に
、
後
鳥
羽
上
皇
の
姫
宮
で
仲
資
の
縁
者
に
あ
た
る
幼
児
が
六
歳
で
死
去

し
た
こ
と
を
記
し
た
う
え
で
、
翌
日
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
小
人

御
事
不
似
普
通
例
放
之
由
、
法
師
行
舜
被
計
也
、
然
間
口
口
息
小
僧
三
人

　
　
砥
候
北
首
御
前
、
可
奉
訪
彼
御
菩
提
也
、
七
歳
以
前
無
喪
礼
無
仏
事
之
故
也
、

　
　
普
通
之
例
納
袋
堕
山
野
了
、
而
於
此
御
事
者
、
予
悲
嘆
之
余
奉
安
置
東
山
堂
了
、

ま
た
、
翌
月
四
日
の
条
に
は
、

　
　
明
日
初
七
日
也
、
自
本
思
惟
之
上
、
御
仏
事
弥
不
可
有
放
之
由
下
知
了
、

　
　
密
々

念
仏

有
何
事
乎
、
例
時
儀
法
不
可
然
放
、
但
被
始
之
後
可
止
之
由
又
難

　
　
申
放
云
々
、
自
本
無
籠
僧
之
儀
、
予
愚
息
三
人
令
砥
候
、
其
中
阿
闇
梨
二
人
者
、

　
　
日
来
御
看
病
、
今
一
人
小
僧
参
加
、
奉
沙
汰
許
也
、

　
　
（
2
5
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幼
児
が
死
去
し
た
場
合
、
「
喪
礼
」
も
「
仏
事
」
も
行
な
わ
ず
、
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袋

に
納
め
て
山
野
に
捨
て
る
こ
と
が
、
当
時
「
普
通
之
例
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の

た
め
、
初
七
日
も
「
例
時
繊
法
」
は
で
き
ず
、
「
密
々
念
仏
」
す
る
し
か
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
幼
児
は
、
大
人
社
会
の
秩
序
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
た
、
疎
外
さ

れ

た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

考
察
か
ら
、
平
安
か
ら
鎌
倉
初
期
の
貴
族
社
会
で
は
、
幼
児
は
、
神
事
の

円
滑
な
挙
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
服
忌
の
対
象
か
ら
疎
外
さ
れ
、

ま
た
、
大
人
社
会
の
秩
序
か
ら
も
区
別
さ
れ
た
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
大
人
社
会
は
、
幼
児
を
大
人
社
会
か
ら
疎
外
す
る
こ
と
で
、

大

人
社
会
の
安
定
を
維
持
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
措
置
は
、
そ

の
後
も
受
け
つ
が
れ
て
い
く
。

　
「
吾
妻
鏡
」
建
長
八
（
一
二
五
六
）
年
十
月
二
十
六
日
の
条
に
、

　
　
依
二
四
宮
霧
馨
御
事
井
相
州
軽
服
一
、
三
島
御
神
事
已
下
、
皆
被
レ
停
二
止
之
一
、

　
　
為
太
宰
権
少
弐
景
頼
奉
行
召
二
参
河
守
教
隆
一
、
被
レ
問
下
可
レ
有
二
御
除
服
一
否
L
、

　
　
申
云
、
彼
宮
御
年
三
歳
也
、
七
歳
以
前
無
二
重
軽
服
一
、
傍
被
レ
止
二
此
儀
一
云
々

　
　
（
2
6
）

と
あ
る
。
後
深
草
天
皇
の
皇
子
雅
尊
が
三
歳
で
死
去
し
た
際
、
触
藏
に
よ
り
「
相
州
」

が

「
軽
服
」
と
な
っ
た
た
め
、
「
三
島
御
神
事
」
を
停
止
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と

な
っ
て
諮
問
さ
れ
た
が
、
結
局
「
七
歳
以
前
無
二
重
軽
服
一
」
と
の
こ
と
で
三
島
神

事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
の
武
家
社
会
に
も
影
響
が
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
「
資
益
王
記
」
の
文
明
十
五
（
一
四
八
三
）
年
七
月
二
十
三
日
の
条
に
、

　
（
足
利
義
尚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

「自
室
町
殿
御
尋
」
と
し
て
、
次
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
…
　
　
（
伯
）
O
ロ
ヲ
補
フ

　
　
七

よ
り
内
子
、
今
月
十
一
日
死
去
候
、
親
其
刻
、
面
を
も
不
見
候
、
殊
口
人
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伯
）
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
史
）
成
候

　
　
養
子
儀
之

間
、
不
可
苦
候
ヤ
、
委
細
注
、
可
有
御
申
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
孫
太
郎

　
　
　
　

七

月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
宗
判

　
　
才
（
伯
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
．
　
．
　
・
　
…
　

．

　
・
　
・

　
　
七
歳

よ
り
内
の
子
死
去
、
其
親
二
不
可
有
服
暇
、
死
稜
二
ま
し
わ
り
候
ハ
す
ハ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ザ
む
　
　
ド
て
　
ぜ
ニ
　
ル
エ
　
フ

　
　

不
可
有
苦
候
ヲ
、
阿
来
此
稜
事
、
相
尋
候
間
、
此
分
返
答
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

資
益

　
右
の
事
例
で
は
、
室
町
幕
府
で
も
幼
児
死
去
の
場
合
、
触
稜
が
問
題
に
な
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
死
去
し
た
幼
児
の
「
面
を
」
見
て
い
な
け
れ
ば
、
「
死
稜
こ

ま
し
わ
」
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
例
え
ば
、
同
書
の

長
享
二
（
一
四
八
八
）
年
六
月
十
七
日
の
条
に
、

　
　
細

川
彦
四
郎
使
、
七
才
ヨ
リ
内
子
死
去
、
其
母
来
、
社
参
等
如
何
、
答
云
、
七

　
　
才
ヨ
リ
内
子
、
服
暇
者
無
之
、
死
稜
舟
ケ
日
ハ
、
成
人
モ
同
事
也
、
不
可
叶
由
、

　
　
申
了
、
出
仕
事
如
何
、
其
母
参
者
、
彦
四
郎
在
所
乙
藏
也
、
出
仕
不
可
叶
由
、

　
　
申
了
、

　
　
（
2
8
）

と
あ
る
。
「
七
才
ヨ
リ
内
子
」
に
「
服
暇
」
は
な
い
が
、
「
死
稜
計
ケ
日
ハ
、
成
人
モ
同
事
」

な
た
め
、
「
其
母
参
者
、
彦
四
郎
在
所
乙
稜
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
「
出
仕
」

は
不
可
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
の
事
例
で
は
、
死
去
後
の
「
面
」
を
み
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
「
死
稜
二
ま
し
わ
」
っ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
近
世
に
入
っ
て
、
東
園
基
量
の
日
記
「
基
量
卿
記
」
元
禄
十
（
一
六
九
七
）

年
四
月
六
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
基
量
は
、
日
野
輝
光
の
嫡
子
で
三
歳
の
サ
丸
が
臨
終

間
際
に
あ
た
っ
て
、
嫡
子
基
雅
を
賀
茂
上
卿
の
清
閑
寺
煕
定
の
も
と
に
遣
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

後
の
事
情
を
次
の
ご
と
く
記
し
て
い
る
。

　
　
輝
光
嫡
子
、
病
気
及
二
難
義
一
候
、
自
然
相
果
候
ハ
ぶ
、
祭
申
沙
汰
事
、
可
二
辞

　
　
申
・
哉
、
但
七
歳
未
満
無
服
之
膓
、
其
上
家
内
不
レ
稜
、
臨
レ
期
家
来
宅
へ
可
レ

　
　
遺
候
、
如
何
、
被
レ
経
二
沙
汰
一
給
候
ハ
・
可
二
畏
入
一
由
也
、
清
閑
寺
、
今
夜
議

　
　
奏
へ
可
レ
達
由
被
レ
申
也
、
戌
刻
已
絶
気
之
髄
候
間
、
医
師
相
具
、
退
二
家
来
宅
一
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
基
煕
）

　
　
言
語
道
断
之
事
也
、
三
歳
如
レ
夢
、
不
便
事
也
、
　
八
日
、
昨
日
殿
下
へ
申
入
、

　
　
伝
奏
議
奏
等
評
議
之
上
、
伺
二
天
気
｝
、
今
日
被
二
仰
出
一
由
也
、
依
レ
之
日
野
宅
、

　
　
諸
事
改
二
愁
情
気
一
、
諸
事
復
レ
古
、
自
二
明
日
一
令
二
潔
斎
一
可
二
申
沙
汰
一
由
也
、

　
　
又
テ
丸
乳
母
事
、
吉
田
家
へ
相
尋
処
、
難
二
乳
母
之
子
一
、
七
歳
未
満
者
、
無
服
之
、

　
　
沙
汰
無
之
由
也
、
其
侭
可
二
召
遣
一
哉
也
之
旨
也
、
此
儀
専
被
レ
守
二
吉
田
説
一
、

　
　
無
二
子
細
一
事
之
由
返
答
了
、

114



［“七つ前は神のうち”は本当か］一・柴田純

す
な
わ
ち
、
賀
茂
祭
の
「
祭
奉
行
」
に
あ
た
っ
て
い
た
日
野
輝
光
が
、
嫡
子
サ
丸
の

臨
終
に
際
し
て
、
サ
丸
が
三
歳
で
「
無
服
之
瘍
」
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
臨
終
間
近

の

サ
丸
を
「
家
来
宅
」
に
移
す
こ
と
で
、
「
家
内
」
の
稜
を
防
げ
ば
、
「
祭
奉
行
」
を

し
て
も
よ
い
か
を
尋
ね
、
実
際
に
そ
う
し
た
行
動
を
し
た
こ
と
で
、
「
祭
奉
行
」
の

任

に
あ
た
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
世
の
こ
の
段
階
に
な
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
へ

の
対
応
が
か

な
り
機
械
的
・
形
式
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
基
量
は
、
「
言
語
道
断
之
事
也
、
三
歳
如
レ
夢
、
不
便
事
也
」
と
、

臨
終
間
近
の
幼
児
を
「
家
来
宅
」
に
移
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
私
情
か
ら
い
え
ば

「
不
便
」
な
こ
と
と
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
貴
族
社
会
で
は
、
延
喜
七
年
の
明
法
家
に
よ

る
新
た
な
法
解
釈
の
提
示
以
後
、
幼
児
は
、
親
の
死
去
や
自
身
の
死
去
い
ず
れ
の
場

合

に
も
、
「
無
服
」
と
し
て
、
服
忌
の
対
象
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ

は
、
神
事
の
挙
行
と
い
う
大
人
社
会
に
と
っ
て
重
要
な
儀
礼
が
円
滑
に
実
施
で
き

る
こ
と
を
期
待
し
て
の
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
措
置
が
継
続
さ
れ
る
な
か
で
、

や

が
て

幼
児
と
神
事
と
を
結
び
つ
け
る
観
念
が
、
次
第
に
生
ま
れ
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
節
で
は
、
近
世
に
な
っ
て
成
立
す
る
武
家
服
忌
令
の
成
立
に
関
し
て
考
察
を
加

え
て
い
く
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
近
世
の
民
衆
世
界
は
、
武
家
服
忌
令
を
通
し
て
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

忌
的
知
識
を
受
容
・
浸
透
さ
せ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　

2
　
近
世
服
忌
令
と
幼
児

　
江
戸
幕
府
は
、
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
三
月
朔
日
付
で
服
忌
令
を
公
布
し
た
。

そ
の
な
か
で
、

　
　
一
七
歳
未
満
小
児
、
自
他
共
に
無
服
、
但
遠
慮
、

　
　
　
　
　
父
母
　
　
　
七
日

　
　
　
外
の
親
類
は
、
不
レ
残
三
日
、
母
方
井
聞
忌
不
レ
及
二
遠
慮
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

と
、
「
七
歳
未
満
小
児
」
は
「
自
他
共
に
無
服
」
と
規
定
し
た
。
そ
の
後
、
貞
享
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

年
四
月
二
十
三
日
付
の
服
忌
令
で
は
、

　
　
一
七
歳
未
満
の
小
児
は
無
レ
服
、
但
子
死
去
之
時
は
、
遠
慮
三
日
、
其
外
同
姓

　
　
　
之

親
類
は
遠
慮
一
日
、
当
歳
た
り
と
い
ふ
と
も
同
前
、
死
去
の
日
数
過
候

　
　
　

ハ
・

、
追
て
不
及
遠
慮
、

と
さ
れ
、
「
自
他
共
に
」
の
文
言
が
消
え
る
が
、
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
十
二
月

二

十
一
日
付
の
服
忌
令
で
は
、
次
の
よ
う
な
よ
り
明
確
な
文
言
に
整
理
さ
れ
て
い

（3
3
）

る
。

　
　
一
七
歳
未
満
の
小
児
ハ
無
服
忌
、

　
　
　
　
父
母
ハ
三
日
遠
慮
、
其
外
之
親
類
ハ
同
姓
に
て
も
異
姓
に
て
も
一
日
遠
慮
、

　
　
　
　
日
数
過
候
ハ
・
、
追
て
不
及
遠
慮
、
但
八
歳
よ
り
定
式
之
服
忌
可
受
之
、

　
　
　
　
　

附
、
七
歳
未
満
の
小
児
之
方
へ
も
服
忌
無
之
、
父
母
死
去
之
時

　
　
　
　
　
ハ
五
十
日
遠
慮
、
其
外
之
親
類
ハ
一
日
遠
慮
、
父
母
ハ
年
月
を
経
て

　
　
　
　
　
承
候
共
、
聞
付
け
る
日
よ
り
五
十
日
遠
慮
す
へ
し
、

つ

ま
り
、
幼
児
が
死
去
し
た
場
合
と
、
親
が
死
去
し
た
場
合
の
い
ず
れ
に
お
い
て

も
、
幼
児
は
服
忌
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
孝
重
視

の
立
場
か
ら
、
親
が
死
去
し
た
場
合
に
は
「
遠
慮
」
が
よ
り
手
厚
く
な
っ
て
い
る
。

以
後
、
追
加
や
元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
の
改
定
な
ど
が
あ
る
が
、
右
の
内
容
が
大

き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
な
お
、
幕
府
の
服
忌
令
公
布
前
に
、
加
賀
藩
で
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
定
め
ら
れ

　
　
（
3
4
）

て

い
る
。

　
　
　
　
七
歳
以
下
死
去
之
節
忌
無
之
儀
御
定

　
　
人
七
歳
迄
之
内
死
去
候
も
の
に
付
、
忌
無
之
候
間
、
末
々
之
面
々
は
無
構
御
番

　
　
等
可
勤
候
、
但
、
御
目
通
に
相
詰
候
面
々
は
、
三
日
程
可
致
遠
慮
候
、
以
上
、

　
　
（
寛
文
十
二
年
）

　
　
　
　
子
七
月
十
一
日

　
　
朱
書
、
唯
今
は
公
儀
服
忌
令
之
趣
相
守
候
事
、

右
の
規
定
で
は
、
幼
児
が
死
去
し
た
場
合
、
「
忌
」
が
親
な
ど
に
及
ば
な
い
か
ら
、
「
御
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番
等
」
を
勤
め
よ
と
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
親
の
死
去
に
あ

た
っ
て
、
幼
児
に
服
忌
が
あ
た
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
規
定

の
主
眼

が
、
家
臣
の
勤
番
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
朱
書
」
に
あ
る
と

お

り
、
幕
府
の
服
忌
令
が
公
布
さ
れ
る
と
、
幼
児
は
親
の
死
去
に
際
し
て
、
服
忌
の

対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
武
家
服
忌
令
の
成

立
事
情

を
、
幕
府
に
よ
る
律
令
の
調
査
・
研
究
な
ど
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
て
い

く
。　

さ
て
、
徳
川
家
康
の
蔵
書
は
、
「
駿
河
御
譲
本
」
と
し
て
、
尾
張
徳
川
家
に
わ
た

り
、
現
在
蓬
左
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
「
大
明
律
」
が
含
ま
れ
て

　
（
3
5
）

い

る
。
す
で
に
引
用
し
た
「
名
例
律
」
の
「
九
十
以
上
、
七
歳
以
下
、
難
有
死
罪
、

不
加
刑
」
の
規
定
は
、
唐
律
を
う
け
た
も
の
だ
が
、
荻
生
祖
棟
が
い
う
と
お
り
「
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

律
の
定
め

は
、
即
唐
律
の
通
り
」
で
、
明
律
に
も
幼
児
を
絶
対
責
任
無
能
力
者
と
す

る
規
定
が
引
き
つ
が
れ
て
い
た
。
右
の
「
名
例
律
」
や
明
律
に
、
幕
府
服
忌
令
の
制

定
に
関
わ
っ
た
木
下
順
庵
が
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
林
由
紀
子
は
、
「
貞
享
元
年
の
服
忌
令
制
定
に
際
し
て
は
、
将
軍
の

要
望
と
し
て
、
林
春
常
（
信
篤
）
・
人
見
友
元
・
木
下
順
庵
・
吉
川
惟
足
に
『
儒
家

神
道
之
服
忌
令
書
付
』
を
差
出
す
こ
と
が
命
じ
ら
れ
」
、
ま
た
「
『
服
制
合
編
』
（
内

閣
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、
林
信
篤
・
木
下
順
庵
ら
は
、
『
儀
礼
』
、
『
朱
子
家
礼
』
、
『
明

制
』
の
服
喪
に
関
す
る
規
定
を
ま
と
め
て
提
出
し
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、
「
し

か

し
そ
の
報
告
は
、
こ
れ
ら
喪
服
礼
の
内
容
を
概
略
的
に
説
明
し
た
と
い
う
感
じ
の

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
直
接
も
と
と
し
て
幕
府
服
忌
令
の
条
文
が
導
き
出
さ
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

は

考
え
ら
れ
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
事
実
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ

の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

先

の

引
用
に
み
え
る
、
林
信
篤
（
一
六
四
四
～
一
七
三
二
）
、
人
見
友
元

（
一
六
三

八
～
一
六
九
六
）
、
木
下
順
庵
（
一
六
二
一
～
一
六
九
八
）
の
三
人
を
比
較

す
れ
ば
、
木
下
順
庵
が
年
齢
的
に
も
学
問
的
素
養
の
面
で
も
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
順
庵
が
「
名
例
律
」
や
明
律
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
か

を
考
え
て
み
よ
う
。

　
順
庵

は
、
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
に
幕
府
の
儒
員
に
な
る
が
、
そ
の
後
、
幕
府

「御
文
庫
」
へ
の
古
書
収
集
に
あ
た
っ
て
相
談
役
を
勤
め
、
「
御
書
物
所
」
か
ら
の
真

偽
鑑
定
依
頼
な
ど
に
答
え
て
い
る
。
そ
の
一
連
の
文
書
が
「
木
下
順
庵
書
簡
集
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
次

の
書
状
は
「
名
例
律
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
名
例
律
、
此
書
モ
偽
書
ニ
テ
有
御
座
間
敷
奉
存
候
、
但
古
律
之
内
只
今
世
間
二

　
　
二
冊
残
り
申
候
而
御
座
候
、
其
二
冊
之
内
二
名
例
律
一
冊
有
之
候
ト
奉
存
候
、

　
　
御
文
庫
ニ
モ
此
二
冊
可
有
御
座
カ
ト
奉
存
候
、
下
拙
モ
此
二
冊
ハ
所
持
仕
候
、

　
　
出
所
ハ
牧
野
佐
渡
守
殿
在
京
之
節
、
公
家
方
歴
々
ヨ
リ
御
借
写
候
、
其
本
ヲ
借

　
　
出
申
候
而
写
申
候
而
所
持
仕
候
、
出
所
髄
成
事
二
御
座
候
、
若
御
覧
可
被
遊
候

　
　
者
京
都
へ
取
々
遣
可
申
候
、
（
略
）

　
　
　
　

十
一
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
順
庵

右
の
書
状
に
よ
れ
ば
、
順
庵
は
「
名
例
律
」
の
真
偽
鑑
定
を
し
た
う
え
で
、
「
名
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

律
」
が
「
御
文
庫
」
に
あ
る
こ
と
、
自
分
も
京
都
の
「
出
所
槌
成
」
る
「
公
家
方
」

か

ら
借
用
し
て
写
し
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
で

は
、
明
律
に
関
し
て
は
ど
う
か
。
次
の
書
状
は
、
順
庵
の
嫡
子
寅
亮
が
紀
州
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

の
岡
嶋
忠
四
郎
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
厳
寒
之
節
　
宰
相
様
益
々
御
機
嫌
好
被
為
御
座
恐
悦
之
至
奉
存
候
、
然
者
先
頃

　
　
先
年
平
丞
入
　
御
覧
候
大
明
律
十
冊
致
捜
索
指
上
申
候
処
、
右
之
書
読
律
損
言

　
　
二
而
無
御
座
候
、
梁
御
史
校
訂
之
律
解
附
例
御
座
候
而
、
御
文
庫
二
茂
壱
部
御
所

　
　
持
被
遊
候
得
共
、
今
度
種
々
致
穿
馨
指
上
申
、
其
上
重
宝
之
書
ニ
モ
御
座
候
間
、

　
　
苦
以
被
遊
御
留
置
可
被
下
旨
、
誠
以
本
望
之
至
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、

　
　
右
之
趣
可
然
様
御
執
成
頼
存
候
、
恐
慎
謹
言
、

　
　
（
正
徳
二
年
）

　
　
　
　

十
二
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
平
三
郎

寅
亮
花
押
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岡
嶋
忠
四
郎
殿

右
の
書
状
に
み
え
る
「
宰
相
様
」
は
、
紀
州
藩
五
代
藩
主
徳
川
吉
宗
の
こ
と
で
、
「
平

丞
」
は
順
庵
の
こ
と
で
あ
る
。
「
先
年
平
丞
入
　
御
覧
候
大
明
律
十
冊
」
と
あ
る
よ

う
に
、
順
庵
は
「
大
明
律
」
を
「
御
覧
」
に
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
右
の
書

状

に
つ
づ
け
て
、
同
日
付
の
次
の
書
状
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
御
逐
啓
之
趣
謹
而
奉
承
知
候
、
大
明
律
諺
解
二
付
、
榊
原
順
徳
書
付
被
返
下
、

　
　

則
授
受
仕
候
、
諺
解
之
義
先
達
而
申
上
候
通
り
二
御
座
候
、
其
内
才
覚
可
成
義
、

　
　

出
来
仕
候
ハ
・
追
而
様
子
可
申
上
候
、
右
之
趣
是
又
可
然
様
御
執
成
可
被
仰
上

　
　

候
、
以
上

　
　
　
　

十
二
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
平
三
郎

　
　
　

岡
嶋
忠
四
郎
殿

右
の
書
状
に
み
え
る
「
大
明
律
諺
解
」
と
は
、
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
に
、
紀
州

藩
主
徳
川
吉
宗
が
、
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
に
一
応
の
完
成
を
み
て
い
た
榊
原
篁

洲
の
「
大
明
律
例
諺
解
」
に
つ
い
て
、
同
藩
の
高
瀬
学
山
に
そ
の
参
訂
を
命
じ
、
翌

年
十
一
月
に
完
成
を
み
た
書
物
で
、
榊
原
篁
洲
の
子
順
徳
や
鳥
井
春
沢
が
こ
の
参
訂

　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

作
業
に
加
わ
っ
て
い
た
。
な
お
、
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録
巻
十
』
に
、
「
御
壮
年
の

後
紀
邸
に
を
い
て
（
略
）
明
律
な
ど
を
も
、
常
に
好
て
よ
ま
せ
給
へ
り
」
と
あ
る
よ

　
（
4
2
）

う
に
、
吉
宗
は
紀
州
藩
主
時
代
か
ら
「
明
律
」
に
関
心
が
深
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

の

で
あ
る
。

　
右
の

よ
う
に
、
紀
州
藩
で
は
、
後
に
荻
生
祖
裸
な
ど
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
明
律

研
究
に
先
が
け
て
、
早
く
か
ら
明
律
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

次
に
、
明
律
研
究
が
紀
州
藩
で
早
く
か
ら
進
め
ら
れ
た
事
情
を
み
て
お
こ
う
。

　
藤
原
慢
窩
の
高
弟
で
、
紀
州
藩
初
代
徳
川
頼
宣
に
仕
え
た
那
波
活
所
は
、
「
令
義

解
」
、
「
詔
書
式
義
解
」
、
「
類
聚
三
代
格
」
と
い
っ
た
日
本
の
法
律
書
だ
け
で
な
く
、

「
唐
書
刑
法
志
」
な
ど
中
国
法
の
研
究
に
も
造
詣
が
深
く
、
「
律
令
格
式
」
を
重
視
す

　
　
　
　
　
（
4
3
）

る
儒
者
で
あ
っ
た
。
活
所
は
、
自
身
の
読
書
ノ
ー
ト
で
あ
る
「
活
所
備
忘
録
」
の
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

永
八

（
一
六

三
一
）
年
五
月
の
条
に
、
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
。

　
　

養
老
二
年
、
右
大
臣
不
比
等
奉
勅
撰
律
十
巻
令
十
巻
、
律
書
既
滅
不
伝
、
可
惜
、

　
　

令
書
在
金
沢
文
庫
而
出
、
今
見
在
　
御
府
云
ホ
、
俄
其
模
本
丁
　
鷹
司
閣
下
、

　
　

得
一
覧
、
幸
哉
、
称
ス
令
集
解
『
、
巻
秩
甚
多
、
引
用
義
解
者
不
少
、
集
解
不
誌

　
　

何
人
之
撰
也
、

す
な
わ
ち
、
「
令
集
解
」
の
写
本
を
鷹
司
教
平
か
ら
借
覧
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
を
読
み
進
め
た
う
え
で
、
同
年
七
月
の
条
に
、
「
服
紀
条
、
凡
服
紀
者
、

為
二
君
父
母
及
夫
一
本
主
一
年
（
略
）
七
歳
以
下
名
為
二
元
服
膓
一
也
」
と
書
き
留
め

　
　
（
4
5
）

て

い

る
。
「
七
歳
以
下
名
為
二
元
服
瘍
一
」
の
条
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

紀
州
藩
で
は
、
早
い
段
階
か
ら
律
令
に
深
い
関
心
を
寄
せ
る
儒
者
が
い
た
こ
と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
紀
州
藩
で
は
、
二
代
藩
主
光
貞
が
、
「
律
書
ヲ
好
ミ
、
儒
臣
二
命
ジ
テ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

明
律
ヲ
訳
セ
シ
ム
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
明
律
ヲ
訳
」
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ

か

る
。
右
の
訳
書
と
は
、
先
述
し
た
榊
原
篁
洲
の
「
大
明
律
例
諺
解
」
の
こ
と
で
あ

る
。
光
貞
の
時
期
に
は
、
篁
洲
を
中
心
に
、
文
禄
の
役
で
捕
虜
と
な
り
、
そ
の
後
紀

州
藩
に
仕
え
た
儒
者
李
真
栄
の
孫
に
あ
た
る
李
一
陽
と
、
一
陽
に
律
学
の
指
南
を
受

け
た
鳥
井
春
沢
の
二
人
、
あ
わ
せ
て
三
人
の
明
律
学
者
が
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

（4
7
）

る
。
紀
州
藩
で
は
、
右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
早
い
段
階
か
ら
明
律
へ
の
関
心
が
強

か

っ

た

の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
那
波
活
所
は
、
藤
原
慢
窩
の
高
弟
で
、
そ
の
子
木
庵
も

ひ

き
つ
づ
き
紀
州
藩
に
仕
え
て
お
り
、
他
方
、
木
下
順
庵
が
埋
窩
の
高
弟
松
永
尺
五

の

門
弟
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
者
の
関
係
は
深
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら

く
そ
う
し
た
事
情
か
ら
、
順
庵
は
紀
州
藩
の
明
律
研
究
の
様
子
を
熟
知
し
、
「
大
明

律
」
を
提
供
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
順
庵
が
、
「
名
例
律
」
を
所
持
し
、
紀
州
藩
の
明
律
研
究
に
関
与
し
て
い
た
こ
と

を
考
慮
す
れ
ば
、
順
庵
が
武
家
服
忌
令
の
制
定
に
あ
た
っ
て
、
そ
う
し
て
得
た
知
識

を
活
用
し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
は
、
紀
州
藩
主
時
代
か
ら
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明
律
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
将
軍
と
な
っ
た
吉
宗
の
治
政
下
で
、
明
律
研

究
が
幕
府
で
も
荻
生
狙
裸
ら
を
中
心
に
し
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。

　
祖
棟
は
そ
の
著
「
明
律
国
字
解
」
で
、

　
　
九

十
以
上
、
七
歳
以
下
、
錐
有
死
罪
、
不
加
刑
と
云
注
に
、
犯
反
逆
者
、
不
用

　
　
此
律
、
と
云
へ
る
は
、
七
歳
以
下
は
智
も
力
も
な
き
ゆ
へ
反
逆
の
罪
も
か
か
ら

　
　
ぬ
な
り
、
九
十
以
上
は
力
な
け
れ
ど
も
智
は
い
ま
だ
あ
る
べ
け
れ
ば
反
逆
の
罪

　
　
ば
か
り
か
か
る
、

　
　
　
　
（
4
8
）

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幼
児
は
、
計
画
力
も
実
行
力
も
な
い
者
と
理
解
さ
れ
て

い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
「
七
歳
未
満
小
児
、
自
他
共
に
無
服
」
と
い
う
武
家
服
忌
令

の
規
定

は
、
幼
児
は
犯
罪
に
お
い
て
計
画
力
も
実
行
力
も
な
い
存
在
だ
、
と
い
う
幼

児
観
と
対
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
次
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
武
家
を
対
象
に
し
た
近
世
の
服
忌

令

が
、
庶
民
の
間
に
定
着
、
浸
透
し
て
い
っ
た
事
情
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
中
世
末

か

ら
近
世
に
か
け
て
の
社
会
構
造
上
の
変
化
の
な
か
で
、
幼
児
へ
の
ま
な
ざ
し
が
ど

の

よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

②
服
忌
令
の
浸
透
と
幼
児
保
護
観
念
の
成
立

1
　
服
忌
令
と
庶
民

　
幕
府
は
、
貞
享
元
年
の
服
忌
令
を
公
布
し
た
際
、
江
戸
へ
の
町
触
で
そ
の
全
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

示

し
た
う
え
で
、
末
尾
で
次
の
よ
う
に
指
示
し
た
。

　
　
右
之
通
、
服
忌
令
之
日
数
被
仰
出
候
間
、
町
々
二
而
写
取
、
家
持
ハ
不
及
申
、

　
　
借
屋
店
か
り
地
か
り
等
迄
触
聞
せ
、
此
趣
急
度
相
守
可
申
候
、

服
忌
令
の
趣
旨
を
江
戸
の
「
家
持
」
や
「
借
屋
店
か
り
地
か
り
等
迄
」
周
知
徹
底
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

せ

よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
貞
享
三
年
の
改
定
時
に
も
、

　
　
去
々
年
御
触
被
成
候
服
忌
令
、
有
増
二
有
之
二
付
、
此
度
御
改
被
成
候
間
、
前

　
　
廉
之
服
忌
令
不
用
、
此
度
之
服
忌
令
向
後
可
用
由
被
仰
出
候
間
、
其
町
々
二
而

　
　
写
取
、
家
持
ハ
不
及
申
、
借
屋
店
か
り
地
か
り
等
迄
、
此
旨
急
度
相
守
可
申
候
、

と
、
改
正
後
の
服
忌
令
を
江
戸
の
町
に
触
れ
出
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
貞
享
五
年
、

元
禄
四

年
に
服
忌
令
追
加
が
出
さ
れ
た
際
に
も
、
同
様
の
触
が
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

元
禄
六

（
一
六
九

三
）
年
の
改
正
時
に
は
、

　
　
右
之

通
、
服
忌
令
今
度
被
仰
出
候
、
只
今
迄
之
服
忌
令
差
置
、
此
趣
用
可
申
旨

　
　
被
仰
付
候
間
、
其
町
々
二
而
写
取
、
家
持
ハ
不
及
申
、
借
屋
店
か
り
裏
々
迄
為

　
　
申
聞
、
此
服
忌
令
之
趣
急
度
相
守
可
申
候
、
少
も
違
背
有
間
敷
候
、

と
、
「
借
屋
店
か
り
裏
々
迄
」
、
つ
ま
り
江
戸
町
中
の
す
べ
て
の
者
に
「
申
聞
」
か
せ
、

「違
背
」
し
な
い
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
貞
享
元
年
の
服
忌
令
が
公
布
さ
れ
る
と
、
民
間
で
す
ぐ
さ
ま
出
版
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

れ

た
。
同
年
四
月
の
町
触
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
覚

　
　
町
中
板
木
屋
共
、
御
公
儀
之
義
ハ
不
及
申
、
珍
敷
事
致
板
行
候
ハ
・
両
御
番
所

　
　
江
申
上
、
御
差
図
次
第
可
仕
旨
、
此
以
前
も
御
触
有
之
、
板
木
屋
と
も
証
文
致

　
　
置
候
所
、
此
度
服
忌
令
之
御
触
、
御
差
図
を
も
不
請
致
開
板
、
其
上
加
筆
仕
候

　
　
段
、
重
々
不
届
二
付
、
御
穿
整
之
上
、
開
板
当
人
籠
舎
二
被
仰
付
候
間
、
向
後

　
　
右
之
旨
弥
相
心
得
、
御
公
儀
之
義
は
不
及
申
、
諸
人
可
致
迷
惑
儀
、
其
外
可
相

　
　
障
儀
、
開
板
一
切
無
用
二
可
仕
候
、

右
の
触
で
「
籠
舎
」
と
あ
る
の
は
、
「
御
仕
置
裁
許
帳
」
貞
享
元
年
三
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

の

記
事
に
み
え
る
次
の
事
件
を
さ
す
。
す
な
わ
ち
、
「
今
度
被
仰
出
候
服
忌
令
を
板

行
仕
」
り
、
「
其
上
井
釈
迄
仕
、
芳
不
届
」
と
し
て
籠
舎
と
な
っ
た
「
惣
兵
衛
」
、
「
甚

兵
衛
」
一
件
で
あ
る
。
貞
享
元
年
の
服
忌
令
は
、
右
の
事
件
の
た
め
か
現
在
版
本
と

し
て
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　

し
か
し
、
元
禄
七
年
二
月
十
一
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
町
触
が
出
さ
れ
た
。

　
　
今
度
服
忌
令
板
行
之
儀
、
通
塩
町
七
兵
衛
、
大
伝
馬
町
弐
町
目
甚
右
衛
門
、
通
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（
ト
補
）

　
　

油
町
三
右
衛
門
、
通
旅
籠
町
長
兵
衛
、
喜
右
衛
門
、
七
左
衛
門
、
三
左
衛
門
、

　
　
　
　
　
　
　
八
（
ト
）
…
°

　
　
九

左
衛
門
、
此
七
人
之
者
二
御
赦
免
被
仰
付
候
、
向
後
右
之
者
共
よ
り
外
、
脇
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
セ
補
）

　
　
二
而
服
忌
令
板
行
仕
間
敷
旨
被
仰
付
候
間
、
此
旨
町
中
家
持
は
不
及
申
、
借
屋

　
　
店
か
り
裏
々
之
者
迄
為
申
聞
、
板
行
不
仕
候
様
可
申
付
候
、

今
後
は
通
塩
町
七
兵
衛
他
七
名
に
限
っ
て
、
服
忌
令
の
板
行
を
「
赦
免
」
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
元
禄
六
年
、

同
八
年
、
元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
、
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
の
そ
れ
ぞ
れ
の
刊

記
を
も
つ
版
本
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
例
え
ば
元
文
元
年
に
は
、
「
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

文
元
辰
改
正
服
忌
令
」
の
表
題
を
も
つ
一
枚
刷
が
板
行
さ
れ
、
そ
こ
に
は
「
七
歳
未

満
之
小
児
無
服
忌
」
の
文
言
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
、
武
家
服
忌
令
は

町

触
と
し
て
江
戸
に
触
れ
出
さ
れ
、
ま
た
出
版
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
で
、
庶

民
の

間
に
も
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
様
子
を
も
う
少
し
追
っ
て
み
よ

・つ
。

　
い

わ
ゆ
る
『
大
雑
書
』
は
、
暦
占
書
の
一
種
だ
が
、
十
七
世
紀
前
半
か
ら
刊
行
さ

れ
始

め
、
日
用
百
科
全
書
的
要
素
を
次
々
と
取
り
込
み
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

の

大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
書
物
群
で
あ
る
。
こ
の
『
大
雑
書
』
の
う
ち
、
元
禄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

四

（
一
六

九
一
）
年
に
田
中
庄
兵
衛
が
出
版
し
た
「
新
撰
宝
暦
大
雑
書
」
の
中
の

「
御
改
正

の

服
忌
令
」
の
項
に
、
「
七
歳
に
未
満
小
児
　
遠
慮
三
日
服
な
し
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

る
。
ま
た
、
元
禄
十
一
年
に
秋
田
屋
徳
右
衛
門
が
出
版
し
た
「
万
年
大
雑
書
」
は
、

寛
永
年
間
か
ら
「
万
年
暦
大
雑
書
」
と
か
「
大
雑
書
」
の
表
題
で
く
り
返
し
出
版
さ

れ

た
系
統
の
も
の
で
、
元
禄
十
一
年
以
前
の
出
版
物
に
は
服
忌
令
が
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
が
、
こ
の
年
か
ら
「
七
才
ま
て
ハ
、
わ
ら
ん
ベ
ハ
、
お
や
に
も
子
に
も
ふ

く
ハ
な
し
」
と
、
武
家
服
忌
令
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
他
、
節
用
集

の

類
で

は
、
元
禄
十
年
に
中
川
五
郎
兵
衛
ら
が
出
版
し
た
「
頭
書
増
字
節
用
集
大

（5
9
）

成
」
に
、
「
七
歳
未
満
の
外
、
小
児
は
服
な
し
」
と
あ
っ
て
、
元
禄
六
年
の
服
忌
令

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
、
武
家
服
忌
令
は
、
元
禄
に
入
る
と
、
『
大
雑

書
』
や
節
用
集
の
類
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
の
後
も
掲
載
さ
れ
つ
づ
け
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　

ま
た
文
芸
書
で
は
、
一
条
兼
良
が
「
源
語
秘
訣
」
で
、
幼
児
は
自
他
と
も
に
服
忌

な
し
、
と
主
張
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
兼
良
の
こ
の
説
は
、
兼
良
自
身
の

　
　
　
　
　
（
6
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

「源
氏
物
語
秘
決
」
や
刊
本
の
「
口
伝
抄
」
で
よ
り
平
易
に
解
説
さ
れ
流
布
し
て
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

た
。
す
な
わ
ち
、
近
世
に
な
る
と
、
北
村
季
吟
の
「
源
氏
物
語
湖
月
抄
」
で
兼
良
説

が
採
用
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
源
氏
物
語
が
近
世
を
通
じ
て
国
民
文
学
と
し
て
定
着

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

し
て
い
く
な
か
で
、
幼
児
は
服
忌
の
対
象
外
と
い
う
考
え
が
一
般
社
会
に
根
づ
い
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
教
訓
書
で
も
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
に
出
版
さ
れ
た
「
女
式
目
鏡
草
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　

己
と
親
と
子
を
三
親
と
し
、
親
の
兄
弟
己
が
兄
弟
子
の
兄
弟
、
こ
の
三
段
に
出

　
　
た
る
族
を
三
族
と
し
、
己
よ
り
上
に
父
祖
父
曽
祖
父
高
祖
父
、
下
に
子
孫
曽
孫

　
　
玄

孫
、
上
に
四
段
下
四
段
己
共
に
九
段
あ
り
、
こ
れ
よ
り
出
た
る
族
を
九
族
と

　
　
い

ふ
、
近
き
を
親
類
と
し
遠
き
を
遠
類
と
す
、
親
類
は
互
に
生
る
間
ハ
相
談

　
　
し
死
し
て
ハ
忌
服
を
受
、
父
母
の
兄
弟
姉
妹
ハ
伯
叔
父
母
そ
の
子
は
従
弟
己
が

　
　
兄
弟
姉
妹
其
子
ハ
甥
姪
ミ
な
互
に
親
類
と
す
、
伯
叔
父
母
の
父
母
ハ
大
伯
叔
従

　
　
う
弟
の
子
ハ
従
弟
違
ひ
そ
の
子
は
又
従
弟
甥
姪
の
子
ハ
又
甥
又
姪
、
こ
の
分
互

　
　

に
遠
類
に
て
忌
服
な
し
、
我
父
も
し
母
を
離
別
し
て
も
母
の
忌
服
を
請
、
母

　
　
他
へ
再
縁
せ
ハ
忌
服
な
し
、
家
の
娘
へ
智
を
取
父
と
な
り
し
も
比
心
也
、
又

　
　
親

ミ
あ
れ
ど
も
血
脈
な
き
を
縁
者
と
す
、
娘
を
縁
付
婿
と
な
れ
ハ
子
同
前
な
が

　
　
ら
血
脈
な
し
、
増
ハ
妻
の
両
親
を
舅
姑
と
て
父
母
の
如
く
す
れ
ど
も
肉
縁
な
け

　
　
れ
ば

縁
者

な
り
、
農
商
の
差
別
知
ら
ぬ
ハ
妻
の
里
方
に
死
喪
あ
り
て
も
親
類

　
　
の
忌

中
と
い
ふ
類
ひ
ま
き
れ
あ
り
、
婦
女
た
り
と
も
親
類
遠
類
縁
者
三
族
九

　
　
族
の

訳
は
、
心
に
か
け
て
覚
居
る
べ
し
、

右
の

よ
う
に
、
「
農
商
」
の
「
妻
」
で
あ
っ
て
も
、
「
忌
服
」
の
範
囲
を
ま
ち
が
え
な

い

よ
う
に
す
る
た
め
、
「
親
類
遠
類
縁
者
三
族
九
族
」
の
相
違
に
つ
い
て
、
し
っ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

り
と
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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右
の

よ
う
な
「
忌
服
」
に
関
係
し
た
知
識
は
、
神
社
に
参
詣
に
行
く
人
々
に
と
っ

て

当
然
必
要
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
北
野
天
満
宮
の
「
宮
仕
記
録
」
正
徳
元
（
一
七
一
こ

年
六
月
五
日
の
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
仕
が
「
主
典
と

町
人

対
談
之
様
子
」
を
み
と
が
め
、
町
人
が
帰
っ
た
あ
と
、
「
今
日
主
典
呼
よ
せ
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　

尋
之

処
、
主
典
云
、
物
忌
之
事
ヲ
被
尋
候
故
、
と
く
と
承
候
而
兎
角
気
か
・
り
候
ハ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
舗
）

社
参
も
御
無
用
二
候
と
申
候
」
と
あ
る
。
「
町
人
」
が
社
参
な
ど
で
「
物
忌
」
を
気

に

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
近
世
中
期
以
降
、
庶
民
の
寺
社
参
詣
が
盛
行
し
て
く

る
と
、
「
忌
服
」
の
知
識
が
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
武
家
服
忌
令
が
民
衆
の
世
界
に
広
く
浸
透
し

て

い

っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
民
衆
が
現
実
に
服
忌
令
に

従
っ
て
行
動
し
て
い
た
事
例
を
示
し
て
お
く
。

　
城
下

町
和
歌
山
の
町
大
年
寄
沼
野
六
兵
衛
の
妻
峯
が
遺
し
た
日
記
「
日
知
録
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

寛
政
三

（
一
七

九
一
）
年
十
月
八
日
の
記
事
に
、
「
旦
那
御
姉
様
京
都
二
而
御
病
死
被

成
候
よ
し
申
来
」
る
と
あ
り
、
次
の
日
か
ら
六
兵
衛
の
出
勤
記
事
を
欠
き
、
よ
う
や

く
十
六
日
の
記
事
に
、
「
旦
那
今
日
よ
り
御
出
勤
、
月
代
被
成
候
、
し
か
し
や
は
り

　
（
精
進
）

御
し
よ
う
じ
ん
」
と
あ
る
。
「
御
姉
様
」
が
六
兵
衛
の
実
姉
な
の
か
、
異
父
姉
な
の

か
不

明
な
の
で
や
や
具
体
性
を
欠
く
が
、
「
月
代
」
を
し
て
の
出
勤
は
服
忌
後
を
象

徴
し
て
い
る
の
で
、
服
忌
令
に
従
っ
た
欠
勤
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
日
知
録
」
の
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
十
月
十
四
日
に
、
峯
の
子
六
兵

衛
の
妻
品
が
無
事
出
産
し
た
記
事
を
記
し
た
あ
と
、
同
月
二
十
一
日
の
記
事
に
、
「
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

丘
ハ
衛
今
日
出
勤
い
た
ス
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
夫
七
日
の
産
稜
で
欠
勤
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

次

に
武
州
橘
樹
郡
生
麦
村
で
名
主
を
勤
め
て
い
た
関
口
藤
右
衛
門
の
「
関
口
日

　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

記
」
を
取
り
上
げ
る
。
同
日
記
の
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
十
一
月
二
十
九
日
条
に
、

藤
右
衛
門
の
妻
お
い
ゑ
の
「
老
父
」
が
死
去
し
た
記
事
が
み
え
、
翌
十
二
月
朔
日
に

「葬
送
」
を
終
え
た
後
、
同
月
六
日
の
記
事
に
、

　
　
今

日
藤
右
衛
門
出
府
致
シ
、
お
滋
相
勤
候
諏
訪
様
御
屋
敷
江
祖
父
死
去
之
趣
為

　
　
相
知
候
所
、
廿
日
迄
遠
慮
致
候
様
被
仰
渡
、
宿
へ
下
り
候
間
、
迎
二
参
、
今
日

　
　
連
帰
り
、
十
六
日
迄
差
置
候
積
り
二
御
座
候
、

と
あ
る
。
お
滋
は
藤
右
衛
門
の
娘
で
あ
る
。
服
忌
令
に
よ
れ
ば
、
母
方
の
祖
父
の
死

は
、
お
滋
に
と
っ
て
忌
二
十
日
に
相
当
す
る
の
で
、
「
廿
日
迄
遠
慮
」
と
な
っ
た
の

で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
藤
右
衛
門
は
、
服
忌
令
の
確
か
な
知
識
を
も
っ
て
い
た
た
め
、

「老
父
」
の
死
去
後
、
武
家
奉
公
し
て
い
る
お
滋
の
こ
と
を
考
え
、
「
諏
訪
様
御
屋
敷
」

へ
そ
の
旨
連
絡
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
武
家
に
関
わ
る
人
々
は
、
直
接
自
身
に
関
わ

ら
な
く
と
も
、
服
忌
令
の
知
識
を
も
っ
て
い
る
必
要
性
が
高
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ

て

い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
民
衆
が
服
忌
令
の
知
識
を
も
ち
、
現
実
に
も
そ
れ
に
従
っ
て
生
活
し

て

い

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
で
は
「
七
歳
未
満
小
児
、
自
他
共
に
無
服
」
と

い

う
一
条
は
、
現
実
に
機
能
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
を
次
に
検
討
す

る
。　

宝

暦
二
（
］
七
五
二
）
年
八
月
の
日
付
を
も
つ
、
武
蔵
国
葛
飾
郡
下
野
村
の
村
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

に
、
次
の
よ
う
な
一
条
が
あ
る
。

　
　
不
幸
の
節
は
、
入
目
懸
り
申
さ
す
候
や
う
に
、
両
隣
組
合
よ
り
世
話
致
し
遣
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
べ
く
候
や
う
に
致
す
べ
し
、
七
才
未
満
は
忌
服
も
こ
れ
な
く
候
間
、
組
合
計
に

　
　
て

葬
式
致
す
べ
く
候
、
外
組
は
不
幸
申
入
候
は
“
早
速
帰
り
申
べ
く
候
、

「
七

才
未
満
は
忌
服
も
こ
れ
な
く
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
下
野
村
で
は
武
家
服
忌

令
を
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
村
法
の
一
節
に
こ
の
文
言
を
加
え
た
こ
と

が
わ

か

る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
別
の
一
条
に
、

　
　
瓜
茄
子
成
り
菓
物
の
類
、
楡
み
取
申
候
ハ
“
、
七
才
は
五
百
文
、
十
五
才
以
上

　
　

ハ
五
貫
文
、
組
合
よ
り
ハ
一
貫
文
ツ
・
過
料
取
り
申
べ
き
事
、

と
あ
る
。
農
作
物
の
盗
み
に
関
す
る
規
定
で
、
「
七
才
は
五
百
文
」
と
あ
る
。
こ
の

部
分
の
解
釈
は
難
し
い
が
、
「
七
才
は
五
百
文
、
十
五
才
以
上
ハ
五
貫
文
」
と
あ
る
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こ
と
か
ら
、
七
歳
以
上
十
四
歳
以
下
は
「
五
百
文
」
の
「
過
料
」
の
意
と
解
釈
し
た

い
。
「
七
歳
未
満
は
忌
服
も
こ
れ
な
く
候
」
の
文
言
を
ふ
ま
え
て
解
釈
す
れ
ば
、
実

態
は
七
歳
以
下
で
あ
る
の
に
、
武
家
服
忌
令
に
み
え
る
「
七
歳
未
満
」
の
文
言
を
字

義
通
り
理
解
し
た
た
め
に
生
じ
た
誤
解
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
誤
解
は
み
ら

れ

る
も
の
の
、
右
の
規
定
は
、
す
で
に
み
た
七
歳
以
下
は
絶
対
責
任
無
能
力
者
と
い

う
観
念
が
背
景
に
あ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
村
法
は
奥
書
に
、

　
　

右
は
村
方
治
り
兼
候
二
付
、
穏
に
相
成
候
様
に
相
願
候
処
、
貴
寺
様
御
認
め
下

　
　

さ
れ
、
村
中
惣
百
姓
水
呑
等
迄
悉
く
拝
見
仕
、
印
形
を
以
て
相
固
め
候
上
は
、

　
　
少
し
も
違
乱
申
間
敷
候
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
貴
寺
様
」
と
は
、
村
法
の
宛
名
に
み
え
る
「
端
光
寺
」
を
さ

す
こ
と
か
ら
、
右
の
村
法
が
下
野
村
の
知
識
人
で
あ
る
僧
侶
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
右
の
服
忌
令
の
知
識
や
幼
児
観
は
、
僧
侶
の
教
養
を

下
地

に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
の
奥
書
に
「
村
中
惣

百
姓
水
呑
等
迄
悉
く
拝
見
仕
、
印
形
を
以
て
相
固
め
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
僧
侶

の
右
の

教
養
が
村
民
全
体
に
共
有
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
幼
児

は
「
自
他
共
に
」
無
服
で
、
か
つ
絶
対
責
任
無
能
力
者
だ
と
い
う
観
念
が
、
下
野
村

で

は
生
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
北
野
天
満
宮
の
「
宮
仕
記
録
」
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
八
月
二
十
三
日

の
条
に
、

　
　
　
　
伜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
て

　
　
能
通
○
恒
寿
丸
七
才
難
為
未
満
、
両
親
之
微
ハ
可
有
と
の
事
放
五
十
日
被
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
膓
）

　
　
稜
、
然
所
七
才
ま
て
ハ
無
服
ノ
姓
と
て
、
能
知
坊
・
能
泰
な
と
ハ
、
不
苦
無
服

　
　
と
て
、
恒
寿
丸
よ
せ
ら
る
・
也
、
依
之
難
決
定
、
松
梅
院
へ
内
談
に
て
其
上
可

　
　
有
決
定
と
の
事
也
、

　
　
（
7
1
）

と
あ
る
。
能
通
が
同
月
十
六
日
に
五
十
六
歳
で
死
去
し
た
後
、
「
伜
恒
寿
丸
」
が
七

歳
以
下
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
両
親
之
稜
ハ
可
有
」
と
、
最
初
は
「
五
十

日
」
の
稜
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
能
知
坊
・
能
泰
な
ど
」
は
、
「
七
才
ま
て
ハ
無
服
」

と
主
張
し
、
「
不
苦
無
服
と
て
、
恒
寿
丸
」
を
側
に
「
よ
せ
」
た
た
め
、
紛
争
に
な
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
二
十
六
日
の
記
事
に
、

　
　

能
通
死
去
二
付
孫
恒
千
代
七
歳
也
、
家
督
相
続
之
旨
也
、
就
夫
忌
服
之
沙
汰
有

　
　
　
　
゜
　
・
　
命
　
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蕩
）

　
　

也
、
一
薦
二
繭
始
テ
七
歳
未
満
ハ
難
無
服
傷
然
共
両
親
之
忌
服
ハ
従
昔
有
之

　
　

由
也
、
然
所
中
年
よ
り
至
若
輩
其
沙
汰
不
聞
之
由
二
而
余
儀
区
也
、
依
之
松
梅

　
　
院
へ
相
談
之
処
、
松
梅
院
モ
不
考
之
由
二
而
考
旧
記
書
付
来
ル
、

　
　
（
7
2
）

と
あ
る
。
コ
藺
二
繭
」
の
年
寄
衆
が
「
両
親
之
忌
服
ハ
従
昔
有
之
」
と
主
張
し
た

の
に

対
し
て
、
「
中
年
よ
り
至
若
輩
」
る
宮
仕
は
、
「
其
沙
汰
不
聞
」
と
主
張
し
、
両

者
結
着
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
神
事
奉
行
の
松
梅
院
に
相
談
し
、
「
旧
記
」
を
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
其
趣
二
云
親
子
禅
（
下
）
不

　
　

文
明
三
十
一
月
、
禅
椿
○
親
、
七
歳
以
上
ノ
人
ハ
父
母
以
下
ノ
服
○
不
着
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
假
）

　
　
此
奥
二
書
来
ル
趣
、
一
、
生
年
七
歳
ま
て
ハ
親
其
外
親
類
死
テ
モ
暇
服
力
・
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
假
）

　
　

ス
、
八
歳
の
正
月
一
日
よ
り
如
常
暇
服
ヲ
受
也
、
仮
令
七
歳
ノ
十
二
月
晦
日

　
　
　
　
　
　
　
　
（
假
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
才

　
　
親
族
死
去
二
而
も
暇
服
ヲ
受
サ
ル
間
、
八
月
ノ
正
月
ニ
モ
是
ヲ
不
受
、
但
七
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　

ヨ
リ
内
二
親
族
他
国
二
而
死
シ
八
才
二
至
テ
彼
死
ヲ
告
来
リ
テ
是
ヲ
シ
ラ
バ
如
常

　
　
（
假
）
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
暇
力
・
ル
也
、
是
道
趣
松
梅
院
よ
り
書
来
ル
、

　
　
右
之
通
也
、
其
外
堂
上
方
相
尋
候
処
、
賀
茂
伊
勢
二
不
忌
、
併
難
七
歳
未
満
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
假
）

　
　
地

ノ
内
二
胎
シ
タ
ル
身
、
両
親
ノ
暇
服
不
受
也
子
細
不
分
明
な
と
・
口
々
多
ク

　
　
論

也
、
さ
れ
と
も
法
ハ
理
外
故
松
梅
院
記
録
ニ
モ
有
之
候
と
て
、
右
之
通
被
相

　
　
守
故
、
衆
中
ニ
モ
自
今
以
後
七
歳
未
満
ハ
両
親
ノ
忌
服
モ
無
之
定
也
、
就
夫
最

　
　
前
能
通
家
へ
内
意
有
之
所
、
此
度
又
内
意
二
而
忌
服
無
之
旨
申
入
ル
也
、

松
梅
院
の
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年
十
一
月
の
事
例
や
、
「
堂
上
方
」
へ
の
問
い
合

わ
せ
を
行
な
い
、
結
局
は
、
「
法
ハ
理
外
」
、
つ
ま
り
、
孝
の
立
場
か
ら
い
え
ば
道
理

に
そ
ぐ
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
「
忌
服
」
な
し
が
先
例
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
先
例
に

従

わ
ざ
る
え
な
い
と
し
て
、
「
自
今
以
後
七
歳
未
満
ハ
両
親
ノ
忌
服
モ
無
之
定
」
と

　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
一
件
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
仕
の
な
か
で
、
年
寄
衆
と
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中
年
以
下
の
衆
と
の
間
に
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
中
年
以

下
の
宮
仕
は
、
「
無
服
」
で
稜
が
な
い
の
だ
か
ら
、
「
恒
寿
丸
」
を
側
に
「
よ
せ
」
て

も
か
ま
わ
な
い
と
主
張
し
、
「
無
服
」
を
理
由
に
疎
外
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
逆
に
、
「
無
服
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
種
の
特
権
で
で
も
あ
る
か
の
ご
と

き
様
相
を
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
幼
児
が
古
代
社
会
で
神
事
な
ど
の
儀
礼
か
ら
疎
外
さ
れ

た
の
は
、
当
時
の
社
会
で
は
、
神
事
な
ど
の
儀
礼
の
有
効
性
が
強
く
期
待
さ
れ
、
そ

の

円
滑
な
挙
行
が
大
人
社
会
の
安
定
的
維
持
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
世
か
ら
近
世
へ
と
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
、
神
事

な
ど
儀
礼
の
有
効
性
は
次
第
に
期
待
さ
れ
な
く
な
り
、
儀
礼
の
形
式
化
、
装
飾
化
、

権
威
化
が

目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
武
家
服
忌
令
は
、
武
士
社
会
に

煩
鎖
な
対
応
を
強
い
る
一
方
で
、
領
主
の
都
合
で
簡
単
に
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

か
っ

た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
で
は
、
神
事

な
ど
儀
礼
の
役
割
は
相
対
的
に
低
下
し
、
神
事
な
ど
の
挙
行
の
た
め
、
幼
児
を
疎
外

す
る
必
要
性
自
体
が
次
第
に
意
味
を
失
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
無
服
」

で

あ
る
こ
と
が
、
や
が
て
あ
る
種
の
特
権
的
な
も
の
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の

で

あ
る
。
右
の
よ
う
な
変
化
は
、
神
事
な
ど
の
儀
礼
に
対
す
る
意
識
の
変
化
だ
け

で

は
な
く
、
幼
児
に
対
す
る
社
会
意
識
の
変
化
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
問
題
は
次
節
で
後
述
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
京
の
町
役
人
と
し
て
町
奉
行
の
下
で
治
安
の
維
持
や
公
武
な
ど
の
儀

式
警
護
の
任
に
つ
い
て
い
た
雑
色
の
世
界
で
も
、
武
家
服
忌
令
が
当
然
の
こ
と
と
さ

れ
て

い

た
。
「
雑
色
小
島
氏
留
書
」
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
十
二
月
二
十
一
日

の
条
に
、

　
　

同
役
貞
之
進
孫
病
死
候
段
申
越
、
則
松
村
殿
東
へ
向
御
出
勤
有
之
、
談
合
一
同

　
　
評
議
有
之
候
処
、
纏
三
歳
之
小
児
与
申
、
殊
二
妾
腹
、
其
上
出
産
之
節
届
も
有

　
　
之
も
の
付
、
届
不
及
暫
頼
合
二
而
可
然
旨
決
談
付
、
其
段
申
遣
候
事
、

　
　
　
但
、
表
向
届
候
而
も
、
七
歳
未
満
二
候
ハ
・
父
三
日
遠
慮
二
而
宣
敷
候
、

　
　
（
万
）

と
あ
る
。
「
貞
之
進
孫
」
が
三
歳
で
病
死
し
た
際
に
、
忌
服
書
の
届
を
提
出
す
る
か

ど
う
か
で
「
談
合
」
し
、
必
要
な
い
と
結
論
づ
け
た
う
え
で
、
但
書
で
、
「
表
向
届
」

け
て
も
「
七
歳
未
満
」
は
「
父
三
日
遠
慮
」
で
す
む
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
服
忌
令

が

こ
う
し
た
末
端
役
人
に
ま
で
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
紀
州
藩
で
は
、
宗
門
人
別
改
帳
の
記
載
が
、
八
歳
以
後
と
な
っ
て
い
た

事
実

に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　
紀
州
藩
家
老
三
浦
氏
の
侍
読
兼
侍
医
で
あ
っ
た
、
石
橋
生
庵
の
日
記
「
家
乗
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
三
月
の
記
事
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
就
幾
利
支
丹
御
改
二
付
一
札
之
事

　
　
一
拙
者
井
父
母
妻
子
共
、
先
年
御
尋
之
節
両
通
之
誓
紙
致
寺
手
形
取
進
候
通
、

　
　
　
今
以
相
違
無
御
座
候
、
男
女
八
歳
以
上
有
之
候
ハ
・
、
尤
此
已
後
相
改
手
形

　
　
　
共
急
度
進
可
申
候
、

　
　
一
召
使
之
男
女
当
年
中
召
抱
候
ハ
・
、
念
を
入
両
通
之
誓
紙
い
た
さ
せ
寺
手
形

　
　
　
手
前
取
置
可
申
候
、

　
　
一
前
か
た
よ
り
召
使
之
男
女
有
之
候
ハ
・
、
宗
門
相
改
誓
紙
取
置
可
申
候
、

　
　
　
右
之
通
於
　
偽
申
者
　
日
本
国
中
大
小
之
神
砥
幾
利
支
丹
し
ゆ
う
め
ん
と
の

　
　
　
可
蒙
御
罰
者
也
、
伍
誓
紙
如
件
、

　
　
　
　

貞
享
三
年
寅
三
月
日

　
　
　
　
　
　
小
村
宅
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

石
原
六
兵
衛
殿

紀
州
藩
で
は
、
宗
門
改
が
「
男
女
八
歳
以
上
」
の
者
を
対
象
に
し
て
行
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
右
の
事
例
は
武
士
に
対
し
て
で
あ
る
が
、
庶
民
も
同
様
で
あ
っ

た
こ
と
は
次
の
記
事
か
ら
確
認
で
き
る
。
先
に
引
用
し
た
城
下
町
和
歌
山
の
大
年
寄

沼
野
峯
の
父
六
兵
衛
が
残
し
た
日
記
「
聚
星
堂
日
録
」
の
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年

　
　
　
　
　
　
（
7
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
°
　
°

三
月
八
日
の
記
事
に
、
「
ミ
ね
当
年
八
歳
二
相
成
候
二
付
、
丁
内
へ
人
数
調
二
書
出
シ
、

宗
門
は
ん
形
取
二
参
り
候
」
と
あ
り
、
同
月
十
二
日
の
記
事
に
は
、
「
吉
日
二
付
、
ミ

ね

入
学
い
た
さ
せ
候
」
と
み
え
る
。
六
兵
衛
が
、
八
歳
に
な
っ
た
峯
を
宗
門
人
別
改
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帳
に
登
載
し
て
も
ら
う
た
め
、
届
け
出
た
こ
と
、
お
よ
び
、
峯
が
寺
子
屋
に
八
歳
で

「
入

学
」
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
紀
州
藩
で
は
、
八
歳
以
上
の
男
女
を
宗
門
人
別
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

帳

に
記
載
す
る
方
式
が
幕
府
崩
壊
ま
で
続
い
て
お
り
、
七
歳
と
八
歳
が
明
確
な
境
界

年
齢
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
諸
藩
の
宗
門
改
は
、
十
七
世
紀
後
半
の
段
階
で
は
、
調
査
年
齢
が

区
々
で
あ
る
が
、
元
禄
年
間
以
降
は
ほ
ぼ
当
歳
か
ら
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
紀
州
藩
は
な
ぜ
八
歳
以
上
の
男
女
を
宗
門
帳
に
記
載
す

る
方
式
を
幕
末
ま
で
続
け
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
問
に
い
ま
明
解
な
答
は

出
せ
な
い
が
、
一
つ
の
推
測
と
し
て
、
紀
州
藩
で
は
早
く
か
ら
明
律
研
究
が
行
な
わ

れ
て

い

た
こ
と
と
の
関
連
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
七
歳
以
下
の
幼

児
は
絶
対
責
任
無
能
力
者
だ
と
い
う
認
識
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
と
推
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
次
の
熊
本
藩
の
事
例
が
参
考
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
即
）

　
熊
本
藩
で
は
、
「
類
族
御
改
所
」
が
年
未
詳
の
次
の
よ
う
な
触
状
を
出
し
て
い
る
。

　
　
切
支
丹
宗
門
之
儀
、
毎
年
如
申
入
候
無
惜
怠
可
被
有
御
改
候
、
尤
来
春
奉
公
人

　
　
出
替
之
時
分
、
新
参
は
不
及
申
居
続
井
譜
代
之
者
男
女
共
八
歳
以
上
、
日
本
南

　
　
蛮
之
誓
紙
書
物
、
旦
那
坊
主
之
裏
書
判
形
被
取
置
、
諸
事
被
入
御
念
可
被
相
改

　
　
候
、
将
又
年
々
従
五
月
九
月
迄
ハ
異
国
船
次
第
参
居
、
到
十
月
帰
帆
之
事
候
間
、

　
　
弥
可
被
入
御
念
候
、
自
然
不
審
成
者
於
有
之
ハ
即
刻
御
奉
行
所
え
可
被
申
上
候
、

　
　
従
前
々
如
被
仰
出
候
、
彼
宗
門
之
者
見
出
聞
出
於
訴
人
之
輩
は
御
褒
美
可
被
下

　
　
旨
候
条
、
面
々
召
仕
被
申
候
末
々
男
女
至
迄
堅
可
被
申
付
候
、
右
之
趣
毎
御
触

　
　
候
方
へ
も
可
被
相
触
候
、
尤
此
触
状
可
有
御
判
形
候
、
以
上
、

　
　
　
　
年
号
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類
族
御
改
所

右
の
触
状
は
武
家
奉
公
人
を
対
象
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
男
女
共
八
歳

以

上
」
に
つ
い
て
、
「
旦
那
坊
主
之
裏
書
判
形
」
の
あ
る
「
日
本
南
蛮
之
誓
紙
書
物
」

を
取
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
奉
公
人
の
下
限
年
齢
が
八
歳
か
ら
と
想
定
さ
れ

て

い

た
か
ら
で
、
七
歳
以
下
は
想
定
外
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

　
ま
た
、
宝
暦
年
間
と
推
定
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
法
令
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
一
男
女
縁
約
之
儀
二
付
御
奉
行
衆
よ
り
書
付
被
相
渡
候
、
以
来
右
御
書
付
之
趣

　
　
　

相
背
お
ゐ
て
ハ
、
本
人
ハ
不
及
申
荷
憺
仕
候
者
共
被
差
通
間
敷
候
、
此
旨

　
　
　

堅

相
守
可
申
候
、
常
々
親
々
よ
り
子
供
へ
右
御
書
付
之
趣
委
教
可
申
候
、

　
　
　

勿
論
、
村
庄
屋
・
頭
百
姓
共
ハ
心
を
付
、
男
女
不
儀
な
る
仕
形
無
之
様
可

　
　
　

仕
候
、
則
右
御
書
付
御
惣
庄
屋
へ
相
渡
候
間
写
取
可
申
候
、
猶
又
於
村
々

　
　
　
八
才
以
上
之
者
共
召
寄
、
御
惣
庄
屋
よ
り
可
申
渡
候
間
、
奉
承
知
趣
人
別

　
　
　
判
形
仕
差
出
可
申
事
、

　
　
　
　

申
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
郡
代

右
の
覚

は
「
男
女
縁
約
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
文
中
に
「
右
御
書
付
之

趣
」
と
あ
る
の
は
、
前
月
の
七
月
に
出
さ
れ
た
覚
で
、
「
男
女
縁
約
」
は
「
双
方
之

親
々
よ
り
媒
を
以
申
談
こ
て
相
極
候
儀
、
上
下
貴
賎
と
な
く
縁
約
之
作
法
」
と
し
た

う
え
で
、
「
相
対
二
夫
婦
之
約
束
い
た
し
候
儀
は
い
か
様
二
申
堅
置
候
と
も
密
通
」
と

し
、
「
右
密
通
を
実
之
縁
約
と
心
得
」
る
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
が
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

す
る
こ
と
を
示
し
、
そ
う
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
申
渡
し
た
も
の
を
さ
す
。
こ

こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
先
の
覚
に
「
於
村
々
入
才
以
上
之
者
共
召
寄
、
御
惣
庄
屋
よ

り
可
申
渡
候
」
と
あ
る
文
言
で
あ
る
。
「
入
才
以
上
之
者
」
に
対
し
て
、
「
御
惣
庄
屋

よ
り
可
申
渡
」
く
こ
と
で
、
「
八
才
以
上
之
者
」
に
「
男
女
縁
約
」
の
正
し
い
「
作
法
」

を
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
八
才
以
上
之

者
」
に
は
そ
う
し
た
「
智
」
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
七
歳
以
下
の
幼
児
が
近
世
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ

う
に
み
ら
れ
て
い
た
か
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
次
節
で
は
、
中

世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
社
会
構
造
の
大
き
な
変
質
、
と
く
に
庶
民
の
家
が
成
立

し
て
く
る
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
幼
児
へ
の
ま
な
ざ
し
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て

い
く
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

2
　
保
護
さ
れ
る
幼
児
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前
節
で
は
、
武
家
服
忌
令
が
庶
民
に
ま
で
浸
透
し
、
幼
児
が
特
別
な
存
在
と
し
て

社
会
的
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
節
で
は
、
幼
児

を
特
別
な
存
在
と
み
る
社
会
意
識
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を

中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。

　
さ
て
、
古
代
社
会
で
は
、
「
名
例
律
」
で
「
悪
逆
」
、
「
不
道
」
、
「
不
孝
」
が
「
八

虐
」
に
あ
た
る
大
罪
と
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
直
系
尊
属
や
長
上
な
ど
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

る
罪
は
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
賊
盗
律
」
で
は
、
「
尊
長
」
の
「
卑

幼
」
に
対
す
る
殺
人
は
、
た
と
え
「
故
殺
」
で
あ
っ
て
も
罪
「
四
等
」
が
「
減
」
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

ら
れ
る
な
ど
、
比
較
的
軽
微
な
罪
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
律
令
に
は
、
捨

子

に
関
す
る
罰
則
規
定
が
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
古
代

は
、
大
人
社
会
が
優
先
さ
れ
、
子
供
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
配
慮
さ
れ
な
い
社
会
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、
古
代
や
中
世
の
社
会
で
は
、
捨
子
が
あ
た
り

ま
え
の
日
常
的
出
来
事
で
、
捨
子
対
策
も
不
十
分
な
た
め
、
人
々
は
捨
子
を
み
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
捨
子
の
蔓
延
や
捨
子
対
策
の
不

備

は
、
庶
民
の
家
が
未
成
熟
で
継
続
性
を
も
た
ず
、
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
に
そ
の

根
因
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
社
会
で
は
当
然
幼
児
へ
の
関
心
は
低

く
、
ま
し
て
や
幼
児
死
亡
率
が
き
わ
め
て
高
か
っ
た
か
ら
、
幼
児
は
社
会
的
に
は
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

り
か
え
の
き
く
存
在
と
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
幼
児
に
対
す

る
こ
う
し
た
意
識
は
、
庶
民
の
家
が
成
立
し
て
い
く
過
程
で
次
第
に
大
き
く
変
化
し

て

い
く
の
で
あ
る
。

　

十
五
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
名
主
な
ど
有
力
農
民
の
間
で
は
、
固
有
の
家
名
や
家

産
・
家
業
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
父
系
直
系
で
代
々
継
承
さ
れ
て
い
く
家
の
形
成
が

　
（
8
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

進

み
、
同
時
に
、
子
供
の
葬
儀
も
始
ま
っ
て
く
る
。
そ
の
後
近
世
に
な
る
と
、
太
閤

検
地
や
兵
農
分
離
に
よ
っ
て
、
有
力
農
民
の
家
に
従
属
し
て
い
た
農
民
が
自
立
し
て

家
を
形
成
し
は
じ
め
、
十
七
世
紀
半
ば
に
は
、
美
婦
と
直
系
親
族
の
小
農
民
の
家
が

広
範
に
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
平
準
化
し
た
小
農
民
の
家
が
集
ま
っ
て
、
近
世
的
な

村
の
共
同
体
的
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
。
近
世
の
農
民
が
生
産
と
生
活
を
営
む
基
本
的

な
場
は
、
こ
う
し
た
家
と
村
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
右
の

よ
う
な
十
五
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
の
家
と
村
を
め
ぐ
る
新
し
い
変

化
の

な
か
で
、
子
供
に
対
す
る
意
識
が
次
第
に
変
化
し
て
い
く
。
す
で
に
十
六
世
紀

に

は
、
畿
内
周
辺
を
中
心
に
し
て
、
子
供
達
に
初
等
教
育
を
行
な
う
た
め
、
旅
僧
を

村
に
と
ど
め
る
と
い
っ
た
慣
行
が
成
立
す
る
が
、
十
七
世
紀
に
な
れ
ば
、
こ
う
し
た

慣
行
は
各
地
に
広
が
り
、
い
わ
ゆ
る
寺
子
屋
が
都
市
と
農
村
に
広
が
っ
て
い
く
の

　
　
（
8
9
）

で

あ
る
。
こ
う
し
て
子
供
が
家
や
村
の
な
か
で
強
く
意
識
さ
れ
て
く
る
と
、
や
が

て

「
子
宝
」
意
識
が
成
立
し
て
く
る
。
例
え
ば
、
正
保
二
（
一
六
四
五
）
年
刊
行
の

「毛
吹
草
」
に
は
、
「
子
た
か
ら
と
、
い
ふ
べ
き
竹
の
、
茂
り
哉
」
と
い
う
言
葉
が
み

　
（
9
0
）

ら
れ
、
十
七
世
紀
前
半
に
は
、
「
子
た
か
ら
」
と
い
う
表
現
が
成
立
し
て
い
た
こ
と

が

わ
か
る
。
さ
ら
に
十
八
世
紀
に
入
る
と
、
貝
原
益
軒
が
宝
永
七
（
一
七
〇
一
）
年

に
刊
行
し
た
「
和
俗
童
子
訓
し
で
、
「
お
よ
そ
人
の
お
や
と
な
る
者
ハ
、
わ
が
子
に

・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
…
　
　
　
　
　
（
9
1
）

ま
さ
る
た
か
ら
な
し
」
と
述
べ
、
ま
た
、
近
松
門
左
衛
門
が
脚
本
を
書
き
、
享
保
五

（
一
七

二

〇
）
年
に
初
演
さ
れ
た
浄
瑠
璃
「
井
筒
業
平
河
内
通
」
に
も
、
「
宝
は
身
の

　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

さ
し
合
は
せ
、
此
時
の
子
宝
娘
有
こ
そ
幸
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀
初
め
に
は
、

「
子
宝
」
と
い
う
表
現
が
広
く
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
野
節
子
は
、
十
七
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
「
聞
書
秘
伝
抄
」
（
慶

安
四
年
刊
）
や
「
ひ
そ
め
草
」
（
正
保
二
年
刊
）
か
ら
、
十
七
世
紀
末
の
元
禄
期
に

成
立
し
た
重
宝
記
類
、
お
よ
び
十
八
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
「
万
宝
鄙
事
記
」
（
貝

原
益
軒
著
、
宝
永
二
年
刊
）
や
＝
代
書
用
筆
林
宝
鑑
」
（
享
保
十
五
年
刊
）
と
い
っ

た
、
当
時
の
「
生
活
便
利
帳
」
な
い
し
は
「
生
活
情
報
」
書
に
あ
た
る
書
物
を
比
較

分
析

し
た
う
え
で
、
「
庶
民
の
家
の
自
立
、
そ
れ
は
生
活
情
報
の
公
開
・
普
及
や
消

費
生
活
の
展
開
を
前
提
に
し
て
成
立
」
し
、
「
庶
民
に
お
け
る
生
活
の
砦
と
し
て
の

家
の
成
立
は
、
浮
沈
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
庶
民
の
営
々
と
し
た
努
力
を
基
礎
に
、

分
限
を
守
り
、
生
活
知
識
を
総
動
員
し
て
、
実
現
し
て
く
る
も
の
で
あ
っ
」
て
、
「
元

禄
・
享
保
期
」
は
、
「
庶
民
の
家
の
成
立
が
確
実
な
動
向
と
な
っ
て
き
た
」
と
主
張

　
　
　
（
9
3
）

し
て
い
る
。
元
禄
・
享
保
期
に
は
、
庶
民
の
家
が
確
実
に
成
立
し
、
家
の
継
続
性
が
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可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

か

く
し
て
、
元
禄
・
享
保
期
に
は
、
幼
児
へ
の
対
応
に
新
た
な
状
況
が
生
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

く
る
。
例
え
ば
、
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
刊
行
の
「
増
補
昼
夜
調
法
記
」
や
翌
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

刊
行
の
「
男
女
御
土
産
重
宝
記
」
に
は
、
小
児
の
養
生
や
保
育
に
関
す
る
記
事
が
掲

載

さ
れ
、
や
が
て
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
に
は
、
日
本
で
最
初
の
体
系
的
育
児
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

と
も
い
え
る
「
増
補
絵
入
小
児
必
用
記
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
同
書
は
、
貝
原
益
軒
の

弟
子
で
後
世
派
の
医
者
と
し
て
活
躍
し
た
香
月
牛
山
の
著
作
で
、
香
月
秀
房
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

元
禄
十
六
（
一
七
〇
三
）
年
の
序
が
あ
る
。
内
容
は
、
幼
児
の
養
育
方
法
や
病
気
の

治
療
、
教
育
に
つ
い
て
総
合
的
に
叙
述
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
「
小
児
必
用
記
」
の
最
終
巻
で
あ
る
巻
六
は
、
「
小
児
物
を
見
知
る
時
よ
り

の

教
の
説
」
、
「
和
俗
児
子
に
柏
手
振
頭
を
教
る
説
」
、
「
男
女
の
小
児
物
を
く
ひ
物
を

い
ふ
時
の
教
の
説
」
、
「
和
俗
児
子
に
破
魔
弓
羽
子
紙
鳶
竹
馬
殿
事
炊
事
の
戯
を
な
さ

し
む
る
の
説
」
、
「
男
女
の
小
児
に
教
讃
の
説
」
と
い
っ
た
表
題
が
立
て
ら
れ
、
幼
児

へ
の
教

訓
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
「
男
女
の
小
児
に
教
誰
の
説
」
に
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
な

　
　
上

に
い
ふ
所
の
ご
と
き
事
を
、
父
母
心
を
つ
け
て
よ
く
教
入
れ
ハ
、
長
に
な
り

　
　
て

よ
き
も
の
に
な
る
な
り
、
武
士
ハ
奉
公
に
出
て
も
立
身
し
、
そ
の
外
の
商
農

　
　
工
家
も
ミ
な
、
ほ
ど
く
に
身
を
立
、
道
を
行
ひ
、
家
を
起
し
、
名
を
あ
げ
て
、

　
　
父
母

を
あ
ら
ハ
し
て
、
孝
道
に
か
な
ふ
事
な
り
、
能
々
教
べ
き
事
な
り
、

父
母
が

「
心
を
つ
け
て
よ
く
教
」
れ
ば
、
「
長
」
と
な
っ
て
か
ら
、
「
武
士
」
も
「
商

農

工
家
」
も
「
立
身
」
し
、
「
家
を
起
し
」
て
「
名
を
あ
げ
」
る
こ
と
が
で
き
る
と

い

う
。
す
な
わ
ち
、
親
の
正
し
い
教
化
に
よ
っ
て
、
幼
児
が
成
人
し
て
後
、
「
家
を

起
し
」
て
「
名
を
あ
げ
」
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
人
材
育
成
が
実
現
で
き
る
と
い
う

の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

　
ち
な
み
に
、
元
禄
期
に
は
、
益
軒
が
「
和
俗
童
子
訓
」
の
な
か
で
、

　
　
七

歳
よ
り
前
ハ
猶
い
と
け
な
け
れ
ハ
、
早
々
い
ね
、
を
そ
く
お
き
、
食
す
る
に

　
　
時
を
さ
た
め
す
、
大
や
う
其
心
に
ま
か
す
へ
し
、
礼
法
を
以
一
一
に
せ
め
か
た

　
　
　
　
の
　
　
　
　

　
　

し
、
八
歳
よ
り
門
戸
の
出
入
し
、
又
ハ
座
席
に
つ
き
、
飯
食
す
る
に
、
必
年
長

　
　

せ

る
人
に
お
く
れ
て
先
だ
つ
へ
か
ら
す
、
は
し
め
て
へ
り
く
た
り
ゆ
つ
る
事
を

　
　

を
し
ゆ
へ
し
、
小
児
の
心
ま
か
せ
に
せ
す
、
き
す
い
な
る
事
を
か
た
く
い
ま
し

　
　

む
へ
し
、
是
か
ん
よ
う
の
事
な
り
、

と
述
べ
、
教
育
上
七
歳
と
八
歳
を
明
確
に
区
別
し
、
ま
た
、
元
禄
五
年
刊
の
俳
句

　
　
　
　
　
（
9
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ト
ナ

集
「
二
葉
の
松
」
に
「
人
七
歳
　
長
男
童
の
　
境
に
て
」
と
あ
り
、
先
述
し
た
「
万

年
大
雑
書
」
に
、
「
七
才
ま
て
ハ
、
わ
ら
ん
ベ
ハ
、
お
や
に
も
子
に
も
ふ
く
ハ
な
し
」

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
七
歳
と
八
歳
が
境
界
年
齢
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
牛
山
は
、
右
の
よ
う
な
境
界
年
齢
観
や
、
幼
児
が
「
子
宝
」
で
あ
る
と
い
う
当
時

一
般
化

し
つ
つ
あ
っ
た
幼
児
観
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
幼
児
へ
の
教
化
は
、
単
に
家

の

問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
材
を
育
成
し
社
会
に
将
来
活
力
を
与
え
る
と
い
う
意
味

で
、
社
会
的
に
も
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
近
世
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
一
つ
で
あ
る
享
保
元
（
一
七
一
六
）
年
刊
の

　
　
　
　
　
　
（
伽
）

「女
大
学
宝
箱
」
は
、
益
軒
の
「
女
大
学
」
を
板
元
柏
原
屋
清
右
衛
門
が
改
作
し
た

　
　
　
　
　
　
（
1
0
1
）

も
の
と
さ
れ
る
が
、
同
書
に
収
め
ら
れ
た
「
小
児
養
育
草
」
は
、
先
の
牛
山
の
書
を

も
と
に
し
て
、
益
軒
の
「
和
俗
童
子
訓
」
で
味
付
し
つ
つ
、
手
短
か
に
、
か
つ
平
易

に
ま
と
め
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
例
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
部
分
は
、
「
小
児
養

育
草
」
で
、
「
つ
よ
く
い
ま
し
め
て
せ
つ
か
ん
す
る
と
き
は
、
成
長
し
て
正
し
き
人

と
な
り
、
親
の
名
を
あ
げ
、
い
ゑ
を
お
こ
す
べ
し
、
今
の
人
の
子
を
そ
た
つ
る
ハ
、

あ
ひ
す
る
と
て
か
へ
り
て
あ
し
く
す
る
也
、
よ
く
く
を
し
へ
そ
だ
つ
べ
し
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
1
）

る
こ
と
か
ら
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
小
児
必
用
記
」
や
「
女
大
学
宝
箱
」
に

み

え
る
こ
う
し
た
幼
児
教
育
重
視
の
考
え
方
は
、
「
女
大
学
宝
箱
」
が
近
世
中
期
以

降
、
十
年
か
ら
十
五
年
に
一
度
の
割
合
で
改
刻
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
気
を
も
ち
つ
づ
け

　
　
　
（
冊
）

た
こ
と
か
ら
、
近
世
社
会
に
広
範
に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
右
の

よ
う
な
幼
児
へ
の
関
心
は
、
益
軒
や
牛
山
以
後
も
、
現
実
社
会
を
重
視
す

る
儒
者
に
よ
っ
て
ひ
き
つ
が
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
佐
藤
信
淵
は
、
天
保
三
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（
岨
）

（
一
八
三

二
）
年
頃
に
著
わ
し
た
と
さ
れ
る
「
垂
統
秘
録
」
の
な
か
で
、

　
　
凡
そ
農
家
ノ
婦
人
児
ヲ
産
ム
ト
キ
ハ
、
其
小
児
ノ
五
六
歳
二
至
ル
マ
デ
ノ
間
ハ
、

　
　
其
婦
人

家
業
ヲ
勤
ム
コ
ト
能
ズ
シ
テ
、
農
家
ノ
患
難
是
ヨ
リ
大
ナ
ル
ハ
ナ
シ
、

　
　
故
二
慈
育
館
・
遊
児
廠
ヲ
立
テ
、
此
ヲ
済
救
保
護
セ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、

　
　
是

ヲ
以
テ
小
児
ア
ル
ノ
家
ハ
、
貧
窮
ナ
ラ
ザ
ル
者
ト
難
ド
モ
、
田
唆
モ
教
化
廠

　
　
ノ
官
人
モ
能
ク
世
話
シ
テ
、
其
子
ヲ
慈
育
館
力
遊
児
廠
二
送
リ
遣
ハ
シ
、
家
業

　
　
ヲ
存
分
二
勉
強
セ
シ
ム
ベ
シ
、

と
述
べ
、
「
五
六
歳
」
ま
で
の
幼
児
が
い
る
女
性
を
農
業
に
専
念
さ
せ
る
た
め
、
「
済

救
保
護
」
す
べ
き
だ
と
し
て
、
「
貧
民
ノ
赤
子
ヲ
養
育
ス
ル
」
「
慈
育
館
」
の
創
設
と
、

「
四

五
歳

ヨ
リ
七
歳
マ
デ
」
の
「
小
児
ヲ
遊
楽
セ
シ
ム
ル
」
「
遊
児
廠
」
の
創
設
を
具

体
的
に
提
言
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
大
原
幽
学
は
、
天
保
七
・
八
年
頃
に
、
「
微
味
幽
玄
考
」
を
著
わ
し
て
、
年

齢
を
追
っ
て
当
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
の
幼
少
年
教
育
の
必
要
を
説
い
た
「
子
育
編
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

を
書
い
て
い
る
が
、
「
凡
例
」
で
そ
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
人
子

を
能
育
て
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
懐
妊
十
月
の
う
ち
、
其
母
の
心
の
正
と
不

　
　
正

と
に
準
て
、
生
る
・
子
善
悪
智
愚
の
差
ひ
有
る
所
以
、
且
幼
稚
の
時
よ
り
見

　
　

聞
た
る
事
、
皆
思
ふ
事
の
種
と
成
っ
て
其
行
ひ
に
善
悪
邪
正
の
顕
は
る
・
所
以

　
　

を
明
ら
か
に
知
り
、
且
其
種
の
変
化
す
る
理
を
明
ら
か
に
知
て
以
て
育
て
ず
む

　
　
ば
、
生
長
の
後
の
愁
ひ
を
遁
る
べ
か
ら
ず
、
故
に
妊
娠
十
月
の
中
母
の
心
の
運

　
　
び

に
準
じ
て
、
生
る
・
子
の
気
質
に
五
常
備
は
る
事
の
足
と
不
足
と
有
る
所
以

　
　
を
約
に
記
し
、
且
生
れ
て
よ
り
見
聞
事
、
皆
思
ふ
事
の
種
と
成
る
味
ひ
と
、
其

　
　
種
の
変
化
す
る
味
ひ
と
を
記
す
、

す
な
わ
ち
、
「
幼
稚
」
の
時
か
ら
「
見
聞
」
し
た
こ
と
が
「
種
」
に
な
っ
て
、
成
人

後
の
「
善
悪
邪
正
」
と
な
る
道
理
を
知
り
、
「
生
長
の
後
の
愁
ひ
」
と
な
ら
な
い
よ

う
に
、
「
生
る
・
子
の
気
質
」
に
従
っ
て
よ
く
教
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

右
の
信
淵
や
幽
学
の
主
張
は
、
幼
児
養
育
の
あ
り
方
が
、
現
実
の
社
会
や
社
会
の

将
来
に
と
っ
て
大
切
だ
と
い
う
視
点
か
ら
立
論
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
述
べ
た
益
軒

や

牛
山
の
考
え
方
を
継
承
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
近
世
中
後

期
に
は
、
こ
う
し
た
幼
児
保
護
の
考
え
方
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

右
の
よ
う
な
幼
児
保
護
の
考
え
方
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
、
近
世
の
捨

子
禁
令
を
素
材
に
し
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
踊
）

　
塚
本
学
は
、
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な

わ
ち
、
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
正
月
の
「
覚
」
や
同
年
四
月
の
「
覚
」
に
始
ま
る

「遺
棄
」
の
禁
止
を
内
容
と
す
る
一
連
の
捨
子
禁
令
は
、
都
市
を
中
心
に
し
な
が
ら
、

諸
藩
で
も
触
れ
ら
れ
、
諸
国
村
々
に
も
徹
底
が
は
か
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
「
捨
子
を

悪

と
す
る
見
方
が
、
幕
府
禁
令
を
機
会
と
し
て
、
お
よ
そ
元
禄
期
ー
十
七
世
紀
末
に
、

強
ま
り
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
」
と
述
べ
、
ま
た
加
賀
藩
で
は
、
「
と

く
に
捨
子
禁
令
に
お
い
て
も
っ
と
も
積
極
的
で
あ
っ
た
」
と
し
、
そ
の
う
え
で
、
当

時
捨
子
が
急
増
し
た
理
由
と
し
て
、
都
市
で
は
、
外
か
ら
の
新
住
民
の
流
入
で
下
層

民
が

増
加
し
、
農
村
で
は
、
譜
代
奉
公
人
の
自
立
が
、
結
果
と
し
て
捨
子
せ
ざ
る
え

な
い
「
ち
い
さ
な
農
業
経
営
者
」
を
増
加
さ
せ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
幕
府
の
政

策
は
、
そ
う
し
た
個
別
経
営
と
し
て
の
家
を
、
主
な
支
配
対
象
と
し
た
か
ら
、
乳
幼

児
や
牛
馬
は
、
各
家
で
養
育
す
べ
き
こ
と
を
第
一
と
し
、
そ
の
困
難
な
と
き
に
血
縁

な
い
し
地
縁
集
団
と
し
て
の
一
類
・
五
人
組
・
村
に
養
育
の
責
務
分
担
を
命
じ
、
そ

れ

も
困
難
な
際
に
支
配
者
が
『
恩
恵
』
を
た
れ
る
こ
と
あ
り
と
い
う
姿
勢
を
と
」
り
、

い
わ

ゆ
る
生
類
憐
み
政
策
を
通
し
て
、
人
々
の
「
管
理
強
化
」
を
は
か
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
、
「
捨
子
捨
病
人
禁
令
の
強
化
」
は
、
奉
公
人
の
消
滅
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、

「
生
類
憐
み

の
志

を
基
軸
に
、
幕
府
諸
藩
が
全
人
民
を
管
理
す
る
体
制
を
つ
く
り
出

す
こ
と
で
こ
た
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
「
捨

子
の
保
護
、
捨
子
予
防
の
た
め
の
監
察
令
、
妊
婦
の
登
録
制
と
い
っ
た
一
連
の
施
策

は
（
略
）
人
民
精
神
の
権
力
に
よ
る
管
理
策
で
も
あ
っ
た
」
と
、
捨
子
禁
令
を
人
民

管
理
策
の
一
環
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。

　

右
の
塚
本
の
主
張
は
、
政
治
史
的
な
視
点
か
ら
み
た
と
き
は
教
え
ら
れ
る
部
分
が
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多
い
が
、
問
題
点
も
多
い
。
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
一
つ
め
は
、
元
禄
前

後
の
時
期
に
捨
子
が
急
増
し
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
立
論
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
で

は

ほ
と
ん
ど
実
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
加
賀
藩
が
捨
子
禁
令

違
反
者
に
厳
罰
で
臨
ん
だ
事
実
を
あ
げ
て
、
こ
れ
を
一
般
化
し
て
論
じ
て
い
る
が
、

他
の
諸
藩
の
対
応
を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
三
つ
め
は
、
捨
子
問
題
は
古
代

か

ら
つ
づ
い
て
い
た
が
、
元
禄
期
の
捨
子
禁
令
に
よ
っ
て
、
「
捨
子
を
悪
と
す
る
見

方
」
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
な
ぜ
そ
う
し
た
観
念
が
成
立
・

浸
透

し
え
た
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
元
禄
期
以
降
に

は
、
「
捨
子
を
悪
」
と
す
る
よ
う
な
教
化
を
受
容
す
る
条
件
が
、
日
本
列
島
内
に
成

立

し
て
い
た
か
ら
、
あ
る
意
味
で
の
成
功
を
み
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
元

禄
・
享
保
期
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
庶
民
の
家
が
成
立
し
て
「
子
宝
」
観

が
強
ま
り
、
幼
児
保
護
の
考
え
方
が
村
や
町
と
い
っ
た
地
域
社
会
で
社
会
意
識
と
し

て

広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
四
つ
め
は
、
捨
子
禁
令

の

問
題
は
、
捨
子
禁
令
が
元
禄
以
降
も
出
さ
れ
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

生
類
憐
み
令
が
実
施

さ
れ
て
い
た
時
期
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
、
捨

子
予

防
策
や
捨
子
養
育
策
が
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
を
も
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
視
点
を
ふ
ま
え
て
、
次
に
捨
子
禁
令
の

歴
史
的
意
義
を
考
え
て
み
る
。

　

さ
て
、
貞
享
四
年
正
月
に
、
「
惣
て
人
宿
又
ハ
牛
馬
宿
其
外
に
も
生
類
煩
重
く
候

え
ハ
、
未
死
内
に
捨
候
様
粗
相
聞
候
」
と
、
病
人
や
病
牛
馬
な
ど
を
遺
棄
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冊
）

を
禁
止
す
る
法
令
が
出
さ
れ
、
同
時
に
、
「
身
髄
か
ろ
き
も
の
ハ
、
は
こ
く
み
か
ね
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

る
の
で
、
奉
行
所
な
ど
に
訴
え
る
よ
う
に
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
四
月
に
は
、
捨

子
が
あ
っ
た
場
合
、
す
ぐ
届
け
る
必
要
は
な
い
が
、
「
其
所
之
者
い
た
ハ
り
置
、
直

二

養
候
か
、
又
ハ
望
之
者
有
之
候
ハ
・
、
可
遣
候
」
と
、
捨
子
が
あ
っ
た
場
合
の
対

　
　
　
　
　
　
　
（
問
）

応

が
触
れ
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
元
禄
元
（
一
六
八
八
）
年
十
月
九
日
に
は
、
行
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

難
渋
者
の
遺
棄
を
禁
じ
る
「
覚
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
右
の
一
連
の
法
令
は
、
い
ず

れ

も
捨
子
や
病
人
・
病
牛
馬
な
ど
の
遺
棄
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
生
類
」
の

遺
棄
が
「
不
仁
」
な
行
為
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

　

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
拙
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
行
路
難
渋
者
対
策
は
、
元

禄
令
以
前
か
ら
地
域
社
会
で
慣
行
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
元
禄
令
は
そ
う
し
た
慣

行
を
ふ
ま
え
、
当
時
社
会
問
題
化
し
つ
つ
あ
っ
た
行
路
難
渋
者
の
遺
棄
を
禁
止
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
諸
藩
で
の
対
応
が
、
加
賀
藩
の
よ
う
に
、
国
元
へ
の
村

送
を
基
軸
に
し
た
場
合
と
、
紀
州
藩
の
よ
う
に
、
地
元
で
の
回
復
を
優
先
さ
せ
た
場

合

と
に
大
き
く
わ
か
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
行

路
難
渋
者
の
扱
い
に
関
わ
る
道
中
奉
行
の
方
針
が
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
諸

藩
で
の
対
応
に
差
違
が
生
じ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
捨
子
禁
令
の

場
合
も
同
様
で
、
岡
山
藩
で
は
、
捨
子
禁
令
の
三
十
年
前
か
ら
捨
子
養
育
者
に
褒
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
1
）

を
与
え
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
し
、
貞
享
四
年
の
捨
子
禁
令
以
後
に
は
、
加
賀
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

の

よ
う
に
、
捨
子
を
す
る
者
に
厳
罰
で
臨
み
、
捨
子
予
防
に
力
点
を
お
い
た
藩
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
1
）

捨
子
の
養
育
に
力
点
を
お
い
た
藩
と
に
わ
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
行
路
難
渋
者
対
策
は
、
そ
の
後
幕
府
や
諸
藩
で
次
第
に
整
備
さ
れ
、
や
が
て
明
和

四
（
一
七
六
七
）
年
に
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
と
し
て
一
応
の
完
成
を
み
る
こ
と
に
な
っ

た
。
捨
子
対
策
も
同
様
に
、
幕
府
や
諸
藩
で
対
応
が
次
第
に
整
備
さ
れ
、
幕
府
の
本

来
の
意
図
で
あ
っ
た
捨
子
養
育
を
保
証
す
る
方
向
で
、
実
効
性
の
あ
る
処
置
が
と
ら

れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　
幕
府
は
、
元
禄
三
年
十
月
の
江
戸
町
触
で
、

　
　
頃
日
相
触
候
通
、
弥
捨
子
仕
間
敷
候
、
養
育
成
か
た
き
わ
け
有
之
候
ハ
・
、
其

　
　
町
の
名
主
五
人
組
江
其
品
可
申
出
候
、
向
後
町
中
二
而
子
供
致
出
生
候
ハ
・
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
早
速
名
主
方
帳
面
二
付
置
可
申
候
、
只
今
迄
持
候
当
歳
よ
り
七
歳
迄
之
子
共

　
　
も
、
帳
面
二
付
置
可
申
候
、
右
帳
面
二
付
置
候
子
共
相
果
候
欺
、
奉
公
二
出
候
欺
、

　
　
養
子
二
遣
し
候
欺
、
他
所
江
引
越
候
欺
、
又
ハ
他
所
よ
り
町
内
江
引
越
候
ハ
・

　
　
其
段
相
断
、
名
主
方
之
帳
面
二
其
様
子
委
細
二
付
置
可
申
候
事
、

と
触
れ
出
し
、
「
町
中
」
で
子
供
が
「
出
生
」
し
た
場
合
と
、
「
当
歳
よ
り
七
歳
迄
之
子
共
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

を
「
名
主
方
」
の
帳
面
に
「
付
置
」
く
こ
と
を
命
じ
た
。
捨
子
可
能
年
齢
の
幼
児
を
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（
6
1
1
）

把
握
す
る
こ
と
で
、
捨
子
予
防
を
は
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
同
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

触
は
、
元
禄
九
年
八
月
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
捨
子

仕
間
敷
候
、
若
養
育
成
兼
候
者
ハ
可
申
出
之
旨
跡
々
相
触
候
通
、
弥
其
旨

　
　
可
相
守
、
然
処
二
頃
日
時
々
捨
子
有
之
候
、
向
後
は
地
借
り
店
借
り
之
者
子
を

　
　

は
ら
み
候
は
、
大
屋
、
地
主
え
為
知
、
其
上
出
産
又
は
傷
産
、
流
産
致
候
ハ
、

　
　
是

又
為
知
可
申
候
、
出
生
之
子
、
三
才
迄
之
内
死
候
か
、
何
方
え
も
遣
候
は
、

　
　
其
訳
大

屋
、
地
主
え
可
申
届
、
右
之
趣
、
大
屋
、
地
主
方
二
て
書
付
置
、
若
捨

　
　
子
詮
議
有
之
節
は
、
右
之
書
付
可
差
出
之
、
不
念
仕
、
疑
敷
事
有
之
は
、
可
為

　
　
越
度
者
也
、

右
の
触
で
は
、
「
地
借
り
店
借
り
之
者
」
を
対
象
に
、
「
出
産
又
は
傷
産
、
流
産
」
の

際
の
報
告
と
、
「
三
歳
之
内
死
候
か
、
何
方
え
も
遣
候
」
場
合
の
報
告
を
指
示
し
、

「
大
屋
、
地
主
方
に
て
書
付
置
」
く
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
享

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朋
）

保
十
九
（
一
七
三
四
）
年
九
月
の
触
で
は
、

　
　
捨
子

を
貰
、
又
外
之
も
の
え
遣
候
儀
、
弥
停
止
候
、
併
無
拠
子
細
も
有
之
、
外

　
　
之

も
の
え
遣
候
は
・
、
十
歳
迄
之
う
ち
ハ
、
先
達
て
貰
候
奉
行
所
、
又
は
貰
候

　
　
其
屋
敷
え
相
届
候
上
、
差
図
次
第
可
遣
候
、

と
み
え
、
不
必
要
な
捨
子
の
や
り
取
り
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
養
子
に
や
る
場
合

で

も
、
「
十
歳
迄
之
う
ち
」
は
、
報
告
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
右
の
よ
う
に
、
捨
子

予

防
と
捨
子
養
育
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
対
策
が
打
ち
出
さ

れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は

大
坂
で
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
大
坂
の
銅
吹
所
住
友
の
「
年
々
諸
用
留
」
に

脈←

元
文
三

（
一
七
三

八
）
年
八
月
か
ら
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
正
月
ま
で
に
、

住
友
家
前
に
捨
て
ら
れ
た
幼
児
の
捨
子
養
子
に
関
す
る
記
事
が
二
十
一
件
収
め
ら
れ

て

い

る
。
最
初
の
頃
の
記
事
に
は
、
捨
子
の
保
護
と
奉
行
所
へ
の
届
、
「
世
話
人
」

を
介
し
た
養
子
先
の
確
保
と
、
養
子
先
か
ら
の
「
養
子
手
形
」
か
ら
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
「
養
子
手
形
」
に
は
、
「
養
育
銀
」
の
支
給
を
記
す
ほ
か
、
「
実
子
出
生
致

候
共
、
惣
領
二
相
立
」
て
、
「
身
上
不
仕
合
二
而
奉
公
二
出
し
候
共
、
芝
居
役
者
等
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
2
1
）

売
候
儀
勿
論
、
卒
時
成
ル
所
へ
遣
シ
候
儀
堅
ク
仕
間
敷
候
」
と
い
っ
た
文
言
が
あ
る

だ
け
だ
が
、
そ
の
後
、
誓
約
文
言
が
次
第
に
多
く
な
り
、
例
え
ば
、
明
和
八
（
一
七
七
こ

年
八
月
十
八
日
付
の
も
の
で
は
、
「
成
人
之
後
悪
敷
奉
公
等
為
申
間
鋪
候
、
勿
論
不

仁
之
仕
形
一
切
仕
間
敷
候
、
右
男
子
病
気
之
節
ハ
早
速
相
届
可
申
候
、
猶
又
私
共
勝

手
二
付
変
宅
仕
候
ハ
・
、
此
段
変
宅
前
二
相
届
ケ
、
双
方
申
合
、
御
番
所
様
江
御
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
1
）

奉
申
上
、
御
聞
届
之
上
変
宅
可
仕
候
」
と
い
っ
た
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、

こ
う
し
た
文
言
記
載
が
定
着
し
て
い
く
。
ま
た
、
「
病
気
之
節
早
速
相
届
可
申
候
」

と
い
う
文
言
が
、
単
な
る
誓
約
文
言
で
な
い
こ
と
は
、
次
の
断
書
か
ら
裏
づ
け
ら
れ

（2
2
1
）

る
。　

　
　
　
　
乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
庄
兵
衛
青
木
楠
五
郎
様
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
州
東
成
郡
舎
利
寺
村

　
　
一
長
堀
茂
左
衛
門
町
泉
屋
万
次
郎
家
屋
敷
前
駒
除
際
江
、
当
五
月
廿
六
日
夜
弐

　
　
　
歳
計
之
捨
子
有
之
、
私
養
子
貰
請
度
此
段
当
月
十
六
日
右
町
井
私
よ
り
奉
願

　
　
　
上
候
処
、
御
聞
届
ケ
被
為
成
下
、
私
貰
請
養
育
罷
在
候
処
、
右
男
子
時
気
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
服
）

　
　
　
相
当
虫
気
指
出
候
二
付
、
早
速
医
師
二
掛
ケ
腹
薬
等
為
致
介
抱
仕
罷
在
候
得

　
　
　
共
、
急
変
之
程
難
計
奉
存
候
二
付
、
乍
恐
此
段
御
断
奉
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
天

明
七
丁
未
年
六
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貰
人
百
姓
庄
青
木
楠
五
郎
様
御
代
官
所
兵
衛
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
州
東
成
郡
舎
利
寺
村
　
同
所
同
州
同

郡
同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
百
姓
忠
兵
衛
印

　
　
　
右
之
通
捨
子
病
気
相
知
ら
せ
候
二
付
、
及
見
候
処
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
堀
茂
左
衛
門
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

泉
屋
万
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
病
気
二
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
藤
七
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
町
月
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丹
波
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
兵
衛
印
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御
奉
行
様

　
　
　
　
　

東
御
番
所

　
　
　
　
　
　

御
当
番
牧
野
次
部
右
衛
門
様
御
聞
届
ケ
置
、
生
死
否
可
申
上
候
旨
被

　
　
　
　
　
　
仰
聞
候
事
、

養
子
先
か
ら
病
気
の
旨
届
け
が
あ
り
、
こ
の
届
が
住
友
家
か
ら
奉
行
所
へ
届
け
ら
れ
、

奉
行
所
か
ら
「
御
聞
届
ケ
置
、
生
死
否
可
申
上
候
旨
被
仰
聞
」
れ
て
い
る
。
養
子
先

か

ら
の
誓
約
文
言
の
履
行
が
、
奉
行
所
を
介
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

大
坂
で

は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
捨
子
養
子
の
安
全
が
、
奉
行
所
を
介
し
て
保
証
さ

れ

る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閃
）

　

と
こ
ろ
で
、
『
五
人
組
法
規
集
』
に
よ
れ
ば
、
「
五
人
組
帳
前
書
」
に
「
捨
子
」
の

項
目
が
あ
る
も
の
は
、
元
禄
期
に
二
件
、
宝
永
・
正
徳
期
に
各
一
件
、
享
保
期
に
五
件
、

元
文
期
に
二
件
、
寛
保
・
延
享
期
に
各
一
件
、
寛
延
期
に
二
件
、
宝
暦
期
に
五
件
で
、

以
後
次
第
に
増
加
し
、
十
九
世
紀
に
な
る
と
多
く
の
「
五
人
組
帳
前
書
」
に
「
捨
子
」

の
項

目
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
宝
暦
期
ま
で
の
捨
子
記
載
が
あ
る

「
五

人
組
帳
前
書
」
は
、
ほ
と
ん
ど
が
幕
領
な
い
し
は
旗
本
領
の
も
の
で
、
明
確
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

藩
領
の
も
の
と
確
認
で
き
る
の
は
、
享
保
十
四
年
の
高
崎
藩
の
事
例
の
み
で
あ
る
。

　
ま
た
記
載
内
容
は
、
「
元
禄
七
年
播
磨
国
佐
用
郡
平
福
領
二
十
ケ
村
新
田
共
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

組
帳
」
に
、
「
捨
子
捨
馬
堅
御
停
止
之
間
、
弥
以
急
度
可
相
守
之
」
と
あ
り
、
「
元
禄

十
四
年
播
磨
国
赤
穂
郡
塩
屋
村
五
人
組
御
仕
置
帳
」
に
、
「
捨
子
堅
不
可
仕
、
若
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
随
）

所
之

も
の
捨
置
候
は
・
、
村
中
に
而
致
養
育
、
早
速
可
注
進
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、

早
い
時
期
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
幕
領
や
旗
本
領
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
多
く
は
「
村

中
二
而
養
育
」
を
判
で
押
し
た
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

後
、
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
の
稲
荷
神
社
領
の
事
例
や
、
安
永
七
（
一
七
七
八
）

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

年
の
清
崎
藩
の
事
例
、
天
明
頃
の
挙
母
藩
の
事
例
な
ど
、
諸
藩
で
も
次
第
に
「
五
人

組
帳
前
書
」
に
「
捨
子
」
項
目
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　
記
載
内
容
が
大
き
く
変
化
す
る
の
は
十
九
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
で
、
例
え
ば
、

刈
谷
藩
の
「
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
三
河
国
碧
海
郡
今
川
村
条
目
」
に
は
、

　
　

捨
子
捨
馬
等
仕
候
者
有
之
は
、
組
中
よ
り
可
申
出
候
、
自
然
隠
置
他
所
よ
り
相

　
　

知
候

は
“
、
庄
屋
組
頭
五
人
組
迄
為
越
度
候
、
若
村
方
地
内
に
捨
子
有
之
候
を

　
　

見
出
候
は
“
、
村
役
人
立
会
取
揚
、
乳
を
為
呑
、
早
速
訴
出
、
差
図
を
請
、
入

　
　

念
養
育
い
た
し
置
、
右
捨
子
い
た
し
候
者
他
領
其
外
隣
郷
等
に
有
之
趣
相
知
候

　
　
は
“
、
是
又
早
速
訴
出
可
申
候
、
若
捨
子
い
た
し
候
者
相
知
不
申
候
は
“
、
朴

　
　

方
に
養
育
致
置
、
追
て
髄
成
者
貰
請
又
は
出
家
弟
子
等
に
い
た
し
度
旨
申
聞
候

　
　

は
ぶ
、
其
段
申
出
得
差
図
証
文
為
取
替
差
遣
可
申
候
、

　
　
（
：
ー
1
）

と
あ
る
。
捨
子
を
み
つ
け
た
ら
、
行
路
難
渋
者
へ
の
対
応
と
同
じ
く
、
ま
ず
は
保
護

し
て
「
乳
を
為
否
」
せ
、
領
主
の
「
差
図
を
請
」
、
捨
子
の
身
許
が
わ
か
れ
ば
報
告
し
、

身
許
が
不
明
な
場
合
は
、
「
村
方
に
養
育
」
し
、
後
日
「
槌
成
」
る
養
子
先
か
「
出

家
弟
子
」
に
す
る
か
考
え
る
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
上
田
藩
の
「
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
信
濃
国
小
懸
郡
武
石
組
五
人
組
御

条
目
御
請
一
紙
帳
」
に
、

　
　
捨
子
有
之
候
は
“
、
取
揚
養
置
可
致
注
進
候
、
若
煩
候
は
“
、
早
速
医
師
に
か

　
　
け
申
出
べ
し
、
右
捨
子
貰
候
も
の
有
之
候
は
“
、
其
者
様
子
承
届
、
其
段
申
出

　
　
差
図
を
請
可
申
候
、
内
証
に
て
遣
し
候
儀
堅
致
間
敷
候
、

　
　
　
但
後
日
に
至
貰
人
有
之
候
節
も
、
十
歳
迄
之
内
に
候
ハ
“
其
趣
相
届
差
図
を

　
　
　
受
可
申
候
、

　
　
（
1
3
1
）

と
あ
る
。
捨
子
が
あ
っ
た
場
合
、
ま
ず
保
護
し
、
病
気
で
あ
れ
ば
「
医
師
」
に
加
療

さ
せ
、
養
子
に
出
す
場
合
、
相
手
の
身
許
確
認
を
お
こ
な
っ
て
報
告
し
、
領
主
に
無

断
で
養
子
に
出
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
右
の

二

つ
の
事
例
か

ら
、
十
九
世
紀
に
な
る
と
、
諸
藩
で
の
捨
子
対
策
が
次
第
に

整
備

さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
明
和
四
年
の
幕
令
で
、
行
路
難
渋

者
へ
の
対
応
が
整
備
さ
れ
、
こ
れ
以
降
諸
藩
で
も
同
令
が
基
準
に
な
っ
て
、
行
路
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

渋
者
対
策
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
と
平
行
し
て
、
捨
子
対
策
で
も
、
ま
ず
は
保
護

し
、
領
主
に
報
告
し
て
そ
の
指
示
を
う
け
、
今
後
の
対
応
が
は
か
ら
れ
る
、
と
い
う

シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
悪
質
な
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養
育
料
め
あ
て
の
者
を
排
除
す
る
仕
組
も
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。

　
で

は
、
諸
藩
で
は
い
つ
頃
か
ら
養
育
米
の
支
給
な
ど
の
幼
児
対
策
が
は
じ
ま
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
1
）

だ

ろ
う
か
。
例
え
ば
、
鳥
取
藩
の
「
在
方
諸
事
控
」
元
文
五
（
一
七
四
〇
）
年
九
月

二
十
七
日
条
に
、

　
　
岩
井
郡
岩
常
村
え
、
申
ノ
九
月
十
七
日
女
行
倒
人
有
之
候
処
、
四
歳
斗
り
ノ
女

　
　
子

召
連
居
申
候
二
付
、
当
分
村
方
え
養
置
候
様
申
付
置
候
、
然
所
同
郡
本
庄
村

　
　
久
兵
衛
と
申
者
、
子
供
無
之
二
付
少
々
御
米
御
付
ケ
被
遣
候
ハ
・
、
右
之
女
子

　
　
貰
申
度
由
相
願
候
二
付
、
御
家
老
え
相
窺
候
処
、
御
聞
届
、
米
四
斗
入
四
俵
御

　
　
付

ケ
、
右
久
兵
衛
之
願
之
通
被
遣
候
事
、
御
米
ハ
追
て
御
勘
定
之
節
御
吟
味
役

　
　
差
紙
二
て
遣
シ
可
申
旨
遣
ス
、

と
あ
り
、
そ
の
後
に
、
久
兵
衛
他
庄
屋
・
年
寄
連
署
の
願
書
を
提
示
し
て
い
る
。
右

の

事

例
は
、
捨
子
で
は
な
く
行
倒
人
が
残
し
た
幼
児
に
つ
い
て
だ
が
、
「
御
助
米
」

を
つ
け
た
養
育
願
に
対
し
て
、
「
御
家
老
」
と
の
相
談
で
許
可
が
お
り
た
こ
と
が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

か

る
。
同
様
の
記
事
は
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
十
一
月
二
十
八
日
条
に
も
あ
る
。

こ
の
時
は
、

　
　
御
裁
許
相
伺
候
処
、
先
例
も
有
之
儀
、
然
共
御
時
節
柄
之
儀
故
、
先
例
よ
り
ハ

　
　
米
壱
俵
御
減
シ
、
右
徳
蔵
二
米
三
俵
御
付
ケ
被
遣
、
村
方
近
村
御
郡
中
二
て
貰

　
　
申
も
の
も
有
之
候
は
、
養
育
之
所
入
念
候
て
遣
シ
候
様
二
御
聞
届
ケ
相
済
、

と
あ
る
。
「
米
三
俵
」
に
滅
額
さ
れ
は
し
た
が
、
「
先
例
」
と
し
て
「
御
助
米
」
が

支
給

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
団
）

二
十
七
日
条
に
も
同
様
の
記
事
が
み
え
る
。

　

な
お
、
捨
子
の
場
合
は
、
「
在
方
諸
事
控
」
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
十
月
十
九

日
の
条
に
、

　
　

日
野
郡
下
石
見
村
古
都
百
助
縁
先
え
、
去
ル
十
三
日
之
夜
、
捨
子
有
之
候
段
申

　
　
達

し
候
付
、
伺
書
相
添
、
御
月
番
助
八
郎
殿
え
構
御
郡
奉
行
よ
り
申
達
ス
、
井

　
　
右
捨
子
は
百
助
え
養
育
被
仰
付
、
井
二
先
例
之
通
、
日
野
・
会
見
両
御
郡
え
、

　
　
心
当
り
之
者
有
之
候
ハ
・
、
其
旨
早
々
申
達
し
候
様
申
遣
し
、

と
み
え
る
。
居
宅
前
に
捨
子
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
家
の
者
が
「
養
育
」
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
心

当
り
之
者
」
を
探
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鳥
取
藩
で
は
、
十
八
世

紀
半
ば
頃
か
ら
、
身
よ
り
の
な
い
幼
児
へ
の
保
護
対
策
が
始
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
高
崎
藩
で
は
、
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
二
月
十
六
日
付
で
、
「
双
子
出

生
壱
人
病
死
之
節
被
下
物
之
義
二
付
伺
書
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
妾
前
断

当
座
御
褒
美
銀
壱
枚
井
産
育
麦
年
々
弐
俵
ツ
・
七
歳
迄
被
下
置
候
様
仕
度
」
と
い
う

伺
が
出
さ
れ
、
「
御
付
札
」
に
、
「
当
座
御
褒
美
銀
壱
枚
、
出
生
七
歳
相
成
候
迄
麦
弐

俵

ツ
・
被
下
候
」
と
あ
り
、
伺
の
通
り
認
め
ら
れ
た
。
「
双
子
出
生
」
の
際
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卿
）

一
人

宛
麦
弐
俵
ツ
・
、
七
歳
ま
で
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ

の

他
、
享
保
頃
か
ら
捨
子
対
策
が
始
ま
り
、
天
明
・
寛
政
期
に
は
、
三
年
間
米
五
俵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

の

養
育
米
を
支
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
福
岡
藩
の
事
例
や
、
天
明
四
年
に
は
、
米
壱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
1
）

俵
の

養
育
米
が
支
給
さ
れ
て
い
た
小
野
藩
の
事
例
な
ど
、
諸
藩
で
養
育
米
が
支
給
さ

れ
て

い

た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
右

の

検
討
か

ら
、
近
世
後
期
に
は
、
捨
子
養
育
米
の
支
給
が
諸
藩
で
か
な
り

一
般
化

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
明
治
政
府
が
明
治
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畑
）

（
一
八
七
一
）
年
六
月
二
十
日
に
出
し
た
、
次
の
太
政
官
達
に
よ
っ
て
裏
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
従
来
棄
児
救
育
ノ
儀
、
所
預
リ
ノ
分
ハ
養
育
米
被
下
、
貰
受
人
有
之
分
ハ
不
被

　
　
下
候
処
、
自
今
預
リ
貰
受
二
不
拘
、
棄
児
当
歳
ヨ
リ
十
五
歳
迄
、
年
々
米
七
斗

　
　
ツ

・

被
下
候
間
、
実
意
養
育
可
致
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

こ
の
時
期
の
明
治
政
府
は
、
旧
幕
府
の
施
策
を
一
た
ん
踏
襲
し
て
い
る
の
で
、
「
従

来
」
と
あ
る
の
は
旧
幕
府
の
施
策
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
旧
幕
府
時
代
は
、

「所
預
リ
ノ
分
」
は
養
育
米
を
支
給
し
、
「
貰
受
人
有
之
分
」
は
養
育
米
の
支
給
が
な

か

っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
養
育
米
の
支
給
は
当
然
だ
と
す
る
考

え
方
が
こ
の
段
階
の
明
治
政
府
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

元
禄
・
享
保
期
以
降
も
、
な
お
下
層
民
を
中
心
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
捨
子

せ
ざ
る
え
な
い
人
々
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期

以

降
は
、
都
市
を
中
心
に
し
て
、
や
が
て
農
村
地
域
で
も
、
庶
民
の
継
続
性
の
あ
る

家
が
確
立
し
、
幼
児
を
「
子
宝
」
と
み
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、

子
供
の

い

な
い
中
間
層
を
中
心
に
し
て
、
町
や
村
と
い
っ
た
地
域
社
会
が
、
捨
子
養

育
の
受
け
皿
と
な
り
う
る
条
件
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
幕
府

の

捨
子
政
策
は
、
そ
う
し
た
条
件
を
前
提
に
し
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で

あ
る
が
故
に
、
あ
る
程
度
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
幕
府
の
捨

子
対
策
が
次
第
に
整
備
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
や
が
て
諸
藩
で
も
十
八
世
紀
後
半
か

ら
本
格
的
な
捨
子
対
策
が
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
三
木
え
り
子
は
、
小

野
藩
の
捨
子
養
育
政
策
を
検
討
し
た
う
え
で
、
結
論
的
に
、
「
捨
子
は
育
て
る
も
の

だ

と
い
う
意
識
が
藩
内
に
あ
」
り
、
「
子
供
を
養
育
す
る
意
識
の
高
ま
り
」
が
み
ら

れ

る
と
と
も
に
、
「
子
供
を
養
育
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
が
村
社
会
の
中
に
形
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
て

い
っ

た
」
と
主
張
す
る
。
近
世
後
期
に
は
、
幼
児
を
大
切
に
養
育
す
る
と
い
う

社
会
意
識
が
確
実
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
近
世
後
期
に
は
、
幼

児
に
寛
大
な
社
会
が
現
出
し
た
の
で
あ
る
。

結
び

に
か
え
て

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
最
後
に
本
稿
の
課
題
で
あ
る
”
七
つ
前
は
神
の

う
ち
”
と
い
う
表
現
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　

　
ま
ず
、
塩
野
雅
代
が
、
「
百
歩
譲
っ
て
、
『
七
歳
ま
で
』
を
、
過
去
の
人
び
と
が
『
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴇
）

性
』
を
認
め
て
い
た
」
近
世
の
実
例
と
し
て
あ
げ
た
、
皆
川
美
恵
子
の
次
の
文
章
か

ら
検
討
を
始
め
よ
う
。

　
皆
川
は
、
桑
名
藩
の
下
級
武
士
が
書
い
た
『
桑
名
日
記
』
の
記
事
を
と
り
あ
げ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
幽
）

次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
無
軌
道
な
錬
之
助
の
行
動
は
放
尿
に
も
及
ん
で
い
る
。

　
　
　
「
き
の
う
錬
こ
が
前
を
ま
く
り
旧
冬
ふ
し
つ
こ
ぶ
〔
節
瘤
〕
の
小
割
出
来
兼

　
　
　
候
処
へ
行
候
間
、
何
を
す
る
と
見
候
得
は
、
其
の
け
置
候
真
木
に
小
便
し
か

　
　
　

け
候
哉
、
や
れ
そ
れ
に
か
け
て
な
る
も
の
か
と
い
ふ
た
ら
半
分
し
さ
へ
て
其

　
　
　

脇
の
こ
っ
ぱ
を
寄
置
候
処
へ
し
や
ア
く
と
し
か
け
る
故
、
そ
れ
も
な
ら

　
　
　
ぬ
や

れ

そ
れ
と
い
ふ
内
ど
う
か
こ
う
か
皆
た
れ
か
け
て
し
ま
ふ
た
ゆ
へ
、
し

　
　
　

た
・
か
し
か
り
つ
け
た
れ
ば
泣
き
、
直
に
き
げ
ん
を
な
を
し
て
に
こ
く
し

　
　
　
て

御
ま
ひ
す
〔
売
僧
〕
口
を
さ
ま
く
聞
、
そ
の
真
木
も
捨
ら
れ
も
せ
ず
、

　
　
　

ー
井
戸
端
へ
持
運
び
水
汲
か
け
軒
下
へ
な
ら
べ
壼
所
の
掃
除

　
　
　
す
っ
か
り
と
仕
舞
。
」
（
天
保
1
2
年
1
月
2
3
日
）

　
　
神
聖
な
火
焚
き
に
供
せ
ら
れ
る
真
木
に
た
と
え
機
れ
が
か
か
っ
た
と
し
て
も
、

　
　

7
歳
未
満
の
子
ど
も
故
、
許
さ
れ
よ
う
と
い
う
。
「
七
歳
ま
で
は
神
の
内
」
と

　
　

い
う
往
時
の
7
歳
未
満
の
子
ど
も
の
聖
性
へ
の
感
性
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
皆
川
の
解
釈
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
（
鎌
之
助
は
こ
の
時
六
歳
）
。
ま
ず
、
「
七

歳
未
満
之
事
故
」
と
あ
る
の
は
、
武
家
服
忌
令
で
「
七
歳
未
満
」
が
「
無
服
」
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
1
）

定
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
「
真
木
」
の
問
題
は

（真
木
が
神
聖
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
）
、
「
無
服
」
で
あ
れ
ば
神
事
挙
行
に
支
障
は

な
い
と
い
う
観
念
と
、
幼
児
は
絶
対
責
任
無
能
力
者
だ
と
い
う
観
念
が
結
び
つ
い
て
、

た
と
え
「
稜
れ
」
が
お
よ
ん
で
も
「
許
さ
れ
る
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

右
の

「
七
歳

未
満
之
事
故
」
と
い
う
表
現
は
、
「
七
歳
ま
で
は
神
の
内
」
と
い
う
表

現
を
反
映
し
た
も
の
で
も
、
「
聖
性
へ
の
感
性
が
表
明
」
さ
れ
た
訳
で
も
な
い
こ
と

が

わ
か
る
。
そ
れ
故
、
近
世
に
。
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
っ
た
観
念
が
存
在
し

な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

　
次

に
、
能
田
多
代
子
と
大
間
知
篤
三
が
取
り
あ
げ
た
事
例
を
検
討
し
て
み
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
1
）

ず
能
田
が
紹
介
し
た
事
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
七

ツ
前
は
神
様

　
　
青
森
県
五
戸
地
方
で
は
男
女
共
七
ツ
前
を
さ
う
云
ふ
。
日
常
第
一
番
に
神
仏
に
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供
物
す
る
食
物
を
、
幼
児
の
だ
“
こ
ね
て
先
き
に
食
べ
る
と
て
き
か
ぬ
時
等
は
、

　
　
矢
張
り
さ
う
云
っ
て
、
仕
方
が
な
い
か
ら
や
る
と
云
っ
て
か
ら
呉
れ
る
。
而
し

　
　
て
其
七
ツ
前
に
死
去
し
た
場
合
は
、
男
女
共
紫
色
の
衣
を
着
せ
（
或
は
青
年
期

　
　
の
未
婚
者
に
も
着
せ
る
風
も
あ
る
）
口
に
ホ
シ
カ
鰯
（
ご
ま
め
）
を
一
つ
く
は

　
　
へ
さ
せ
て
埋
葬
す
る
風
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閣
）

　
ま
た
、
大
間
知
が
紹
介
し
た
事
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

　
七
ツ
前
は
神
の
う
ち

　
　
前
号
の
能
田
多
代
子
さ
ん
の
「
七
ツ
前
は
神
様
」
で
思
ひ
出
し
た
が
、
常
陸
多

　
　
賀
郡
高
岡
村
で
は
「
七
ツ
前
は
神
の
う
ち
」
と
三
口
ふ
。
七
ツ
以
下
の
子
供
の
場

　
　
合

は
、
大
人
な
ら
神
様
に
対
し
て
不
敬
に
な
る
や
う
な
こ
と
で
も
不
敬
に
な
ら

　
　
な
い
と
い
ふ
意
味
だ
と
謂
っ
て
居
た
。
ま
た
七
ツ
前
の
子
供
が
死
ん
だ
ら
、
近

　
　
い
過
去
ま
で
は
縁
の
下
へ
埋
め
た
と
聞
い
た
。
五
戸
地
方
で
、
七
ツ
前
の
死
者

　
　
に

は
ホ
シ
カ
鰯
を
一
つ
く
は
へ
さ
し
て
埋
葬
す
る
と
い
ふ
の
は
、
驚
く
べ
き
事

　
　
実

で
あ
る
。

　
能
田
は
、
幼
児
が
「
神
仏
に
供
物
す
る
食
物
」
を
ほ
し
が
っ
た
場
合
、
「
さ
う
（
七

ツ

前
は
神
様
）
云
っ
て
、
仕
方
が
な
い
か
ら
や
る
と
云
っ
て
か
ら
呉
れ
る
」
と
紹
介

し
、
大
間
知
は
、
「
七
ツ
前
は
神
の
う
ち
」
と
は
、
「
大
人
な
ら
神
様
に
対
し
て
不
敬

に
な
る
や
う
な
こ
と
で
も
、
不
敬
に
な
ら
な
い
と
い
ふ
意
だ
」
と
紹
介
し
て
い
る
。

二

つ
の
事
例

と
も
、
幼
児
は
神
仏
に
対
す
る
「
不
敬
」
が
身
に
お
よ
ば
な
い
存
在
と

い

う
意
味
で
、
．
七
ツ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ

ま
り
、
先
に
検
討
し
た
皆
川
の
場
合
と
理
由
は
同
じ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。

　
能
田
や
大
間
知
が
紹
介
し
た
事
例
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
れ
ま
で
く
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
幼
児
は
「
無
服
」
で
、
大
人
と

は

違
っ
て
、
神
仏
に
対
す
る
「
不
敬
」
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
か
つ
絶
対
責
任
無
能

力
者
だ
と
い
う
観
念
と
、
近
世
中
期
以
後
に
成
立
し
て
く
る
幼
児
保
護
の
観
念
と
が

結
び
つ
い
て
、
昭
和
十
年
代
に
．
七
ツ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
っ
た
俗
説
的
表
現
が

成
立
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
時
期
に
な
ぜ
こ
う
し
た
俗
説
的
表
現
が
生
ま
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
次
に
考
え
て
み
る
。

　
神
砥
官
か
ら
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
出
さ
れ
た
「
氏
子
改
規
則
」
は
、
「
百

官
華
族
以
下
庶
民
に
至
る
全
人
民
が
『
産
土
神
へ
名
簿
を
収
め
印
証
を
可
申
受
』
こ

と
を
規
定
し
、
そ
の
名
簿
・
印
証
の
書
式
を
示
し
、
子
午
の
年
毎
に
府
藩
県
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賂
）

が
藩
籍
を
作
成
し
て
、
神
砥
官
へ
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
」
と
い
う
。
そ
し

て
、
翌
年
、
「
新
生
児
は
必
ず
産
土
社
に
詣
っ
て
守
札
を
う
け
、
死
亡
に
さ
い
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
囎
）

は
守
札
を
神
社
に
か
え
す
こ
と
と
」
な
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）

年
の
『
戸
籍
法
』
の
整
備
で
一
定
の
変
容
を
う
け
る
が
、
い
わ
ゆ
る
氏
子
・
氏
神
制

が

そ
の
後
も
第
二
次
大
戦
の
終
了
ま
で
定
着
し
、
庶
民
と
神
社
が
強
力
に
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
服
忌
令
は
、
明
治
七
年
十
月
十
七
日
の
太
政
官
布
告
第
一
〇
八
号
で
、
「
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

家
ノ
制
」
採
用
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
太
政
官
布
告
に
対
し
て
、
「
右
武
家
制
服
忌

令
ノ
儀
ハ
、
元
禄
年
中
改
正
元
文
年
中
増
補
ノ
別
冊
相
用
ヒ
可
然
哉
」
と
い
う
「
京

都
府
伺
」
が
出
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
「
伺
之
通
」
と
い
う
回
答
が
な
さ
れ
、
「
こ

の

忌
服
が
我
が

国
の
人
民
一
般
が
遵
拠
す
べ
き
法
律
上
の
典
型
と
な
っ
た
」
と
い

（1
5
1
）

う
。
武
家
服
忌
令
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
の
段
階
で
庶
民
の
間
に
か
な

り
広
範
囲
に
浸
透
し
て
い
た
が
、
右
の
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て
、
「
わ
が
国
の
人
民

一
般
が
遵
拠
す
べ
き
法
律
上
の
典
型
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か

く
し
て
、
新
生
児
と
神
社
と
の
関
係
が
深
ま
る
と
と
も
に
、
本
文
中
に
「
七
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

未
満
ノ
小
児
ハ
無
服
忌
」
と
あ
る
服
忌
令
も
ま
た
広
く
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
能
田
や
大
間
知
が
紹
介
し
た
「
七
つ
前
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
表
現
は
、
近
代

以
降
の
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
成
立
し
て
き
た
俗
説
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
「
七
つ
前
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
表
現
は
、
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）

年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
民
俗
地
図
』
に
三
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
「
昭

和
3
7
年
度
か
ら
3
9
年
度
に
い
た
る
3
年
間
に
わ
た
っ
て
、
各
都
道
府
県
が
、
そ
れ
ぞ

れ

約
3
0
個
所
を
選
び
（
略
）
実
施
し
た
民
俗
資
料
緊
急
調
査
の
資
料
に
基
づ
い
て
」
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柴田純［“七つ前は神のうち”は本当か］

　
　
　
　
　
　
（
固
）

作
成
さ
れ
て
い
る
。

　

右
の
三
例
の
う
ち
、
一
つ
は
、
新
潟
県
大
谷
地
の
場
合
で
、
「
子
供
が
七
歳
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
・
　
■
　
■
　
・
　
■
　
●
　
●
　
●
　
●
　
　
　
　
　
（
瑚
）

る
ま
で
は
神
の
う
ち
と
い
っ
て
、
悪
さ
を
し
て
も
許
さ
れ
る
」
と
あ
る
。
二
つ
め
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　

群
馬
県
小
日
向
の
場
合
で
、
「
七
歳
ま
で
は
子
は
神
様
だ
と
い
わ
れ
、
神
様
に
御
飯

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
供
え
な
い
う
ち
に
も
食
べ
て
も
よ
く
、
ま
た
悪
い
こ
と
を
し
て
も
し
か
ら
れ
な
い
」

　
　
（
ほ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°
　
°

と
あ
る
。
三
つ
め
は
、
愛
知
県
大
海
の
場
合
で
、
「
八
つ
お
と
な
　
俗
に
7
つ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　

は
神
の
子
と
い
っ
て
、
八
つ
に
な
る
と
八
ツ
オ
ト
ナ
と
い
っ
て
、
父
親
の
な
い
男
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蹴
）

子

は
、
父
親
に
代
わ
っ
て
村
役
に
も
出
た
」
と
あ
る
。

　
右
の
三

例
の

う
ち
、
最
初
の
二
例
は
、
皆
川
や
能
田
、
大
間
知
が
紹
介
し
た
事
例

と
基
本
的
に
同
じ
な
の
で
、
特
に
付
け
加
え
て
い
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
三
つ

め

の

例
は
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
と
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
「
俗
に
7
つ
ま
で
は
神
の

子
」
と
す
る
理
由
が
全
く
わ
か
ら
な
い
。
七
、
八
歳
に
な
れ
ば
、
父
親
に
代
わ
っ
て

村
役

な
ど
に
出
る
例
は
近
世
で
も
多
い
。
例
え
ば
、
『
関
口
日
記
』
に
も
、
文
化
十

（
一
八
一
三
）
年
一
月
十
六
日
に
、
次
男
の
可
吉
七
歳
が
、
兄
享
次
十
二
歳
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぽ
）

に
、
父
親
に
代
わ
っ
て
「
八
幡
宮
神
楽
」
に
出
席
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
は
、
お
そ

ら
く
調
査
者
が
”
7
つ
ま
で
は
神
の
子
”
と
い
う
表
現
を
知
っ
て
い
て
、
枕
言
葉
と

し
て
「
俗
に
」
云
々
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
『
日
本
民
俗
地

図
』
に
は
「
七
つ
前
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
表
現
が
二
例
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、

能
田
や
大
間
知
の
事
例
で
検
討
し
た
と
同
じ
で
、
特
に
新
し
い
事
実
を
示
す
も
の
で

な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
全
部
あ
わ
せ
て
現
在
ま
で
に
よ
う
や
く
四
例
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

　
最
後
に
、
近
代
以
後
、
新
し
い
観
念
が
容
易
に
成
立
す
る
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
群
馬
県
や
埼
玉
県
な
ど
を
中
心
に
し
て
、
呑
竜
信
仰
と
称
さ
れ
る
子
育
信
仰
が
み

ら
れ
る
。
こ
の
信
仰
は
、
群
馬
県
太
田
市
の
大
光
院
開
山
上
人
で
あ
る
呑
竜
を
崇
拝

対
象
と
し
た
も
の
で
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
に
、
日
野
霊
瑞
上
人
が
組
織
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
邸
）

呑
竜
講
が
基
に
な
り
、
次
第
に
周
辺
地
域
に
拡
大
・
浸
透
し
て
い
っ
た
。
な
お
、
大

光
院
は
、
徳
川
家
の
祖
新
田
義
重
を
祀
る
た
め
、
徳
川
家
の
篤
い
保
護
を
う
け
て
御

朱
印
三
百
石
を
与
え
ら
れ
た
が
、
呑
竜
の
「
履
歴
の
上
で
は
子
育
て
に
直
接
結
び
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陶
）

く
も
の
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
呑
竜
信
仰
は
、
近
代
以
後
に
新
し
く

成
立
し
た
子
育
信
仰
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

で

は
、
『
日
本
民
俗
地
図
』
に
は
、
呑
竜
信
仰
に
関
す
る
記
事
は
ど
の
程
度
み
ら

れ

る
だ
ろ
う
か
。
呑
竜
信
仰
と
明
確
に
確
認
で
き
る
事
例
を
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り

で

あ
る
。
埼
玉
県
で
は
、
三
十
一
ケ
所
の
調
査
地
点
の
う
ち
十
六
ケ
所
、
群
馬
県
で

は
、
二
十
ニ
ケ
所
の
う
ち
五
ケ
所
で
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
群
馬
県
で
は
、
下
川
田

で
、
「
七
歳
に
な
る
と
、
七
つ
坊
主
と
い
っ
て
頭
を
き
れ
い
に
そ
り
お
と
す
も
の
も

い

た
。
こ
れ
は
健
康
に
育
つ
よ
う
に
、
呑
竜
上
人
の
お
弟
子
に
な
る
た
め
で
あ
る
」

　
　
（
6
0
1
）

と
あ
り
、
足
次
で
、
「
大
田
の
呑
竜
様
に
弟
子
入
り
を
し
て
頭
髪
を
剃
り
、
育
児
の

　
　
　
　
　
　
（
皿
）

無
事
を
祈
る
」
と
い
っ
た
報
告
が
あ
る
。
ま
た
埼
玉
県
で
は
、
膝
折
で
、
「
生
ま
れ

た
子
が
病
弱
で
あ
る
と
き
は
、
川
越
の
呑
竜
さ
ま
に
あ
ず
け
、
7
歳
ま
で
坊
主
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脱
）

る
こ
と
も
あ
る
」
と
あ
り
、
小
杉
で
、
「
子
供
が
7
歳
ま
で
は
、
呑
竜
様
が
守
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

く
れ
る
と
い
う
呑
竜
講
の
信
仰
が
あ
る
」
と
あ
っ
て
、
上
八
ツ
林
で
、
「
子
育
て
の

神
は
呑
竜
様
で
あ
る
。
特
に
呑
竜
っ
子
と
い
っ
て
、
呑
竜
様
に
お
願
い
し
て
成
長
を

　
　
（
胸
）

祈
っ
た
」
な
ど
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
呑
竜
講
が
組
織
さ
れ
始
め
て
か
ら
、
九
十
年

も
経
過
し
な
い
う
ち
に
、
近
世
中
期
以
後
の
幼
児
保
護
観
念
の
高
ま
り
の
な
か
で
、

呑
竜
信
仰
が
埼
玉
県
や
群
馬
県
な
ど
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

の

で

あ
る
。
観
念
と
は
、
一
般
的
に
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
、
か
つ
変
容
し
て
い
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
“
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
っ
た
表
現
は
、
わ
ず
か

四
例
に
す
ぎ
ず
、
呑
竜
信
仰
と
比
べ
て
も
は
る
か
に
少
な
い
こ
と
か
ら
、
ご
く
一
部

地
域

に
生
ま
れ
た
俗
説
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
古
代
・
中

世
で

は
、
幼
児
は
「
無
服
」
と
さ
れ
、
神
事
の
挙
行
か
ら
疎
外
さ
れ
、
か
つ
刑
罰
的

世
界
か

ら
も
排
除
さ
れ
、
大
人
社
会
と
は
異
な
っ
て
「
尊
卑
」
の
な
い
特
別
な
存
在

と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
近
世
に
な
っ
て
、
庶
民
の
家
が
確
立
さ
れ
て
く
る

と
、
幼
児
は
「
子
宝
」
と
し
て
保
護
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
疎
外
の
論
理
は
次
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第
に
忘
れ
ら
れ
、
「
無
服
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
種
の
特
権
視
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

　
　
　
（
㏄
1
）

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
近
代
に
な
る
と
、
国
家
神
道
が
日
本
列
島
の
す
み
ず
み
に
ま
で

浸
透

し
て
い
く
な
か
で
、
”
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
う
俗
説
的
表
現
が
ご
く
一

部
の
地
域
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
近
代
に
な
っ
て
成
立
し
た
。
七
つ
前
は
神
の
う
ち
”
と
い
う
観
念
が
、

い
か

な
る
歴
史
過
程
を
背
景
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
た
め
に
、
古
代
・

中
世
に
み
ら
れ
た
幼
児
に
対
す
る
疎
外
の
論
理
か
ら
、
近
世
に
な
っ
て
成
立
し
て
く

る
保
護
の
論
理
へ
の
展
開
を
通
史
的
に
さ
し
示
め
そ
う
と
し
た
た
め
、
や
や
実
証
的

に
は
弱
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
疎
外
と
保
護
の
論
理
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

に
も
っ
て
い
た
特
質
や
意
義
を
も
含
め
て
、
よ
り
詳
細
な
実
証
的
考
察
は
今
後
の
課

題

と
し
た
い
。
た
だ
、
歴
史
的
考
察
は
、
ロ
マ
ン
や
願
望
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も

事
実
を
直
視
し
、
そ
れ
と
格
闘
す
る
こ
と
で
し
か
、
今
後
の
研
究
の
進
展
が
期
待
で

き
な
い
こ
と
を
銘
記
し
て
お
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
十
巻
（
筑
摩
書
房
）
三
五
四
頁
。

（2
）
　
『
民
間
伝
承
』
第
三
巻
第
三
号
。

（3
）
　
『
民
間
伝
承
』
第
三
巻
第
四
号
。

（
4
）
　
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
十
巻
（
筑
摩
書
房
）
一
四
六
頁
。

（5
）
　
『
児
や
ら
い
』
（
民
俗
民
芸
双
書
2
6
、
岩
崎
美
術
社
、
一
九
六
八
年
）
、
『
子
育
て
の
民
俗
』
（
岩

　
　
田
書
院
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
。
そ
の
他
、
宮
田
登
『
老
人
と
子
供
の
民
俗
学
』
（
白
水
社
、

　
　
一
九
九
六
年
）
な
ど
参
照
。

（6
）
　
「
子
ど
も
論
の
現
在
」
（
『
社
会
民
俗
研
究
』
第
｝
号
、
一
九
八
八
年
）
。

（
7
）
　
「
柳
田
国
男
の
『
子
ど
も
』
観
に
つ
い
て
」
（
『
社
会
民
俗
研
究
』
第
一
号
、
一
九
八
八
年
）
。

（
8
）
　
『
民
俗
学
と
子
ど
も
研
究
』
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
5
4
、
一
九
九
三
年
）
。

（
9
）
　
塩
野
雅
代
前
掲
論
文
二
三
～
二
六
頁
。

（
1
0
）
　
福
田
ア
ジ
オ
前
掲
論
文
一
五
三
・
一
五
四
頁
。

（
1
1
）
　
武
田
正
『
子
ど
も
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
（
岩
田
書
院
、
一
九
九
七
年
）
三
三
頁
。

（
1
2
）
　
森
山
茂
樹
・
中
江
和
恵
『
日
本
子
ど
も
史
』
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
）
四
九
頁
。

（
1
3
）
　
例
え
ば
、
武
田
は
前
掲
書
（
三
二
頁
）
で
、
「
こ
れ
（
柳
田
の
指
摘
）
を
そ
の
ま
ま
七
歳
前

　
　
の
子
ど
も
が
神
で
あ
る
と
か
、
再
び
生
ま
れ
替
わ
り
や
す
い
と
い
っ
た
子
ど
も
観
は
根
拠
が
乏

　
　
し
い
と
い
っ
た
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
」
と
、
一
応
批
判
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

　
　
る
。

（
1
4
）
　
『
近
世
服
忌
令
の
研
究
』
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）
第
一
章
参
照
。

（
1
5
）
　
「
御
当
家
令
条
」
（
石
井
良
助
編
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
2
、
創
文
社
）
巻
三
十
六
。

（
1
6
）
　
『
律
令
』
（
日
本
思
想
大
系
3
、
岩
波
書
店
）
。

（
1
7
）
　
仁
井
田
陞
『
補
訂
中
国
法
制
史
研
究
聾
瀦
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
六
一
七

　
　
頁
。

（8
1
）
　
前
掲
『
律
令
』
。

（
1
9
）
　
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
第
二
巻
（
武
蔵
野
書
院
）
所
収
。

（
2
0
）
　
小
林
宏
「
因
准
ノ
文
ヲ
以
ッ
テ
折
中
ノ
理
ヲ
案
ズ
ベ
シ
ー
明
法
家
の
法
解
釈
理
論
ー
」
（
『
国

　
　
学
院
法
学
』
第
二
八
巻
第
四
号
、
一
九
九
一
年
）
が
、
本
条
に
つ
い
て
、
折
中
と
因
准
の
均
衡

　
　
が
取
れ
た
法
解
釈
と
評
価
し
て
い
る
。

（
2
1
）
　
『
群
書
類
従
』
第
六
輯
、
律
令
部
所
収
。

（
2
2
）
　
前
掲
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
第
二
巻
所
収
。

（2
3
）
　
『
小
右
記
』
一
（
『
大
日
本
古
記
録
』
、
岩
波
書
店
所
収
）
。

（
2
4
）
　
『
増
補
史
料
大
成
』
8
（
臨
川
書
店
）
所
収
。

（
2
5
）
　
『
仲
資
王
記
』
下
巻
（
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
、
写
本
）
。
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（
2
6
）
　
『
吾
妻
鏡
」
第
四
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
、
吉
川
弘
文
館
所
収
）
。

（
2
7
）
　
竹
内
理
三
編
『
続
史
料
大
成
』
2
1
（
臨
川
書
店
所
収
）
。

（
2
8
）
同
上
。

（
2
9
）
　
『
古
事
類
苑
』
礼
式
部
二
十
五
、
服
紀
上
、
六
三
一
頁
。

（
3
0
）
　
中
世
に
成
立
し
た
神
社
の
服
忌
令
と
、
江
戸
幕
府
が
公
布
し
た
武
家
服
忌
令
と
の
関
係
は
、

　
　
林
由
紀
子
前
掲
書
参
照
。

（
3
1
）
　
前
掲
「
御
当
家
令
条
」
。
な
お
、
幕
府
服
忌
令
の
条
文
は
「
七
才
未
満
」
と
あ
る
が
、
実
際

　
　

は
「
七
才
以
下
」
が
正
し
い
。
本
論
で
は
「
七
才
以
下
」
と
し
て
考
察
し
て
い
く
。

（3
2
）
　
前
掲
「
御
当
家
令
条
」
。

（3
3
）
　
同
上
。

（
3
4
）
　
林
由
紀
子
前
掲
書
三
四
一
頁
。

（
3
5
）
奥
野
彦
六
『
徳
川
幕
府
と
中
国
法
』
（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）
五
〇
頁
。

（
3
6
）
祖
棟
物
茂
卿
著
、
内
田
智
雄
・
日
原
利
国
校
訂
『
麟
定
本
明
律
国
字
解
』
（
創
文
社
、

　
　
「
九
六
六
年
）
八
〇
頁
。

（
3
7
）
　
林
由
紀
子
前
掲
書
一
九
九
・
二
〇
〇
頁
。

（3
8
）
　
「
木
下
順
庵
書
簡
集
」
（
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
、
写
本
）
。

（
3
9
）
　
内
閣
文
庫
蔵
紅
葉
山
文
庫
本
『
律
』
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
『
律
令
』
七

　
　
頁
の
凡
例
参
照
）
。

（
4
0
）
　
「
木
下
寅
亮
書
簡
集
」
（
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
、
写
本
）
。

（
4
1
）
　
松
下
忠
『
紀
州
の
漢
字
』
（
鳳
出
版
、
一
九
七
四
年
）
第
七
章
参
照
。

（
4
2
）
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
　
徳
川
実
紀
第
九
篇
』
（
吉
川
弘
文
館
）
所
収
。

（
4
3
）
　
拙
稿
『
思
想
史
に
お
け
る
近
世
』
（
恩
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）
第
二
章
参
照
。

（
4
4
）
　
『
活
所
備
忘
録
』
（
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
、
写
本
）
。

（4
5
）
　
同
上
。

（
4
6
）
　
内
藤
聡
嬰
編
『
徳
川
十
五
代
史
』
（
新
人
物
往
来
社
）
第
六
編
。

（
4
7
）
　
松
下
忠
前
掲
書
一
二
五
頁
。

（
4
8
）
　
前
掲
『
舗
定
本
明
律
国
字
解
』
八
〇
頁
。

（
4
9
）
　
『
江
戸
町
触
集
成
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
）
第
二
巻
、
二
一
九
五
。

（
5
0
）
　
同
上
、
二
四
五
一
。

（5
1
）
　
同
上
、
三
〇
二
二
。

（
5
2
）
　
同
上
、
二
二
一
四
。

（
5
3
）
　
前
掲
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
1
、
五
七
七
。

（
5
4
）
　
前
掲
『
江
戸
町
触
集
成
』
第
二
巻
、
三
〇
四
〇
。

（
5
5
）
　
『
近
世
・
近
代
風
俗
史
料
貼
込
帖
』
（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
所
蔵
、
雄

　
　
松
堂
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
。

（
5
6
）
　
橋
本
萬
平
「
『
大
ざ
つ
し
よ
』
の
系
統
と
特
色
」
・
小
池
淳
一
「
大
雑
書
と
民
俗
研
究
」
（
と

　
　

も
に
『
寛
永
九
年
版
、
大
ざ
つ
し
よ
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
所
収
）
、
森
田
登
代
子
「
大

　
　
雑
書
研
究
序
説
」
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
i
『
日
本
研
究
』
2
9
、
二
〇
〇
四
年
）
、
川
崎

　
　

理
恵

「初
期
大
雑
書
に
関
す
る
書
誌
的
考
察
ー
寛
永
か
ら
慶
安
四
年
ま
で
ー
」
（
『
京
都
女
子
大

　
　
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
　
史
学
編
』
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年
）
、
同
「
大
雑
書
に
関

　
　

す
る
書
誌
的
考
察
－
慶
安
か
ら
元
禄
前
期
ま
で
ー
」
（
同
上
、
第
五
号
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど

　
　
参
照
。

（
5
7
）
　
国
会
図
書
館
所
蔵
。

（
5
8
）
　
東
海
学
園
大
学
所
蔵
。

（5
9
）
　
『
節
用
集
大
系
』
（
大
空
社
）
一
三
二
巻
所
収
。

（
6
0
）
前
掲
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』
第
二
巻
所
収
、
も
と
版
本
。

（6
1
）
　
同
上
所
収
。

（6
2
）
　
『
増
註
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
（
名
著
普
及
会
）
所
収
。

（
6
3
∀
　
辻
達
也
『
江
戸
時
代
を
考
え
る
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
、
横
田
冬
彦
「
『
徒
然
草
』

　
　
は
江
戸
文
学
か
？
」
（
『
歴
史
評
論
』
、
六
〇
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
参
照
。

（
6
4
）
　
『
江
戸
時
代
女
性
文
庫
』
（
大
空
社
∀
3
9
、
所
収
。
原
本
は
ほ
と
ん
ど
の
漢
字
に
ル
ビ
が
あ
る

　
　
が
、
引
用
で
は
省
略
し
た
。

（
6
5
）
　
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
発
行
の
一
枚
刷
「
萬
代
懐
宝
雑
書
」
（
前
掲
『
近
世
・
近
代
風
俗

　
　
史
料
貼
込
帖
』
所
収
）
に
、
「
九
族
服
忌
令
改
正
之
図
」
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
小
児
七

　
　
才
ま
で
ハ
い
ミ
ふ
く
な
し
」
と
あ
る
。

（
6
6
）
　
北
野
天
満
宮
史
料
刊
行
会
『
北
野
天
満
宮
史
料
　
宮
仕
記
録
続
四
』
（
二
〇
〇
七
年
）
所
収
。

（
6
7
）
　
『
和
歌
山
市
史
』
第
五
巻
、
近
世
史
料
－
所
収
。

（6
8
）
　
同
上
。

（
6
9
）
　
横
浜
市
教
育
委
員
会
発
行
。
な
お
、
長
島
淳
子
「
幕
末
農
村
女
性
の
行
動
の
自
由
と
家
事
労

　
　
働
ー
武
州
橘
樹
郡
生
麦
村
『
関
口
日
記
』
を
素
材
と
し
て
」
（
永
原
和
子
編
『
日
本
家
族
史
論
集
』

　
　
1
1
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
所
収
）
参
照
。

（
7
0
）
　
前
田
正
治
『
日
本
近
世
村
法
の
研
究
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
〇
年
）
附
録
の
『
村
法
集
』

　
　
五
八
。

（7
1
）
　
前
掲
『
北
野
天
満
宮
史
料
　
宮
仕
記
録
続
四
』

（
7
2
）
同
上
。

（7
3
）
　
同
上
。

（
7
4
）
　
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
死
去
時
に
、
そ
の
子
家
継
が
四
歳
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
家
継
が
喪
に

　
　
服
す
べ
き
か
ど
う
か
で
新
井
白
石
と
林
信
篤
の
間
で
論
争
が
お
こ
っ
た
（
詳
細
は
林
由
紀
子

　
　
前
掲
書
第
六
章
参
照
）
。
し
か
し
、
結
局
は
「
本
朝
之
通
制
」
を
説
く
信
篤
の
主
張
通
り
に
な
っ

　
　
て
い
る
。

（
7
5
）
　
例
え
ば
、
林
由
紀
子
前
掲
書
（
六
一
頁
）
に
、
「
法
に
よ
っ
て
稜
を
規
定
し
た
権
力
は
、
一

　

方
で
自
己
の
意
志
（
都
合
）
に
よ
っ
て
こ
れ
を
免
除
す
る
（
忌
御
免
）
権
限
を
有
す
る
」
と
あ
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る
よ
う
に
、
一
般
的
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

（
7
6
）
朝
尾
直
弘
編
『
京
都
雑
色
記
録
』
一
（
京
都
大
学
史
料
叢
書
7
、
恩
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
。

（
7
7
）
　
『
硯
難
家
乗
』
一
（
清
文
堂
出
版
、
↓
九
八
四
年
）
。

（
7
8
）
　
前
掲
『
和
歌
山
市
史
』
の
史
料
解
説
（
＝
三
四
頁
）
。

（
7
9
）
　
『
齢
民
事
慣
例
類
集
』
（
青
史
社
、
一
九
七
六
年
）
に
、
「
紀
伊
国
名
草
郡
海
部
郡
」
の
例
と

　
　
し
て
、
「
子
生
レ
テ
八
歳
二
至
リ
始
テ
宗
門
帳
へ
記
載
ス
、
村
方
ニ
テ
ハ
父
召
連
レ
大
荘
屋

　
　
ノ
宅
二
至
リ
、
宗
門
帳
へ
自
ラ
押
印
ス
ル
例
ナ
リ
」
（
三
七
頁
）
と
あ
る
。

（
8
0
）
　
藩
法
研
究
会
編
『
藩
法
集
7
　
熊
本
藩
』
（
創
文
社
）
七
八
七
。

（
8
1
）
　
同
上
、
八
二
一
。

（8
2
）
　
同
上
、
八
二
〇
。

（8
3
）
　
前
掲
『
律
令
』
、
「
名
例
律
」
6
八
虐
。

（
8
4
）
　
同
上
、
「
賊
盗
律
」
第
七
6
。

（
8
5
）
　
加
藤
理
『
「
ち
こ
」
と
「
わ
ら
は
」
の
生
活
史
』
（
慶
応
通
信
株
式
会
社
、
一
九
九
四
年
）
、

　
　
n
部
二
章
、
大
喜
直
彦
「
中
世
の
捨
子
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
一
五
号
、
一
九
九
九
年
て
前
掲
『
日

　
　
本
子
ど
も
史
』
第
二
章
第
四
節
な
ど
参
照
。

（
8
6
）
　
『
今
昔
物
語
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
）
巻
十
九
の
第
廿
七
に
、
母
と
子
を
洪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ
　
　
　
ロ
　
　
　
　

　
　
水

に
流
さ
れ
た
法
師
が
、
「
命
有
ラ
バ
子
ヲ
バ
亦
儲
テ
ム
」
と
述
べ
、
子
を
見
殺
し
に
し
た
例

　
　
が
あ
り
、
ま
た
、
巻
二
十
九
の
第
廿
九
に
、
山
中
で
乞
食
に
襲
わ
れ
た
女
が
、
わ
が
子
を
「
質
」

　
　
に
し
て
逃
走
し
た
例
が
み
え
る
。
い
ず
れ
も
「
讃
メ
」
ら
れ
て
い
る
。
孝
や
恥
が
優
先
す
る
社

　
　
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
8
7
）
　
坂
田
聰
『
日
本
中
世
の
氏
・
家
・
村
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
参
照
。

（
8
8
）
　
圭
室
諦
成
『
葬
式
仏
教
』
（
大
法
輪
閣
、
一
九
六
三
年
）
な
ど
参
照
。

（
8
9
）
　
前
掲
拙
稿
第
一
章
。
な
お
、
人
の
問
題
は
人
が
解
決
す
る
の
だ
、
と
い
っ
た
近
世
に
成
立
す

　
　

る
新
し
い
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
的
思
想
の
形
成
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
第

　
　
七
巻
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
所
収
）
参
照
。

（
9
0
）
　
『
岩
波
文
庫
』
。
な
お
、
黒
田
日
出
男
「
異
界
の
子
ど
も
近
世
の
子
ど
も
」
（
『
浮
世
絵
の
な
か

　
　
の

子

ど
も
た
ち
』
（
く
も
ん
出
版
、
一
九
九
三
年
）
、
斉
藤
研
一
『
子
ど
も
の
中
世
史
』
（
吉
川

　
　
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
、
古
岡
真
知
子
「
日
本
の
子
育
て
文
化
に
お
け
る
子
ど
も
観
」
（
『
東

　
　
大

阪
大
学
・
東
大
阪
大
学
短
期
大
学
部
教
育
研
究
紀
要
』
2
、
二
〇
〇
五
年
）
に
、
「
子
宝
」

　
　
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

（
9
1
）
　
「
女
大
学
資
料
集
成
』
（
大
空
社
）
第
一
巻
所
収
D

（
9
2
）
　
『
近
松
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
第
十
一
巻
所
収
。

（
9
3
）
　
中
野
節
子
『
考
え
る
女
た
ち
ー
仮
名
草
子
か
ら
「
女
大
学
ヒ
（
大
空
社
、
一
九
九
七
年
）

　
　
二
七

八
頁
。

（
9
4
）
　
『
重
宝
記
資
料
集
成
』
（
臨
川
書
店
）
第
一
巻
所
収
。

（
9
5
）
　
同
上
、
第
四
巻
所
収
。

（9
6
）
　
『
江
戸
時
代
女
性
文
庫
』
（
大
空
社
）
4
所
収
。

（
9
7
）
　
こ
の
序
で
は
、
書
名
が
「
小
児
養
育
草
」
と
あ
り
、
元
禄
十
六
年
に
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い

　
　
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
正
徳
四
年
の
序
に
、
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
の
京
都
大
火
で
「
蔵
版
」

　
　
が
焼
失
し
た
た
め
、
新
た
に
「
先
生
為
二
之
増
補
一
、
加
二
之
薬
方
・
、
寿
二
諸
梓
棄
一
、
以
垂
二

　
　
不
朽
一
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
徳
五
年
に
改
め
て
版
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

（9
8
）
　
『
女
大
学
資
料
集
成
』
（
大
空
社
）
第
一
巻
所
収
。

（
9
9
）
　
『
元
禄
前
句
付
集
』
（
麟
姻
鰭
館
俳
書
集
成
第
三
十
巻
、
天
理
大
学
出
版
部
）
所
収
。

（0
0
1
）
　
『
女
大
学
資
料
集
成
』
（
大
空
社
）
第
三
巻
所
収
。

（
1
0
1
）
　
小
泉
吉
永
「
『
女
大
学
』
と
柏
原
屋
清
右
衛
門
」
（
『
江
戸
期
お
ん
な
考
』
第
五
号
、
桂
文
庫
、

　
　
一
九
九
四
年
）
。

（
皿
）
　
益
軒
と
牛
山
の
相
違
は
、
益
軒
が
『
和
俗
童
子
訓
』
で
、
主
に
七
歳
以
降
の
子
供
の
教
育
に

　
　
ふ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
牛
山
は
『
小
児
必
用
記
』
で
、
七
歳
ま
で
の
幼
児
の
養
育
方
法
を

　
　
中
心
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（3
0
1
）
　
小
泉
士
甲
水
前
掲
論
文
参
照
。

（
姐
）
　
『
安
藤
昌
益
・
佐
藤
信
淵
』
（
日
本
思
想
体
系
4
5
、
岩
波
書
店
）
所
収
。

（
5
0
1
）
　
『
二
宮
尊
徳
・
大
原
幽
学
』
（
日
本
思
想
体
系
5
2
、
岩
波
書
店
）
所
収
。

（
鵬
）
　
塚
本
学
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
）
「
捨
子
・
捨
牛
馬
」
の
章
を
参
照
。

（皿
）
　
前
掲
「
御
当
家
令
条
」
四
七
九
。

（鵬
）
　
同
上
、
四
八
〇
。

（9
0
1
）
　
同
上
、
四
八
五
。

（
0
1
1
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
（
創
文
社
）
前
集
第
六
、
三
五
二
三
。

（
1
1
1
）
　
拙
稿
「
行
旅
難
渋
者
救
済
シ
ス
テ
ム
ー
法
的
整
備
を
中
心
に
し
て
」
（
『
史
窓
』
第
五
八
号
、

　
　
二
〇
〇
一
年
）
、
お
よ
び
「
近
世
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
ー
紀
州
藩
田
辺
領
を
中
心
に
ー
」
（
『
史

　
　
窓
』
第
六
二
号
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
皿
）
　
沢
山
美
果
子
「
近
世
後
期
捨
子
の
実
態
ー
岡
山
城
下
町
を
中
心
に
ー
」
（
『
順
正
短
期
大
学
研

　
　
究
紀
要
』
2
8
号
、
一
九
九
九
年
）
に
、
「
岡
山
藩
で
は
、
幕
法
よ
り
も
3
3
年
前
」
に
「
捨
子
養

　
　
育
者
に
褒
賞
」
が
与
え
ら
れ
、
延
宝
年
間
に
は
養
育
料
の
支
給
が
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
ま

　
　
た
、
井
上
隆
明
「
近
世
後
期
福
岡
藩
の
捨
子
ー
町
方
を
中
心
に
ー
」
（
『
福
岡
大
学
大
学
院
論
集
』

　
　
34

巻
1
号
、
二
〇
〇
二
年
）
に
、
福
岡
藩
で
も
、
元
禄
令
以
前
か
ら
教
示
の
形
で
捨
子
禁
制
が

　
　
あ
っ
た
と
す
る
。

（
3
1
1
）
　
立
浪
澄
子
「
加
賀
藩
の
捨
子
」
（
『
富
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
2
7
輯
、
一
九
九
二
年
）
、

　
　
同
「
近
世
捨
子
史
考
－
加
賀
藩
の
事
例
を
中
心
に
ー
」
（
『
女
と
男
の
時
空
ー
日
本
女
性
史
再
考

　
　

W
燗
熟
す
る
女
と
男
ー
近
世
』
（
藤
原
書
店
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
咀
）
　
沢
山
美
果
子
前
掲
論
文
、
沢
山
美
果
子
「
天
保
飢
饅
下
の
捨
子
ー
津
山
藩
領
内
に
お
け
る

　
　
ー
」
（
『
順
正
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
3
0
号
、
二
〇
〇
一
年
）
、
横
田
武
子
「
福
岡
藩
に
お
け
る

　
　
産
子
養
育
制
度
」
（
『
福
岡
県
地
域
史
研
究
』
1
4
号
、
一
九
九
六
年
）
、
同
「
福
岡
藩
に
お
け
る
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産
子
養
育
制
度
の
変
遷
」
（
『
福
岡
県
地
域
史
研
究
』
1
5
号
、
一
九
九
七
年
）
、
安
川
巌
「
宗
旨

　
　
御
改
帳
に
見
る
捨
子
の
記
録
」
（
『
西
日
本
文
化
』
7
7
号
、
一
九
七
一
年
）
、
田
中
道
雄
「
捨

　
　
子

と
蕉
門
俳
譜
ー
国
老
・
藩
儒
・
町
人
を
結
ん
だ
“
人
情
”
1
」
（
『
福
岡
県
史
』
近
世
研
究
編
、

　
　
福
岡
藩
（
三
）
、
一
九
八
七
年
）
、
三
木
え
り
子
「
近
世
後
期
小
野
藩
に
お
け
る
捨
子
と
地
域
社

　
　
会
」
（
『
歴
史
と
神
戸
』
四
一
巻
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
参
照
。

（
5
1
1
）
　
前
掲
『
江
戸
町
触
集
成
』
二
六
九
一
。

（
6
1
1
）
　
三
木
え
り
子
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
播
磨
の
小
野
藩
で
は
、
近
世
後
期
の
年
齢
が
わ
か
る
捨

　
　
子

六
一
件
の
う
ち
、
当
歳
以
下
が
二
五
件
、
二
、
三
歳
が
三
二
件
、
四
、
五
歳
が
四
件
と
、
す
べ

　
　
て

七
歳
以
下

の
幼
児
で
あ
っ
た
。

（
7
1
1
）
　
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
（
岩
波
書
店
）
二
八
一
四
。

（8
1
1
）
　
同
上
、
二
八
一
九
。

（
㎜
）
　
『
住
友
史
料
叢
書
　
年
々
諸
用
留
』
（
恩
文
閣
出
版
）
四
番
（
下
）
・
五
番
、
六
番
、
七
番
、

　
　
八
番
参
照
。
な
お
、
菅
原
憲
二
「
近
世
京
都
の
町
と
捨
子
」
（
『
歴
史
評
論
』
四
二
二
、
校
倉
書

　
　
房
、
一
九
八
五
年
）
は
、
京
都
の
「
捨
子
養
育
制
度
」
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
と
展
開
を
詳
述

　
　
し
て
い
る
。

（
㎜
∀
前
掲
『
住
友
史
料
叢
書
　
年
々
諸
用
留
』
四
番
（
下
）
・
五
番
、
七
二
。

（
皿
）
前
掲
『
住
友
史
料
叢
書
　
年
々
諸
用
留
』
八
番
、
四
六
。

（2
2
1
）
　
同
上
、
二
〇
九
。

（
3
2
1
）
　
穂
積
陳
重
編
『
五
人
組
法
規
集
』
（
有
斐
閣
、
一
九
二
一
年
）
、
同
『
五
人
組
法
規
集
　
続
編

　
　
上
』
（
有
斐
閣
、
一
九
四
四
年
）
、
同
『
五
人
組
法
規
集
　
続
編
下
』
（
有
斐
閣
、
一
九
四
四
年
）

　
　
参
照
。

（
4
2
1
）
　
「
享
保
十
四
年
下
総
国
海
上
郡
野
尻
村
五
人
組
帳
」
（
前
掲
「
五
人
組
法
規
集
　
続
編
上
』
所

　
　収
）
。

（
5
2
1
）
　
前
掲
『
五
人
組
法
規
集
　
続
編
上
』
所
収
。

（6
2
1
）
同
上
。

（
7
2
1
）
　
「
明
和
四
年
山
城
国
紀
伊
郡
稲
荷
村
五
人
組
帳
」
（
前
掲
『
五
人
組
法
規
集
　
続
編
上
』
所
収
）
。

（8
2
1
）
　
「
安
永
七
年
越
後
国
西
頸
城
郡
清
崎
藩
御
条
目
」
（
前
掲
『
五
人
組
法
規
集
　
続
編
下
』
所
収
）
。

（
四
）
　
「
天
明
頃
三
河
国
挙
母
領
掟
書
」
（
前
掲
『
五
人
組
法
規
集
　
続
編
下
』
所
収
）
。

（
㎜
）
　
前
掲
『
五
人
組
法
規
集
　
続
編
下
』
所
収
。

（
m
）
同
上
。

（
2
3
1
）
　
前
掲
拙
稿
「
近
世
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
」
参
照
。

（
㎜
）
　
『
鳥
取
県
史
第
九
巻
～
第
十
三
巻
、
近
世
資
料
』
所
収
。

（4
3
1
）
同
上
。

（皿
）
同
上
。

（
6
3
1
）
　
同
上
。
な
お
、
天
保
八
年
六
月
十
二
日
の
記
事
に
、
「
弐
歳
位
之
女
子
」
の
捨
子
を
「
貰
請

　
　
永
代
養
育
」
し
た
い
旨
申
し
出
た
者
に
、
「
秋
米
三
俵
」
が
支
給
さ
れ
、
ま
た
、
同
年
十
二
月

　
　
二
十
七
日
の
記
事
に
、
「
四
歳
斗
之
男
子
」
の
捨
子
を
「
貰
申
度
」
き
旨
申
し
出
た
者
に
、
「
米

　
　
壱
石
弐
斗
」
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
捨
子
の
場
合
も
、
行
倒
人
が
残
し
た
幼
児
に
対
し
て
と
同

　
　
様
な
処
置
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
7
3
1
）
　
「
高
崎
藩
・
雑
記
」
（
『
藩
法
集
5
　
諸
藩
』
創
文
社
、
一
九
六
四
年
）
三
五
。
な
お
、
沢
山

　
　
美
果
子
前
掲
論
文
「
近
世
後
期
捨
子
の
実
態
」
に
よ
れ
ば
、
岡
山
藩
で
は
、
七
歳
ま
で
の
幼
児

　
　

に
養
育
料
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
「
天
保
飢
饒
下
の
捨
子
」
に
よ
れ
ば
、
津
山
藩
で

　
　
も
、
七
歳
ま
で
の
幼
児
に
「
産
育
米
」
が
支
給
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
同
論
文
に
よ
れ

　
　
ば
、
津
山
藩
で
は
、
天
保
頃
に
「
育
児
院
の
構
想
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
8
3
1
）
　
横
田
武
子
前
掲
論
文
、
井
上
隆
明
前
掲
論
文
な
ど
参
照
。

（9
3
1
）
　
三
木
え
り
子
前
掲
論
文
参
照
。

（0
4
1
）
　
第
三
百
号
（
『
明
治
四
年
法
令
全
書
』
所
収
∀
。

（姐
）
　
前
掲
拙
稿
「
近
世
の
パ
ス
ポ
ー
ト
体
制
」
参
照
。

（
辺
）
　
三
木
え
り
子
前
掲
論
文
一
二
頁
。

（
螂
）
　
塩
野
雅
代
前
掲
論
文
二
八
頁
。

（
4
4
1
）
　
皆
川
美
恵
子
「
『
桑
名
日
記
・
柏
崎
日
記
』
に
み
る
子
ど
も
」
（
『
新
し
い
子
ど
も
学
3
　
子

　
　
ど
も
と
は
』
海
鳴
社
、
一
九
八
六
年
）
二
七
一
・
二
七
二
頁
。

（
皿
）
　
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
京
都
の
雑
色
な
ど
下
級
役
人
が
服
忌
令
の
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ

　
　
と
か
ら
、
た
と
え
下
級
武
士
で
あ
っ
て
も
、
武
士
で
あ
る
以
上
、
服
忌
令
の
知
識
は
常
識
で

　
　
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
の
自
序
が
あ
る
加
藤
次
章
『
服
忌
令
撰
註
分
釈
』

　
　
人
、
下
（
東
北
大
学
図
書
館
所
蔵
）
に
は
、
「
七
歳
未
満
」
に
つ
い
て
の
諸
藩
か
ら
幕
府
へ
の

　
　
問
い
合
わ
せ
例
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
七
歳
未
満
之
事
故
」
と
い
っ
た
用
法

　
　
は
、
近
世
後
期
に
は
特
に
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
『
田
辺
万
代
記
』
（
清
文
堂
刊
）

　
　
に
は
、
三
歳
の
女
子
を
失
っ
た
庄
屋
が
、
「
女
子
ハ
七
歳
未
満
故
私
う
か
と
相
心
得
」
（
十
一
巻
、

　
　
三
一
四
頁
、
文
化
二
年
）
と
弁
明
し
た
例
が
み
え
、
『
播
州
龍
野
藩
儒
家
日
記
』
（
清
文
堂
刊
）

　
　
に
は
、
「
七
才
未
満
二
候
間
忌
服
無
之
」
（
下
巻
、
二
〇
二
頁
、
享
和
二
年
）
と
か
、
「
七
歳
未

　
　
満
之
訳
故
一
日
之
御
遠
慮
」
（
同
上
、
二
一
四
頁
）
と
み
え
る
。
右
の
事
例
は
い
つ
れ
も
、
七

　
　
歳
未

満
は
服
忌
の
対
象
外
と
い
う
こ
と
が
常
識
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

　
　
る
。

（
ぷ
）
能
田
多
代
子
前
掲
論
文
。

（
7
4
1
）
　
大
間
知
篤
三
前
掲
論
文
。

（
8
4
1
）
　
羽
賀
祥
二
『
明
治
維
新
と
宗
教
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）
一
八
六
頁
注
（
5
5
）
。

（
9
4
1
）
　
安
丸
良
夫
『
神
々
の
明
治
維
新
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
一
三
一
頁
。

（0
5
1
）
　
『
明
治
七
年
法
令
全
書
』
。

（
1
5
1
）
　
村
上
正
名
『
村
落
生
活
と
習
俗
・
慣
習
の
社
会
構
造
』
（
村
落
社
会
構
造
史
研
究
叢
書
第
六

　
　
巻
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
九
年
）
七
〇
五
～
七
一
〇
頁
。

（
皿
）
　
元
禄
六
年
十
二
月
二
十
一
日
付
の
服
忌
令
（
前
掲
「
御
当
家
令
条
」
）
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（
3
5
1
）
　
『
日
本
民
俗
地
図
V
　
出
産
・
育
児
』
（
文
化
庁
）
序
。

（4
5
1
）
　
同
書
、
一
五
八
頁
。

（5
5
1
）
　
同
書
、
八
八
頁
。

（6
5
1
）
　
同
書
、
二
三
六
頁
。

（7
5
1
）
　
前
掲
『
関
口
日
記
』
第
二
巻
。

（
8
5
1
）
　
鷲
見
定
信
・
川
添
崇
「
講
の
成
立
と
展
開
ー
呑
竜
講
の
ば
あ
い
ー
」
（
『
仏
教
と
民
俗
』
1
7
、

　
　
一
九
八
一
年
）
、
川
添
崇
「
呑
竜
講
の
成
立
と
展
開
」
（
『
仏
教
論
叢
』
2
5
、
一
九
八
一
年
）
、
鷲

　
　
見
定
信
「
呑
竜
信
仰
の
実
態
」
（
『
仏
教
論
叢
』
2
5
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
参
照
。

（囎
）
　
宇
高
良
哲
「
大
光
院
開
山
然
誉
呑
竜
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
論
叢
』
2
5
、
一
九
八
一
年
）
九
五
頁
。

（
0
6
1
）
　
前
掲
『
日
本
民
俗
地
図
』
八
九
頁
。

（1
6
1
）
　
同
上
、
九
九
頁
。

（2
6
1
）
　
同
上
、
　
一
〇
二
頁
。

（3
6
1
）
　
同
上
、
一
〇
五
頁
。

（刷
）
　
同
上
、
一
〇
七
頁
。

（
面
）
　
例
え
ば
、
拙
稿
「
彦
根
藩
『
御
家
風
』
の
形
成
」
（
村
井
康
彦
編
『
武
家
の
生
活
と
教
養
』
、

　
　
彦
根
城
博
物
館
叢
書
6
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
6
6
1
）
　
近
世
に
な
っ
て
、
疎
外
か
ら
保
護
へ
と
大
き
く
転
換
し
て
い
く
思
想
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
、

　
　
別
稿
で
考
察
す
る
。（京

都
女
子
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
）
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Is　tlle　Saying“Until　the　Age　of　Seven　a　Child　belongs　to　the　Gods”True？：

Notes　on　the　History　of　Japanese　Children

SHIBA工A　Jun

　　　The　claim　made　by　Yanagida　Kunio　that‘‘Until　the　age　of　seven　a　child　belongs　to　the　gods”（“Nanatsu　mae

wa　kami　no　uchi”）became　linked　with　the　theory　of　the　rebirth　of　an　infant　and　became　accepted　within　folklore

studies．　Today，　in　a　va亘ety　of　disciplines　it　is　said　that　this　concept　has　existed　since　the　ancient　period．　However，

the　author　contends　that　this　expression　is　no　more　than　a　common　saying　that　was　used　in　only　some　regions

after　the　arrival　of　the　modern　period．　In　order　to　substantiate　this　assertion，　this　paper　makes　a　tentative

examination　of　the　question　of　social　consciousness　from　a　historical　perspective　as　it　considers　how　attitudes

towards　children　have　changed　since　the　ancient　pedod．

　　　In　the　first　chapter　the　author　shows　how　the　Ritsuryo　regulations　absolving　children　under　the　age　of　seven

of　any　responsibilities　and　not　requiring　parents　to　wear　mouming　at6re　upon　the　death　of　a　child　were　combined

as　a　result　of　a　new　Buddhist　interpretation　by　ofncials　who　clar田ed　legal　standards　in　the　early　10th　century．　It　is

sho㎜that　the　exemption　of　children　from　wearing　mourning　attire　in　the　event　of　the　death　of　a　parent　or　their

own　death　was　a　measure　undertaken　to　enable　the　smooth　perfo㎝ance　of　a　Shinto　ceremony　to　which　noble

society　attached　the　utmost　importance．

　　　The　second　chapter　describes　how　in　the　Early　Modern　period　Shinto　ceremonies　that　had　been　vital　for　the

preservation　of　socieW　in　the　ancient　and　medieval　periods　assumed　a　lesser　role　in　relative　te㎜s，　which　altered

consciousness　regarding　children．　The　paper　shows　that　the　absence　of　m皿ming　attire　c㎜e　to　be　viewed　as　a

垣nd　of　p品lege孤d也at　re即la60ns　for　w㎞ors　reg訂ding　mouming　a垣re　bec㎜e　accepted㎜ong血e　co㎜on

people　even　though　they　had　been　aimed　at　the　warrior　class．　Perceptions　regarding　children　in　the　Early　Modern

period　are　also　described．　In　addition，　the　concept　of　the　protec60n　of　children　developed　as　a　consciousness

of“children　as　treasllres”became　common　with　the　estaUishment　of　families　among　the　common　people．　The

author　also　demonstrates　that　this　concept　applied　not　only　to　children　in　general　but　to　abandoned　children　as

well，　as　illustrated　through　the　establishment　of　regulations　prohibiting　their　abandonment．

　　　Lastly，　the　author　looks　at　fbur　specific　examples　of　the　expression“Until　the　age　of　seven　a　child　belongs　to

the　gods”and　demonstrates　how　in　the　context　of　the　historical　process　outlined　above　they　are　no　more　than

sayings　that　came　into　being　in　the　modem　period．
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